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平成２６年第３回身延町議会定例会（１日目） 

 
平成２６年９月 ４日 
午前 ９時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
日程第２ 会期の決定 
日程第３ 諸般の報告 
日程第４ 認定第１号 平成２５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第５ 報告第８号 平成２５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資

金不足比率の報告について 
日程第６ 議案第６３号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の制定について 
日程第７ 議案第６４号 身延町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める

条例の制定について 
日程第８ 議案第６５号 身延町税条例の一部を改正する条例について 
日程第９ 議案第６６号 身延町地域情報通信施設条例の一部を改正する条例につ

いて 
日程第１０ 議案第６７号 平成２６年度身延町一般会計補正予算（第４号） 
日程第１１ 議案第６８号 平成２６年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 
日程第１２ 議案第６９号 平成２６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
日程第１３ 議案第７０号 平成２６年度身延町介護サービス事業特別会計補正予算

（第１号） 
日程第１４ 議案第７１号 平成２６年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号） 
日程第１５ 議案第７２号 平成２６年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予

算（第１号） 
日程第１６ 議案第７３号 平成２６年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 
日程第１７ 同意第１号 身延町公平委員会委員の選任について 
日程第１８ 請願第４号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図

るための請願書 
日程第１９ 請願第５号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める請願書 
日程第２０ 請願第６号 消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願 
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２．出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 
 １番  深 澤   勝        ２番  赤 池   朗 
 ３番  田 中 一 泰        ４番  広 島 法 明 
 ５番  柿 島 良 行        ６番  芦 澤 健 拓 
 ７番  松 浦   隆        ８番  福 與 三 郎 
 ９番  草 間   天       １０番  川 口 福 三 
１１番  渡 辺 文 子       １２番  伊 藤 文 雄 
１３番  野 島 俊 博       １４番  河 井   淳 

 
 

３．欠席議員は次のとおりである。 
 

な  し 
 
 

４．会議録署名議員（３人） 
 

 ６番  芦 澤 健 拓        ７番  松 浦   隆 
 ８番  福 與 三 郎 

 
 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
（２２人） 

町       長 望 月 仁 司 総 務 課 長 樋 川  信 
会 計 管 理 者 笠 井 喜 孝 財 政 課 長 笠 井 祥 一 
政 策 室 長 佐 野 文 昭 町 民 課 長 遠 藤  基 
税 務 課 長 村 野 浩 人 身 延 支 所 長 藤 田 政 士 
下 部 支 所 長 遠 藤 庄 一 教 育 委 員 長 望 月 忠 男 
教 育 長 鈴 木 高 吉 学校教育課副主幹 深 沢  泉 
生 涯 学 習 課 長 高 野 博 邦 福 祉 保 健 課 長 穂 坂 桂 吾 
子育て支援課長 佐 野 昌 三 建 設 課 長 竹ノ内 強 
産 業 課 副 主 幹 大 村  隆 土 地 対 策 課 長 佐 野 勇 夫 
観 光 課 長 柿 島 利 巳 環境下水道課長 深 沢  香 
水 道 課 長 望 月 真 人 代 表 監 査 委 員 渡 邉 吉 彦 
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６．職務のため議場に出席した者の職氏名（２人） 

 
議会事務局長 中 村 京 子 
録 音 係 佐 野 和 紀 

 
 
 
 
 
 
 

 ５



開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（中村京子君） 

 おはようございます。 
 相互にあいさつを交わします。 
 ご起立してください。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（河井淳君） 
 本日は、大変ご苦労さまです。 
 開会となるわけですが、ここで暫時休憩したいと思います。 
 再開は９時５分といたします。 

休憩  午前 ９時０１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前 ９時０５分 
〇議長（河井淳君） 

 休憩前に引き続き、議事を再開します。 
 平成２６年第３回身延町議会定例会の開会にあたり、一言あいさつを申し上げます。 
 秋の気配を感じる季節となりました。議員各位には住民福祉の積極的な活動をされているこ

とと思います。町を愛し地域を愛し今、私たちにできる精いっぱいの活動が町の発展、町の活

性化につながり、また町民がすこやかに暮らせる町になることを目指していきたいと思います。 
 また各地では豪雨による土砂災害等、甚大な被害が発生しております。これら台風等の大雨

の季節となりますが、常に災害に対する備え等、安全対策をしていただきたいと思います。 
 本日、議員各位には第３回定例会へのご参集に心から敬意を表す次第であります。 
 町長から提案されます諸議案は、いずれも重要な内容を有するものであります。慎重なご審

議、ならびに円滑な議会運営にご協力を賜りますようお願い申し上げ、あいさつとさせていた

だきます。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１１６条の規定によって、 
 ６番 芦澤健拓君 
 ７番 松浦 隆君 
 ８番 福與三郎君 
を指名します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から９月１２日までの９日間にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、会期は本日から９月１２日までの９日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 諸般の報告。 

 議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 
 本定例会に町長から上程されております案件はお手元に配布のとおり認定１件、報告１件、

条例案４件、補正予算案７件、人事案件１件の計１４案件となっております。 
 これらの説明のため、本日の説明員として地方自治法第１２１条の規定に基づき出席通知の

ありました者の職氏名につきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 
 なお本日、千頭和産業課長と渡辺学校教育課長から欠席の申し出があり、産業課大村隆副主

幹および学校教育課深沢泉副主幹の出席を許可しましたので報告いたします。 
 また今定例会までに受理した請願は、お手元に配布しました請願文書表のとおりです。 
 次に６月定例会以後の議会関係の諸行事については、お手元に配布により報告としますので

ご了承を願います。 
 次に議員合同県外視察研修を７月１５日・１６日に行いました。 
 ここで議会運営委員長が議員を代表して報告します。 
 福與議会運営委員長、登壇してください。 

〇８番議員（福與三郎君） 
 それでは、議員合同県外の研修視察につきまして、報告をさせていただきます。 
 研修日程でございますけども平成２６年７月１５日（火曜日）から１６日（水曜日）にかけ

まして行いました。 
 研修場所についてでありますけども長野県小川村、長野県南箕輪村でございます。 
 参加者につきましては１６人。議員が１４人、事務局２人でございます。 
 研修内容でございますけども小川村につきましては農業振興について、また南箕輪村につき

ましては人口増加傾向の要因について、そしてまた子育て支援策についてであります。 
 それでは第１日目の小川村につきまして、報告をいたします。 
 小川村は長野県北部に位置し人口約３千人の小さな村であります。しかしながらきめ細やか

な農林業振興補助事業政策の先進地として成果と実績を上げてきており、その取り組み方法を

修得するための研修でございます。 
 研修所感でございますけども、農林業従事者の高齢化に伴う耕作放棄地の拡大解消に向けて

の取り組みといたしましては農林業機械の貸し出し、農作業の受託等々、小川村農林公社「み

らい」を設立いたしまして、さまざまな支援事業を展開しております。そして緩衝帯整備、放

棄地の再生および改善が進展をいたしているところであります。 
 また農林業振興事業補助金等交付事業は総数２９事業と多岐にわたっております。自立の村

づくりを目指している姿がひしひしと伝わってきたところであります。 
 第２日目でございますけども、長野県南箕輪村につきましては明治８年、南箕輪村として誕

生して以来、独立村として今日に至っております。伊那谷の中で最も広い田園地帯を持つ農村

でございましたけども、中央自動車道の開通に伴い産業構造が工業地、観光地へと激変をいた

した村であります。今日、人口減少、少子高齢化が普通のようにいわれておりますが、全国的
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にも類を見ない生産年齢人口、年少人口の増加は驚きとともに目を見張るものがございます。

その要因といたしまして、子育て支援への取り組みを研修目的といたしたところであります。 
 所感でございますけれども、具体的な人口推移は平成２年が１万６６６人でございましたが、

平成２６年が１万５，０２７人と年ごとに増加の一途を辿っております。その主たる要因は産

業構造の変化で、二次産業、三次産業の進展は大きな雇用を創出し人口増加の主因となってお

ります。 
 そしてまた子育て支援策におきましても高等学校３年生までの児童医療費の無料化、保育園

保育料の大幅な引き下げ等々、支援策は非常に充実をいたしております。 
 わが町も中部横断自動車道の開通を３年後に控えているわけでございますけれども、観光地

化を進展させ、観光資源の有効活用を推進する必要があると改めて実感をいたしたところでご

ざいます。 
 今後、議会におきましてもこれについて議論をしてまいりたいと、こんなふうに思っている

ところであります。 
 以上、報告を終わります。 

〇議長（河井淳君） 
 以上で、研修の報告を終わります。 
 ここで町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 皆さん、おはようございます。 
 本日ここに平成２６年身延町議会第３回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆さまに

は全員のご出席をいただき、誠にありがたくお礼を申し上げます。 
 さて８月３０日から９月５日、明日までは防災週間であります。９月１日は防災の日でもご

ざいます。大正１２年９月１日に発生した関東大震災を踏まえ、またこの時期に多い台風に対

する備えを怠らないため、昭和３５年に制定されたものでございます。 
 今年もまた台風により全国各地で災害が発生したところであります。またテレビ・新聞等の

報道でご承知のとおり広島市安佐南区、安佐北区の両区で２週間前に発生した局地的豪雨によ

る土砂災害により７２名という多くの人命が奪われ、いまだ行方が分からない人２名もおりま

す。さらに多くの皆さんが、いまだに不自由な避難所生活を余儀なくされているところでもご

ざいます。 
 今回の災害でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りすするとともに、行方不明者の一

日も早い一刻も早い発見を、さらには被災された方々にお見舞いを申し上げ、一日も早く復興

することをご祈念申し上げるところでございます。 
 今回の土砂災害は８月１９日深夜から２０日の未明にかけて３時間に降った雨量が２１７．

５ミリと観測史上最大を記録しました。突然襲ってきた深夜の猛烈な雨は住民に逃げる暇を与

えず多くの人命が失われる結果となってしまいました。 
 近年では温暖化によって観測史上最大というような豪雨の頻度が増え、災害のリスクが高

まっています。今回の豪雨災害は全国どこの地域でも起こり得るものであると思います。本町

でも約８割を山林が占めていることから、土砂災害危険警戒区域は８５９カ所もあり、今回の

広島の豪雨災害は対岸の火事ではありません。わが町では豪雨時や深夜の就眠中には屋外の防
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災行政無線だけでは情報伝達ができない恐れがありますので、屋内の戸別受信機を全世帯に配

備をして情報伝達に万全を期し、町民の皆さんの安全を図ってまいりたいとしております。 
 町民の皆さんには日ごろから自分が暮らす地域の地形を知るとともに、自主防災組織で定め

られている避難場所等の確認、非常食や持ち出し物などの準備をしていただき、公共機関から

発表される土砂災害警戒情報等を確認し、早めの避難で自らの命を守っていただきたいと考え

ております。また町民の皆さんには防災行政無線などから避難勧告・避難指示が発令されたと

きには、これに必ず従うようお願いをいたしたいと思います。 
 地震や異常気象による大規模な風水害も心配をされております。これら災害から被害を最小

限に食い止めるには自助 自分の命は自分で守る。共助 地域住民が連携して町や地域の安全

はみんなで守る。公助 行政が災害に強い地域の基盤整備を進めます。行政はもとより住民一

人ひとりが防災意識を持ち、地域が一体となって防災に取り組むことで減災が可能になる、こ

ういうようにも思っているところでございます。 
 さて平成２６年度の普通交付税が決定になり、７月２６日県から公表されました。本町の普

通交付税は前年度決算額と比較して８，９２２万４千円少ない４５億１，１１３万４千円であ

りました。 
 平成２６年度に合併算定替えが終了すると、平成２７年度からはさらに普通交付税の縮減が

始まります。予算額の約半分を交付税が占めている本町では、今後とも財政運営の健全化に努

めていかなければなりません。 
 次に町のシンボル制定についてであります。 
 本町では９月１３日に合併１０周年を迎えます。この記念すべき節目に町民が愛着を持ち、

ふるさと身延町にふさわしい木・花・鳥等のシンボルを決めて、町のＰＲ活動等に使用してい

きたいということで、町のシンボル選定委員を委嘱させていただきました。 
 その後、選定委員会により身延町を象徴する動植物および身延町の環境をアピールするもの、

さらにその環境を残し育てていくためのシンボルとしてふさわしいものを候補として選定して、

その候補の中から町内中学生以上の住民を対象にアンケートを実施し、その結果を参考にそれ

ぞれ選定をしていただきました。 
 町では選定していただいた内容をもとに検討した結果、町の木はシダレザクラ、町の花はヤ

マユリ、町の鳥はブッポウソウ、町の昆虫はホタルと制定をさせていただくことに決めました。 
 今後は広報紙等におきまして町民にお知らせを行い、多方面において町のシンボルを活用し

ていく予定でございます。 
 次に定住促進対策婚活支援事業についてであります。 
 定住促進対策婚活支援事業は、第１弾として６月に「下部温泉郷でフットパス＆ホタル観賞」

の婚活事業を実施いたしました。 
 今後は第２弾として９月１３日に「ふらっと婚活みのぶ旅 門前町から身延山ゆるーく散策」

と第３弾として１０月１８日に「トレッキング・イン・みのぶ のんびり竜ヶ岳で婚活」、そし

て１１月３０日に第４弾としまして「西嶋イルミネーション 灯りｄｅ婚活」を計画しており

ます。 
 この婚活で出会っていただき、定住に結び付けていただきたいと願っているところでもござ

います。町内の皆さんにも多くのご参加をお願いしたいと思います。 
 次に身延町指定有形文化財の指定についてでございます。 
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 身延山久遠寺所有の刺繍釈迦三尊像が文化財保護審議会から答申を受け、７月に開催された

教育委員会で身延町有形文化財（工芸品）として指定をされました。 
 １４世紀、鎌倉から室町時代ごろに作成されたとみられ、絹の刺繍が施され保存状態もよく、

技法もその時代の最高水準にあるといえる大変貴重な遺品といえます。 
 ９月１９日から１０月１９日の間、身延山久遠寺の宝物館において一般公開が予定されてい

ますので、ぜひご覧をいただきたいと思います。 
 次に防災訓練についてであります。 
 去る８月３１日の日曜日には、東海地震の発生を想定しての身延町総合防災訓練を消防団、

各自主防災会等のご協力により実施したところであります。 
 多くの関係者のご参加とご協力をいただき、感謝を申し上げる次第であります。 
 災害が発生した場合において、地域において地域を守っていく絆が一番大切だと考えます。

自助、共助として自ら地域のために何ができるかなど有事の際に機能する地域コミュニティを

構築していただくことを併せてお願いするところであります。 
 次に公共下水道の加入状況についてでございます。 
 公共下水道の各戸への接続につきましては平成２６年８月末現在、中富処理区は加入戸数

１千戸で加入率が６５．７％、身延処理区は加入戸数３８３戸で加入率４７．２％、下部処理

区は加入戸数５１戸で加入率が３５．７％。加入率の向上に向けてこれまでも依頼文書、チラ

シ、広報紙への掲載、職員の個別訪問による加入促進を実施してまいりました。今後も加入率

アップに向け、ご理解・ご協力をお願いするところでもございます。 
 次に私どもが関係した第２回定例会以降の主な行事について申し上げます。 
 ６月１４日・１５日は身延山の開闢会で御入山行列に参加をいたしました。 
 １６日は峡南地区廃棄物対策連絡協議会定期総会。 
 ２４日は山梨県健康管理事業団定期評議会。 
 ２５日は飯富病院定例議会。 
 ７月２日は臨時議会。 
 ７月７日は町村会の正副会長・相談役会議。 
 ７月１１日の日には、中富現代工芸美術館でガラス工芸のオープンセレモニーと第１３回富

士川流域河川一斉清掃、波木井川で行いました。 
 １２日には、切り絵の森美術館の切り絵の森のオープンセレモニーを行ったところでござい

ます。 
 ２３日には町村会の町村長会議。 
 ２３日から２９日には、平成２５年度身延町一般会計および特別会計歳入歳出決算審査を

行っていただきました。 
 ２４日の日には農業委員会選任証書交付式を行いました。 
 ２５日は市町村総合事務組合臨時会。 
 ３０日から３１日には八戸市において平成南部藩「地域づくり成果報告会」が行われたとこ

ろであります。 
 ８月に入りまして８月２日、富士山環境美化前期クリーン作戦。 
 ８月５日は中部横断自動車道建設促進連絡協議会総会。 
 ８月８日、町長と語る小中学生の集い。 

 １０



 ８月１９日には峡南衛生組合の決算審査。 
 ２１日は全国高速道路建設協議会第５０回大会、東京都でございます。 
 ２３日には飯富病院設立６０周年記念式典。 
 ２６日から２８日には町村長先進地視察。広島の尾道市と愛媛県を視察してまいりました。 
 ８月３１日には先ほど申し上げましたとおり、身延町防災訓練。 
 ９月１日には大城川発電所の移動式。 
 以上、主なものについて報告をさせていただきました。 
 なおこの間、各種団体の総会への参加および地域の行事への参加や各種委員の皆さんに委嘱

状交付等を行ってまいったところでございます。 
 次に今定例会に提案いたしました議案は、先ほど議長のほうからお話がありましたとおり認

定１件、報告１件、条例の制定２件、条例の一部を改正する条例２件、平成２６年度補正予算

７件、人事案件１件の計１４件でございます。 
 提出議案の中から主なものについて申し上げます。 
 まず認定第１号 平成２５年度身延町一般会計および特別会計歳入歳出決算認定についてで

あります。 
 全会計において黒字決算となっておりますので、ご認定をいただきたいと存じます。 
 次に報告第８号 平成２５年度決算に基づく身延町健全化判断比率および資金不足比率の報

告についてであります。 
 報告いたします本町の平成２５年度決算に基づく比率は、健全段階にございますが、これに

甘んじることなく、なお一層財政健全化に努めてまいります。 
 その他につきましては、提出議案の説明の中で申し上げます。 
 以上を申し上げ、あいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（河井淳君） 
 以上で、諸般の報告を終わります。 
 次に議案の上程です。 
 本日、決算審査報告のため渡邉代表監査委員に出席要請をしております。 
 ここで、渡邉代表監査委員をお招きしますので、しばらくお待ちください。 
 （ 入 場 ） 
 再開します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 認定第１号 平成２５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてを

議題とします。 
 町長から本案について、決算の概要説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 それではご指名をいただきましたので、提出案件の提案理由についてご説明を申し上げたい

と思います。 
 認定第１号 平成２５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてでありま

す。 
 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度身延町一般会計及び特別会計歳入
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歳出決算を別紙、監査委員の意見書を付け議会の認定に付するものでございます。 
 平成２６年９月４日 提出 

身延町長 望月仁司 
 なお、詳細につきましては会計管理者より説明をさせますので、よろしくご審議の上ご認定

くださいますようお願いを申し上げます。 
 以上でございます。 

〇議長（河井淳君） 
 次に認定第１号について、詳細説明を求めます。 
 笠井会計管理者。 

〇会計管理者（笠井喜孝君） 
 認定第１号 平成２５年度身延町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算についてご説明申し

上げます。 
 説明につきましては、決算書ならびに決算書付属資料により説明をいたします。 
 それでは決算書付属資料１ページの会計別決算総括表をお願いいたします。 
 ここに一般会計および特別会計すべての会計の決算額が示されています。一般会計は歳入総

額１０１億４，００７万６，６１２円。歳出総額９１億６，１１３万７，６７９円。差引額９億

７，８９３万８，９３３円です。そのうち翌年度に繰り越すべき財源３，７５０万３９０円を

差し引いた一般会計実質収支額は９億４，１４３万８，５４３円です。 
 はじめに、歳入について説明をいたします。２ページをお願いします。 
 ここに科目ごとに決算状況が示してありますが、歳入総額につきましては１０１億４，

００７万６，６１２円で対前年度比０．１％の増となっています。 
 歳入の主なものについて説明します。 
 資料は一般会計歳入歳出決算書をご覧いただきたいと思います。９ページをお願いします。 
 １款町税につきましては、収入済額１４億７，０５６万５０４円で歳入総額の１４．５％を

占め、対前年度比９５９万１，５５６円の増収となっています。収納率は町税全体で９２．５％、

対前年度比１．５％の伸びを示しています。収入未済額は１億３２万６，８８１円です。 
 なお、町税全体で１，９２８万５，８３１円の不納欠損処理を行いました。 
 次に１０ページをお願いします。 
 ６款地方消費税交付金は、収入済額１億４，０２１万１千円で前年と比較すると１２０万６千

円の減額です。 
 １１ページの１０款地方交付税は、収入済額５１億７，７２７万円で歳入総額の５１．１％

を占めています。前年と比較すると約１．２％増、６，０９２万円の増額となります。 
 １２款分担金及び負担金は収入済額１億２，３５８万１，１２５円です。１２ページをお願

いします。そのうち主なものは１項１目１節児童福祉費負担金の保育料で収入済額５，５７２万

２６０円。収入未済額は７５８万１，７７６円です。３目教育費負担金の学校給食費につきま

しては全体で収入済額４，８５４万８，６７０円、収入未済額は１９万８，６５０円です。 
 １３ページをお願いします。 
 １３款使用料及び手数料です。全体で８，６８３万６，３８９円の収入です。主なものは

１４ページをお願いします。６目１節住宅使用料で収入済額５，２６５万５千円、収入未済額

は７３２万８，５７０円です。 
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 次に１５ページをお願いします。 
 １４款の国庫支出金です。国庫支出金は全体で６億５，７７５万５，３３６円の収入です。

主なものとして１項１目１節障害者保護費負担金が１億８，４６２万３，５００円。２節保育

所運営費負担金が４，１３９万６，５７０円。また２項国庫補助金として、１６ページをお願

いします。３目土木費国庫補助金が社会資本整備総合交付金、地域の元気臨時交付金、それか

ら臨時道路除雪事業補助金として１億４，００３万４，６５０円。４目消防費国庫補助金とし

て消防防災施設整備費補助金、地域の元気臨時交付金、合わせて１億６，６８７万７千円です。 
 次に１８ページをお願いします。 
 １５款県支出金は全体で６億２，３５１万６，８２４円です。大きなものとしては１項１目

民生費県負担金として１節障害者保護費負担金、２節保育所運営費負担金、３節保険基盤安定

負担金、６節児童手当県負担金などの合計額２億３，１６０万３，３５８円。それから１９ペー

ジ、２項１目総務費県補助金７，１８０万６，５０８円。２目民生費県補助金８，０９８万３，

３７８円。２１ページをお願いします。４目農林水産業費県補助金１億１，７１４万４，３５２円。

２２ページ、商工費県補助金５，０６７万８３１円。それから２３ページ、１０目災害復旧事

業費県補助金２，８３３万２，６３１円などです。 
 次に２４ページをお願いします。 
 １６款財産収入につきましては１億２３６万５，０４６円です。これは２６ページ、２項３目

出資金返還金で峡南広域行政組合から峡南ふるさと市町村圏基金の返還金として９，１５８万

５千円の収入が主なものです。 
 次に３０ページをお願いします。 
 ２１款町債につきましてです。６億４３０万円です。主なものとして１目農林水産業債８，

８１０万円。３目消防債１億８，６４０万円。４目教育債７，９５０万円。５目臨時財政対策

債２億円などであります。 
 一般会計の歳入につきましては以上です。 
 続きまして歳出の主なものについて、ご説明を申し上げます。 
 資料は決算書付属資料のほうをお願いします。付属資料の２ページになります。 
 一般会計歳出の総額は９１億６，１１３万７，６７９円で対前年比１．３％の減。金額にし

て１億２，５０４万４，１４３円の減額であります。また予算額に対する執行割合は９５．２％

です。 
 次に３ページの、一般会計の主たる施策の成果をお願いします。 
 ２款総務費中、企画費の土地開発事業特別会計繰出金として７，７３６万１千円。バス運行

対策費に町営バスの運行事業および乗り合いタクシー運行事業などの費用として６，６５４万

４千円。 
 ３款民生費中、高齢者福祉費に高齢者福祉サービス事業の委託料、養護老人ホーム入所者保

護措置費などに１億３，８２８万１千円。障害福祉費では重度心身障害者医療費助成事業費お

よび障害福祉サービス事業費など障害児、障害者の福祉事業に４億７，１５２万７千円を支出

しました。続いて４ページをお願いします。民間保育所費として運営費委託料等で１億４，

９１８万２千円。 
 ４款衛生費中、清掃費では峡南衛生組合の維持管理および組合債の償還負担金として１億９，

４７７万３千円を支出しています。簡易水道運営費では、簡易水道事業特別会計への繰出金３億
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４，２５９万５千円が主な支出であります。 
 ５款労働費では、労働諸費において緊急雇用創出事業臨時特例基金事業として５，０６７万

１千円の支出です。 
 ５ページをお願いします。 
 ６款農林水産業費では、農業振興費で有害鳥獣対策として有害鳥獣防除用施設設置事業補助

金に９８２万８千円、中山間地域等直接支払補助金１５地区に６８７万２千円などを支出して

います。農業土木費では県単独事業、耕作放棄地等再生整備支援事業などにより用排水路およ

び農道の改良工事など６カ所、合わせて１，９９１万２千円。県営中山間地域総合整備事業、

農地防災事業等の負担金、繰越分も含め９，００３万７千円を支出しています。林業土木費で

は、６ページになりますが林道崩落土除去および２月の大雪の除雪等重機の借上料１，６８１万

８千円、林道三石山線舗装改良工事５５８万円などを支出しています。 
 ７款商工費では、商工振興費で身延町商工会へ経営改善普及事業補助金９３０万円。さらに

は町の活性化を目的とした商工会の取り組み事業として、地域総合振興事業補助金９１０万円

などを支出しております。 
 ８款土木費では、土木総務費において国庫補助事業繰越分として身延町道路ストック総点検

業務委託４，９５０万８千円。それから７ページになりますが、道路橋梁維持費では道路の崩

落土除去、それから大雪の除雪費につきましては補助対象事業となりますが重機等の借上料と

して６，３７４万５千円。それから町単独事業で町道の除草工事、維持工事として１，３１７万

１千円の支出です。道路新設改良費では国庫補助事業４，９９６万４千円。町単独事業４，

５０２万３千円。合わせて工事費９，４９８万７千円を支出しております。住宅管理費におい

てはわが家の耐震診断支援事業委託、木造住宅耐震改修事業、町営住宅改修工事など１，

４１０万円を支出しております。下水道費においては、特別会計への繰出金で３億５，８８２万

２千円の支出です。 
 ８ページになります。 
 ９款消防費では非常備消防費において身延第４分団第６部、大島地区ですが詰所整備関係の

費用として１，６２２万３千円。消防団デジタル簡易無線機購入関係経費７３１万７千円。そ

れから消防本部指令車、消防普通積載車、消防ポンプ自動車、各１台、合計３台の車の購入費

用として２，７４０万８千円を支出しています。消防施設費につきましては耐震性貯水槽、

６０立方メートル級の設置工事として２基分、１，７２２万円を支出しております。防災費は

平成２５年度、平成２６年度継続事業の防災行政無線デジタル化更新工事関係経費として３億

４，３０３万２千円が主な支出です。 
 １０款教育費では、公民館費において身延地区公民館下山分館建設事業にかかる工事費など

１億７，７１７万６千円の支出。 
 ９ページをお願いします。 
 総合文化会館管理費では、舞台吊り物装置制御部の修繕ということで１，５５４万円を支出

しました。 
 以上が一般会計歳入歳出決算の概要説明であります。 
 次に特別会計について、資料は同じく決算書付属資料を使い説明させていただきます。 
 １ページの会計別決算総括表をお願いします。付属資料の１ページです。 
 表の下から２行目、２２の特別会計の合計額です。歳入総額６２億６，２１７万８，５２９円。
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歳出総額６０億３，５０５万３，２１５円。差引額２億２，７１２万５，３１４円で実質収支

額も同額です。 
 それでは２行目の国民健康保険特別会計から順に説明をいたします。 
 国民健康保険特別会計、歳入総額２１億８，１９５万６，３７２円。歳出総額２０億３，

０９８万１，２５０円。差引額１億５，０９７万５，１２２円で実質収支額も同額となってお

ります。 
 なお、３６ページに国保会計の決算状況を記載しています。３６ページをお願いいたします。 
 国保加入世帯および被保険者数につきましては総人口の減少に比例して４３世帯、１２０人

減少しています。これに反し国保加入割合は０．１％増加し、３０．４５％となっております。

歳入につきましては対前年度比０．３％、７３１万５千円の減額。歳出も０．５％、１，０６５万

３千円の減額となりました。被保険者１人当たりの経費は被保険者の高齢化、それから高度な

医療の普及等により昨年度より１万８７１円増加し４８万１，８４６円となりました。このよ

うな傾向は今後も続くものと思われます。 
 次に後期高齢者医療特別会計です。また１ページにお戻りください。 
 歳入総額４億５，４７６万７，７３６円。歳出総額４億５，４０４万９，４１６円。差引額

７１万８，３２０円。実質収支額も同額です。 
 なお本資料の３７ページに決算状況が示してありますので、これはのちほどご参照いただけ

ればと思います。 
 次に介護保険特別会計です。 
 介護保険特別会計の歳入総額は２２億２，７１０万３，７４０円。歳出総額は２１億５，

７１６万２，０３０円。差引額６，９９４万１，７１０円。実質収支額についても同額です。 
 本資料の３８ページに介護認定の状況、それから介護サービスの受給状況等が記載されてい

ます。ちょっとそちらをご覧いただきたいと思います。３８ページです。 
 介護認定者数につきましては対前年度比２人増の１，１１９人に対し、介護サービス受給者

は１０人減の９４５人です。認定者に占める介護サービス受給割合は１％減の８４．５％であ

ります。 
 歳出のうち保険給付費につきましては、前年度比２，９０７万４千円増額の２０億３，

８６３万８千円であり、１人当たりの保険給付費は増加している状況であります。 
 １ページにお戻りください。次に介護サービス事業特別会計です。 
 歳入総額５８３万９，１４８円。歳出総額４１０万８，３０６円。差引額１７３万８４２円

で実質収支額についても同額です。 
 次に簡易水道事業特別会計です。 
 歳入総額８億７４１万４，１３２円。歳出総額８億６４４万２，９１２円。差引額９７万１，

２２０円で実質収支も同額です。 
 簡易水道事業特別会計の主要事業につきましては１０ページをご覧いただきたいと思います。 
 簡易水道建設費では、相又簡易水道事業において清子地区の配水管布設工事など８，９２７万

５千円。下部簡易水道事業においては波高島地区配水管布設工事、八木沢配水管布設工事、新

湯川橋橋梁添架工事など１億２，９９９万８千円。 
 １１ページに移りまして大城簡易水道事業では大城地区水道施設整備実施設計業務委託費、

財産購入費などで１，６８３万１千円。中富南部簡易水道事業では小原島地区水道施設整備実
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施設計業務委託費などで２，２１９万４千円を支出しています。 
 また簡易水道管理費では中富、身延、下部簡易水道の量水器取り替え工事および下山簡水配

水池流量計取り替え工事などで３，７２５万４千円。水質検査業務委託など各種委託料などを

含めまして２，５００万６千円を支出しております。 
 １ページにお戻りください。農業集落排水事業等特別会計です。 
 歳入総額２，３３６万８，９６６円、歳出総額２，３３４万９，１３６円。差引額１万９，

８３０円で実質収支額も増額です。 
 次に下水道事業特別会計です。 
 歳入総額４億２，６３７万２，０６３円。歳出総額４億２，６２０万８，７５３円。差引額

１６万３，３１０円で実質収支も同額です。 
 下水道事業特別会計においては、２５年度は大きな建設工事等はなく維持管理費が１億

８６７万８，６３８円。それから公債費が２億９，７３７万８１円で、この合計額が４億６０４万

８，７１９円となり、歳出総額の９５％を維持管理等の費用が占めております。 
 次に青少年自然の里特別会計は、歳入歳出それぞれ４，８１２万９７円となっております。 
 なお本資料の３９ページに決算および施設利用状況が記載してありますので、のちほどご覧

いただきたいと思います。 
 次に下部奥の湯温泉事業特別会計です。 
 歳入総額５１９万９０６円。歳出総額５１６万１，８３９円。差引額２万９，０６７円で実

質収支についても同額であります。 
 次に土地開発事業特別会計です。歳入歳出それぞれ７，７３６万９４０円となっています。 
 主な事業につきましては１５ページをご覧いただきたいと思います。 
 住宅地造成事業費では造成工事５，９６９万７千円。上下水道の敷設工事７５１万円。ほか

各種委託料それぞれを含めまして７，６９２万４千円を支出しております。 
 また１ページにお戻りください。 
 次に財産区関係の特別会計についてですが１２の特別会計とも黒字決算となっています。歳

入総額、歳出総額、歳入歳出差引額等の数字につきましては総括表の中段以降に記載したとお

りです。ご確認をお願いしたいと思います。 
 最後に出資金、出捐金、基金につきまして説明をいたします。２７ページをお願いいたしま

す。 
 ２７ページの中段、（５）出資による権利の表です。 
 峡南広域行政組合の出資金のうち消防費負担金５，４０６万８千円。電算システム更新負担

金として３，７５１万７千円の合計額９，１５８万５千円を取り崩しいたしました。また富士

川地域地場産業センターについては、平成２５年３月３１日をもって解散したため出捐金全額

８６２万５千円の減額となっているところであります。 
 続きまして基金についてですが、財政調整基金から大河内地区財政調整基金まで２９の基金

があります。平成２５年度中の動きにつきましては表の一番下、計の欄の預金、決算年度中増

減高と決算年度末現在高の項をご覧いただきたいと思います。 
 増の部分につきましては積立額ですが１億１，１１５万４，９３４円。減の部分、取り崩し

額ですが９０４万６，３４４円。差し引きしますと１億２１０万８，５９０円の増額となりま

す。２５年度末現在高は５６億５，７４８万８，２４８円となっております。 
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 雑駁な説明でありますが以上です。よろしくご審議をお願い申し上げます。 
〇議長（河井淳君） 

 以上で町長の説明、ならびに担当課長の詳細説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 報告第８号 平成２５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてを議題とします。 
 町長から本案について説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 それでは報告第８号について申し上げたいと思います。 
 報告第８号 平成２５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いてであります。 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項および同法第２２条第１項の規定に

より平成２５年度決算に基づく身延町の健全化判断比率及び資金不足比率について、別紙のと

おり監査委員の審査意見書を付して報告するものであります。 
 平成２６年９月４日 提出 

身延町長 望月仁司 
 なお、詳細につきましては財政課長より説明をさせますのでよろしくお願いをしたいと思い

ます。お願いいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 次に報告第８号について、詳細説明を求めます。 
 笠井財政課長。 

〇財政課長（笠井祥一君） 
 報告第８号 平成２５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いてご説明いたします。 
 決算審査最終日の７月２９日に渡邉代表監査委員と伊藤監査委員によりまして財政健全化法

に基づく財政指標等について審査をしていただきました。 
 その結果につきましては２枚目に添付してあります意見書のとおりでございます。 
 この健全化判断比率等につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の

規定により、議会に報告するものであります。 
 それでは次のページをご覧ください。 
 平成２５年度の決算に基づく健全化比率でありますが、この比率には実質赤字比率から将来

負担比率までの４項目があります。 
 まず実質赤字比率でありますが、この比率につきましては普通会計のみの決算で赤字である

かどうかを判断する数値でございます。身延町は赤字ではありませんので数値は入りません。

早期健全化基準は１４．４％であります。 
 次に連結実質赤字比率であります。この比率につきましては、財産区を除くすべての会計の

連結となります。この比率につきましても赤字ではありませんので数値は入りません。早期健

全化基準は１９．１４％であります。 
 次に実質公債費比率であります。この比率につきましては普通会計、公営事業会計、さらに
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一部事務組合や広域連合等が入った連結になります。本町でいえば峡南衛生組合や飯富病院、

広域行政組合等への負担金もカウントし、公債費の比率を示す数値でありまして７．８％であ

ります。２４年度に比較し２．２％マイナスとなっております。早期健全化基準につきまして

は２５％であります。 
 次に将来負担比率でありますが、この比率につきましては実質公債費比率よりもさらに地方

公社、第三セクターを含めた連結になり、より広範囲で判断していく比率であります。しかし

ながら本町では地方公社や第三セクター等がございませんので、実質的には実質公債費比率と

同じ範囲で比較する率になります。 
 ２５年度決算も２４年度と同様に将来負担額を充当可能財源等が上回り、将来負担比率はマ

イナスとなりました。このことは、計算上は地方債などの将来負担額が将来財政を圧迫する可

能性は低いということであり、将来負担比率に数値は入らないこととなりました。早期健全化

基準につきましては３５０％となっております。 
 本町の比率はいずれも早期健全化比率を下回っており、年々改善されておりますので財政は

良好であると言えます。 
 次に下段の平成２５年度決算に基づく身延町資金不足比率の状況であります。 
 この資金不足の状況につきましては、公営企業会計に属する会計の資金が不足しているかど

うかを見るもので、身延町簡易水道事業特別会計をはじめ５会計の資金不足の比率はなく良好

であります。国の示す経営健全化基準といたしましては２０％であります。 
 なお上段の健全化判断比率につきましては、この４項目のうちいずれかが早期健全化基準以

上の場合には、財政健全化計画を議会の議決を経て定め速やかに公表するとともに知事に報告

をしなければなりません。また計画の実施状況を議会に報告しなければなりません。法律に基

づき算定された各比率は早期健全化基準を下回っているわけでありますが、審査意見書でもご

指摘いただいたとおり、引き続き財政の健全化に努めてまいりたいと思います。 
 以上、報告第８号の説明とさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（河井淳君） 
 以上で町長の報告ならびに担当課長の説明が終わりました。 
 報告第８号については、終結いたします。 
 ここで平成２５年度身延町一般会計及び特別会計の決算審査および決算に基づく財政健全化

審査に対する意見書が添付されていますので、渡邉代表監査委員から報告を求めます。 
 渡邉代表監査委員。 

〇代表監査委員（渡邉吉彦君） 
 改めまして、おはようございます。 
 それでは認定第１号 平成２５年度決算審査の報告をさせていただきます。 
 ただいま会計管理者から平成２５年度決算につきまして詳細な説明がありました。重複する

ところがあろうかと思いますけども、監査委員の立場で報告をさせていただきます。 
 ご案内のとおり、この監査は地方自治法第２３３条第２項の規定に基づきまして去る７月

２３日から７月２５日および２８日、２９日までの５日間、伊藤監査委員ともども町長から提

出されました各会計の歳入歳出決算書および付属資料が関係法令に基づき作成されているかを

確認すると同時に、計数に誤りがないか、また予算の執行状況、さらには基金の管理・運用が

適切かつ効率的に執行されているかなどに主眼を置き審査を実施いたしました。その結果が皆
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さまにお配りしてございます決算審査意見書に掲載をしてあります。 
 意見書は全１２ページからなっておりまして、時間の関係もございますので主なところを抜

粋して報告させていただきますのでご了承をお願いいたします。 
 なお、金額につきましても単位につきましては万円とさせていただきますので併せてご了承

をお願いいたします。 
 まず意見書の４ページをお開きいただきたいと思います。 
 （１）の決算の概要であります。平成２５年度の一般会計および特別会計の予算現額は

１５８億９，５４７万円で、これに対する決算額は歳入総額が１６４億２２５万円で収入率は

１０３．２％となっております。 
 一方、歳出総額は１５１億９，６１９万円で執行率は９５．６％。歳入歳出差引額は１２億

６０６万円で一般会計・特別会計のすべての会計において決算は黒字となっております。それ

をまとめたものがその下の表でございます。 
 次に町債であります。平成２５年度末現在高は一般会計６９億７，２１０万円。特別会計

７１億７，５２０万円。合計で１４１億４，７３１万円となっております。昨年度に比べまし

て１５億５，０９１万円の減であります。これは将来の財政状況を見据えて積極的な繰上償還

などを行い、町債残高の削減に努めていただいた結果であります。 
 次に（２）の収支決算の状況であります。一般会計、特別会計を合わせましての実質収支は

１１億６，８５６万円であり、職員一人ひとりの経費節減などの努力の結果と思われます。 
 続きまして５ページをご覧いただきたいと思います。 
 一般会計（１）の概要でありますが、４ページで決算の概要を説明いたしましたので説明は

省略をさせていただきます。 
 次に（２）の歳入の状況であります。 
 予算現額９６億２，７０３万円に対しまして収入済額は１０１億４，００７万円で予算に対

する収入率は１０５．３％となっております。不納欠損額１，９２８万円につきましては時効

など法令に基づき処分をしたものであります。また収入未済額は１億１，５７２万円でありま

す。この未済額については、税等の公平性の観点と同時に自主財源の確保を図るためにも実情

を把握し的確な徴収方法を考え、未済額の減額により一層、積極的に取り組んでいただきたい

と思います。 
 ６ページをお開きいただきたいと思います。 
 この一覧表につきましては、先ほど説明いたしました歳入の決算額をまとめたものでござい

ますので、説明は省略をさせていただきます。 
 ７ページをご覧いただきたいと思います。 
 （３）のア．歳出の予算執行の状況であります。予算総額９６億２，７０３万円に対しまし

て支出済額が９１億６，１１３万円で執行率は９５．２％となっております。 
 下の表は款別にまとめたものでありますので、説明は省略をさせていただきます。 
 次に８ページ、９ページでありますが、この特別会計は先ほど会計管理者が説明をいたしま

したので省略をさせていただきます。 
 １０ページをお開きいただきたいと思います。 
 一般会計から特別会計への繰り入れの状況でありますが、この表にお示しをしてあるとおり

総額で１５億９，８０９万円となっております。 
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 １１ページをご覧いただきたいと思います。 
 財産に関する調書ですが、これはお手元に配布をしてあります決算書付属資料の１６ページ

の４．財産に関する調書をまとめたものでありますので、説明は省略させていただきます。 
 １２ページをお開きいただきたいと思います。 
 基金の状況につきましては関係書類、帳簿などと照合した結果、誤りはないものと認められ

ました。 
 なお基金の運用につきましては、その運用方法について地方自治法に基づき安全かつ有利を

基本により一層、創意工夫を重ねる必要があろうかと思われます。 
 最後に審査の意見、指摘事項であります。恐れ入りますけどもお戻りをいただきまして３ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 
 決算収支状況は一般会計、特別会計ともに実質収支においてすべて黒字となっており、職員

の経費節減、事務事業の効率的な執行など積極的な努力が見受けられるところであります。 
 歳入面については自主財源であります町税が１４．５％、依存財源である地方交付税が５１．

１％、国庫支出金が６．５％、県支出金が６．１％と歳入の大部分を占めている厳しい状況で

あります。地方自治体の財政構造の弾力性を判断するための指標である経常収支比率は７２．

３％で昨年の７３．３％より改善されているものの、依然として高く財政の硬直化が懸念され

るところであります。 
 町税の収入状況は昨年度策定した町税収納対策３カ年計画に基づき、収納率の向上に創意工

夫をされた結果、ここ数年で最も高い収納率となっております。 
 また使用料ならびに手数料等についてはその内容を精査し、今日の社会情勢等を踏まえなが

ら料金改定などについて定期的に検討する必要があります。 
 なお収入未済額についても内容を分析し、町税と同様に公平性の観点から各課が連携を図り

適切な事務処理に努めていただきたいと思います。 
 歳出面については経常経費である公債費が２０．４％、人件費が１４．５％、補助費等が１２．

０％を占めています。 
 またそれぞれの事業について厳しい財政状況の中で限られた財源を有効に活用するため、そ

の事業の必要性、緊急性、投資効果など十分に検討し見直しをする必要があろうかと思います。 
 続きまして、報告第８号の平成２５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比

率について報告をさせていただきます。 
 詳細な説明は財政課長から説明がありましたので、重複する点があろうかと思いますけども

監査委員の立場で報告をさせていただきます。 
 平成２５年度決算に基づく財政健全化審査を実施した結果、町長から提出されました関係書

類などはすべて法令等に基づき作成されておりました。その結果が皆さまにお手元に配布して

あります財政健全化審査意見書に掲載をしてございます。 
 （１）の健全化判断比率の状況のとおり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づ

き算定された各比率は、早期健全化基準をそれぞれ下回っております。 
 特に実質公債費比率は昨年度に引き続き前年度を下回っており、今後も町債の発行について

は中長期的な財政計画に基づき行っていただき、引き続き健全な財政運営の維持に努めていた

だきたいと思います。 
 終わりになります。職員一人ひとりが常日ごろそれぞれの担当する業務はもちろんのこと、
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町政全般について創意工夫の努力を重ねていただきまして、町民が安心して住めるまちづくり

の進め、よりよい身延町を築いていただくことを望むものであります。 
 以上であります。ありがとうございました。 

〇議長（河井淳君） 
 以上で、平成２５年度身延町一般会計及び特別会計決算審査及び決算に基づく財政健全化審

査に対する意見書の報告が終わりました。 
 ここで、渡邉代表監査委員は退席となります。 
 渡邉代表監査委員におかれましては大変お忙しい中をご出席いただき厚く御礼申し上げます。 
 議事の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。 
 再開は１０時４０分といたします。 

休憩  午前１０時２５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時４０分 
〇議長（河井淳君） 

 休憩前に引き続き議事を再開いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第６ 議案第６３号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の制定について 
   日程第７ 議案第６４号 身延町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の制定に

ついて 
   日程第８ 議案第６５号 身延町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第６６号 身延町地域情報通信施設条例の一部を改正する条例について 

 以上の４議案は、条例案でありますので一括して議題とします。 
 町長から本案についての提案理由の説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 それでは議案第６３号から議案第６６号について、順を追ってご説明を申し上げます。 
 まず議案第６３号についてであります。 
 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定

についてであります。 
 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の議案

を提出する。 
 平成２６年９月４日 提出 

身延町長 望月仁司 
 提案理由 
 子ども・子育て支援法の制定により特定教育・保育施設の運営に関する基準及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める必要が生じました。 
 これが、この議案を提出する理由でございます。 
 次に議案第６４号 身延町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の制定につ

いてであります。 
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 身延町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の議案を提出する。 
 以下は提出日と提出者は省略をさせていただきます。 
 提案理由 
 子ども・子育て支援法および就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律により、児童福

祉法が改正されたことに伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める必要が生じま

した。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 次に議案第６５号 身延町税条例の一部を改正する条例についてであります。 
 身延町税条例の一部を改正する条例の議案を提出する。 
 提案理由 
 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、身延町税条例の一部を改正する必要が生じた。 
 これが、この議案を提出する理由でございます。 
 次に議案第６６号 身延町地域情報通信施設条例の一部を改正する条例についてであります。 
 身延町地域情報通信施設条例の一部を改正する条例の議案を提出する。 
 提案理由 
 防災行政無線施設デジタル化更新事業により地域情報通信施設における一部施設の運用を停

止したことに伴い、身延町地域情報通信施設条例の一部を改正する必要が生じた。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 以上であります。 
 なお、詳細につきましては担当課長から説明をいたさせますのでよろしくお願いを申し上げ

ます。 
〇議長（河井淳君） 

 次に議案第６３号から議案第６６号までの詳細説明を求めます。 
 議案第６３号および議案第６４号の詳細説明を求めます。 
 佐野子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（佐野昌三君） 
 それでは議案第６３号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定についての詳細説明をいたします。 
 本条例の制定は子ども・子育て支援法の制定により特定教育・保育施設および特定地域型保

育事業の運営に関する基準について、国の基準を踏まえ市町村が条例で基準を定めることとさ

れました。これに伴い、本町では保育所などの施設や家庭的保育事業などの地域型保育事業を

行う事業者が給付金を受ける対象として適格であることの確認をするため、条例を制定するも

のであります。 
 ２ページをお開きください。 
 第１章、総則としまして第１条では趣旨、第２条では定義を規定しております。 
 ３ページをお開きください。 
 第３条では一般原則を規定しております。内容は適切な環境の確保、子どもの立場に立った

保育、関係機関との密接な連携に努めること。従事者に対する研修等を規定しております。 
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 ４ページです。 
 第４条では利用定員を規定しております。 
 保育所、認定子ども園については利用定員を２０人以上とする等の規定であります。 
 第５条から第３４条までは第２節として運営に関する基準の規定であります。 
 ５ページです。 
 第５条では内容および手続きの説明および同意として、利用申込者に対し内容についての重

要事項を文書にて説明し、同意を得ること。 
 第６条では利用申し込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止として、施設は保護者か

ら利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならないなどが規定

されています。 
 ６ページです。 
 第７条では斡旋、調整および要請に対する協力として施設は市町村が行う調整および要請に

対し、できる限り協力しなければならないと規定しております。 
 以下１４ページの第３４条までが運営に関する基準であります。 
 １４ページから１５ページは、第３節として特例施設型給付費に関する基準の規定でありま

す。特例施設型給付費とは１号、２号、３号の利用区分にこのまま認定されたとき、通常の利

用区分では利用できない施設を利用した場合に支払われる施設型給付費のことであり、そのう

ち１号認定の子どもが保育所を利用した場合には特別利用保育といい、条例第３５条がその基

準であります。 
 また２号認定の子どもが幼稚園を利用した場合には特別利用教育といい、第３６条がその基

準であります。 
 １５ページです。 
 第３章では特定地域型保育事業の運営に関する基準であります。 
 第１節、第３７条は利用定員の規定であり同事業のうち家庭的保育事業は５人以下、小規模

保育事業Ａ型、Ｂ型は６人から１９人。Ｃ型は６人から１０人。居宅訪問型は１人とすると規

定しております。 
 なお、小規模保育事業Ｃ型の利用定員には経過措置があり、２３ページの附則第４条のとお

り５年間は６人から１５人以下とすることとなっております。 
 戻っていただきまして、１６ページからは第２節運営に関する基準として、特定地域型保育

事業者のなすべきこと等の規定が第３８条から第４９条まで具体的に規定をしております。 
 なお第５０条は準用規定であり、特定教育保育施設の基準の一部を特定地域型保育事業につ

いて準用する旨の規定であります。 
 ２１ページの第３節、特例地域型保育給付費に関する基準ですが、これは特別利用地域型保

育による給付と特定利用地域型保育による給付を併せていい、このうち特別利用地域型保育は

１号認定の子どもがやむを得ない事由により利用した地域型保育をいい、その基準が第５１条

の規定であります。 
 また特定利用地域型保育は２号認定の子どもがやむを得ない事由により利用した地域型保育

を言い、その基準が２２ページの第５２条の規定であります。 
 附則の第２条は特定保育所に関する特例として、内容を要約いたしますと特定保育所、これ

は認可確認済みの民営の保育所などですが特定保育所が教育保育施設、教育保育の質の向上を
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図る上で特に必要と認められる対価を保護者から受け取るときは、市町村の同意を得ることを

要件とする特例であります。 
 附則第３条は施設型給付費等に関する経過措置の規定であり、附則第４条は小規模保育事業

Ｃ型の利用定員の経過措置で、これは先ほど説明したとおりであります。 
 以上で議案第６３号 身延町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の詳細説明を終わります。 
 続きまして議案第６４号 身延町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の制

定についての詳細説明をいたします。 
 子ども・子育て支援法の施行に伴い児童福祉法が改正され、家庭的保育事業等が新たに市町

村認可事業として設けられることになりました。これは家庭的保育事業等を行う事業者はその

設備や運営に関し、市町村が国の基準を踏まえて定める基準を順守する必要があります。これ

に伴い、身延町では家庭的保育事業等の認可基準を定めるため条例を制定するものです。 
 ２６ページをお開きください。 
 第１章は総則であります。 
 第１条は趣旨、第２条から第４条は最低基準にかかる規定であり、最低基準を超えて設備お

よび運営を向上させること等の規定であります。 
 ２７ページです。 
 第５条は家庭的保育事業者等の一般原則として６項目が規定されております。 
 第６条は保育所等の連携、内容は認定子ども園、幼稚園、保育所等の連携施設を確保して保

育内容の支援や卒園後の受け皿として連携をとること等を内容としております。 
 ２８ページです。 
 第７条は非常災害に対する規定。 
 第８条から第１０条は職員の一般的要件など職員に関する規定です。 
 第１１条から第１３条は利用乳幼児の平等取り扱い原則や虐待の禁止等の規定であります。 
 ２９ページです。 
 第１４条は衛生管理等の規定。 
 第１５条から第１６条は食事に関する基準の規定であります。 
 ３０ページです。 
 第１７条が利用乳幼児と職員の健康診断の実施規定であります。 
 ３１ページです。 
 第１８条は内部で定めておくべき規定について、１１項目にわたり規定しております。 
 第１９条は整備しておくべき帳簿について。 
 第２０条は秘密保持等について。 
 第２１条は苦情への対応を規定しております。 
 ３２ページです。 
 第２章は家庭的保育事業の第２２条、設備の基準から３３ページ、第２６条、保護者との連

絡まで所要の事項を規定しております。 
 ３３ページ。第３章、小規模保育事業、第１節、第２７条、区分として同事業をＡ型、Ｂ型、

Ｃ型に区分しています。この違いは主して保育に携わる職員の資格で区分されておりＡ型には

保育士、Ｂ型には保育従事者、Ｃ型には家庭的保育者を置くこととされております。また利用
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人数はＡ型、Ｂ型が１９人以下。Ｃ型が定員６人から１０人と定められています。 
 第２節ではＡ型について、第２８条、設備の基準から３６ページ、第３０条の準用まで規定

されており、第３節ではＢ型について、第３１条、職員から３７ページ、第３２条、準用まで

の規定がされております。 
 第４節では小規模保育事業、Ｃ型について。第３３条、設備の基準から第３６条、準用まで

規定されています。 
 ３８ページです。 
 第４章、居宅訪問型事業、これはいわゆるベビーシッター型といわれるものですが、第３７条

では対象となる提供保育に規定し、第４１条の準用まで規定をしております。 
 ３９ページです。 
 第５章、事業所内保育事業では第４２条、利用定員の設定から４３ページ、第４８条の準用

までの規定であります。 
 ４４ページからが附則であります。 
 附則第１条が施行期日。 
 附則第２条が食事の提供の経過措置ということですが、内容は現在、自園調理を行っていな

い事業から家庭的保育事業等に移行する場合は、本条例の施行日から５年の間に体制を整える

ことという内容です。 
 附則第３条は連携施設に関する経過措置ということですが、内容は当面は連携施設の確保設

定が困難で、さらなる環境整備が必要と市町村が判断した場合、本条例の施行日から５年の間、

一定措置を講じた上で連携施設の設定を求めないことができるという内容です。 
 附則第４条は、小規模保育事業Ｂ型と小規模事業所内保育事業に保育従事者を置くことが定

められていますが、本条例の施行日から５年間は家庭的保育者および家庭的保育補助者を保育

従事者とみなすことの規定であります。 
 附則第５条は小規模保育事業Ｃ型の利用定員の経過措置規定であります。 
 以上で議案第６４号 身延町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例について

の詳細説明を終わります。 
〇議長（河井淳君） 

 次に議案第６５号の詳細説明を求めます。 
 村野税務課長。 

〇税務課長（村野浩人君） 
 それでは議案第６５号 身延町税条例の一部を改正する条例について、詳細説明をさせてい

ただきます。 
 ４７ページをお開きください。 
 地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、身延町税条例の一部を改正するも

のであります。 
 今回の改正につきましては町民税の納税義務者の規定の整備、所得割の課税標準の規定の整

備、法人税割の税率の改正、軽自動車税の税率の改正、公益法人にかかる町民税の課税の特例

の改正、寄附金税額控除における特例控除額の特例の改正、自動車税の税率の特例の改正、一

般株式等および上場株式等にかかる譲渡所得にかかる個人の住民税の課税の特例の改正、非課

税口座内、上場株式等の譲渡にかかる町民税の所得計算の特例の改正等が行われたものであり
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ます。 
 ４８ページをお開きください。 
 上から２行目、第２３条第２項につきましては法人税法において外国法人の恒久的施設が定

義されたことに伴う規定の整備が行われたものであります。 
 上から９行目、第３３条第５項につきましては、地方税法の改正に伴う号ずれであります。 
 上から１１行目、第３４条の４につきましては、地方法人税の創設に対応して法人税割の標

準税率が引き下げられたことによる改正であります。 
 上から１２行目、第５２条第１項につきましては、法人税法において外国法人にかかる申告

納付制度が規定されたことによる改正であります。 
 上から１４行目、第８２条につきましては軽自動車税の税率の引き上げによる改正でありま

す。 
 下から１４行目、附則第４条の２につきましては、租税特別措置法第４０条に第１１項が追

加されたことに伴う改正であります。 
 下から８行目、附則第７条の４につきましては、地方税法附則第２０条の２が附則第２０条

に繰り上がることによる引用条項の改正であります。 
 下から６行目、附則第１６条につきましては初めて車両番号の指定を受けてから１４年を経

過した三輪以上の軽自動車に対する重課の規定の改正であります。 
 ４９ページをお開きください。 
 上から３行目、附則第１９条および上から５行目の附則第１９条の２につきましては、地方

税法の改正によりまして、適用項のずれによる規定の整備であります。 
 上から８行目、附則第１９条の３につきましては非課税口座内上場株式等の相続、贈与、遺

贈があった場合には、非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとみなす規

定の追加による改正であります。 
 上から１４行目、附則第２２条から附則第２３条までの条文につきましては、東日本大震災

にかかる特例について必ず条例で定めなければならないこととされている事項を除き、条例に

は規定しないこととされたため、削除する改正であります。 
 附則第２４条につきましては附則第２２条から附則第２３条までが削除されることに伴い、

行ずれにより附則第２２条に繰り上げる改正であります。 
 下から１４行目、附則の第１条では施行日についてそれぞれ明記しております。 
 ５０ページをお開きください。 
 上から１行目、第２条では町民税に関する経過措置についてそれぞれ明記しております。 
 第３条では軽自動車税の経過措置について明記しております。 
 下から１１行目、第４条では重課税が適用となるのは平成２８年度以後の年度分の軽自動車

税であることを明記しております。 
 下から５行目、第５条では平成２７年３月３１日までに取得した軽自動車につきましては従

前の税率が適用されることを明記しております。 
 以上で議案第６５号の詳細説明を終わらせていただきます。 
 よろしくご審議をお願いします。 

〇議長（河井淳君） 
 次に議案第６６号の詳細説明を求めます。 
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 遠藤下部支所長。 
〇下部支所長（遠藤庄一君） 

 議案第６６号 身延町地域情報通信施設条例の一部を改正する条例につきまして、詳細説明

をさせていただきます。 
 それでは議案書、５３ページをお開きください。 
 今回のこの条例改正につきましては提案理由にもありますように防災行政無線デジタル化更

新事業により地域情報通信施設における一部施設の運用を停止したことによるものであります。 
 ５４ページをお開きください。 
 身延町地域情報通信施設運営事業は旧下部町時代の下部コミュニケーションテレビ事業によ

り旧下部町内各世帯に設置してありました既存の音声告知機の改修によりまして、条例の一部

を次のように改正するものであります。 
 身延町地域情報通信施設条例の一部を改正する内容につきましては第２条の定義中、第６号

に音声告知機、音声告知およびＦＭ放送を行う施設をいうとありますがこの第６号を削除する。 
 第４条のサービス中、第４号に行政情報および緊急情報の伝達とありますが、この第４号を

削除し第５号を繰り上げ第４号とする。 
 第６条の管理、第２項のただし書きとして、ただし音声告知機については町が所有し加入者

に貸与するものとするとあるため、このただし書きを削除する。 
 第１０条の加入の中止、第３項に加入者は第１項の届け出をしたときは貸与を受けた音声告

知機を町に返還しなければならないとあるため、この第３項を削除する。 
 附則としまして、この条例は公布の日から施行する。 
 以上で議案第６６号の詳細説明を終わります。 
 よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（河井淳君） 
 以上で町長の提案理由と担当課長の詳細説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１０ 議案第６７号 平成２６年度身延町一般会計補正予算（第４号） 
   日程第１１ 議案第６８号 平成２６年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第１２ 議案第６９号 平成２６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第１３ 議案第７０号 平成２６年度身延町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 
   日程第１４ 議案第７１号 平成２６年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第１５ 議案第７２号 平成２６年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号） 
   日程第１６ 議案第７３号 平成２６年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 以上７議案は補正予算案でありますので一括して議題とします。 
 町長から本案について提案理由の説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 それでは、議案第６７号から議案第７３号の７件についてご説明を申し上げます。 
 まず議案第６７号 平成２６年度身延町一般会計補正予算（第４号）についてであります。 
 平成２６年度身延町の一般会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，５４５万１千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９３億４，７０４万４千円とする。 
 ２．歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額、ならびに補正後の歳入歳

出の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 （地方債の補正） 
 第２条、地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 
 平成２６年９月４日 提出 

身延町長 望月仁司 
 次に議案第６８号 平成２６年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

であります。 
 平成２６年度身延町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，２６２万７千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２０億７，６３９万９千円とする。 
 以下は省略をさせていただきます。 
 次に議案第６９号 平成２６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてであ

ります。 
 平成２６年度身延町の介護保険特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３２３万５千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２３億４２万６千円とする。 
 以下は省略をさせていただきます。 
 次に議案第７０号 平成２６年度身延町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてであります。 
 平成２６年度身延町の介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０万５千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ６３４万８千円とする。 
 以下、省略をさせていただきます。 
 次に議案第７１号 平成２６年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について

であります。 
 平成２６年度身延町の簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，４７５万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９億４，４４４万３千円とする。 
 以下、省略をさせていただきます。 
 次に議案第７２号 平成２６年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号）に

ついてであります。 
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 平成２６年度身延町の農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところ

による。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４万８千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２，６８９万７千円とする。 
 以下、省略をさせていただきます。 
 次に議案第７３号 平成２６年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてで

あります。 
 平成２６年度身延町の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５９６万８千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４億５，２３０万６千円とする。 
 以下、省略をさせていただきます。 
 以上であります。 
 なお、詳細につきましては担当課長より説明をさせますのでよろしくご審議の上ご議決くだ

さいますようお願い申し上げます。 
〇議長（河井淳君） 

 次に議案第６７号から第７３号までの詳細説明を求めます。 
 議案第６７号の詳細説明を求めます。 
 笠井財政課長。 

〇財政課長（笠井祥一君） 
 議案第６７号 平成２６年度身延町一般会計補正予算（第４号）について詳細説明をさせて

いただきます。 
 それでは、５ページをお開きください。第２表 地方債補正であります。 
 臨時財政対策債は限度額を３万円計上いたしておりましたが、繰越額の確定に伴い１億円減

額し限度額を２億円といたしました。したがいまして、補正後の限度額総額を１５億６，

３３０万円に変更させていただくものであります。 
 ８ページをお開きください。 
 歳入ですが１４款２項１目民生費国庫補助金に子育て世帯臨時特例給付金事業費交付金

１４７万円を計上いたしました。これは当初見込みよりも対象世帯が多かったための増額であ

ります。 
 ３目土木費国庫補助金に社会資本整備総合交付金３０２万円を計上いたしました。これは株

式会社下部ホテルの耐震診断業務に対する事業費の３分の１が国から交付されるものでありま

す。 
 １５款２項２目１節社会福祉費補助金に１２万円を計上いたしました。これは介助用自動車

購入等助成事業補助金であります。３節児童福祉費補助金に４７万２千円を計上いたしました。

これは病児・病後児保育普及促進事業費補助金であります。 
 ３目衛生費県補助金を５万９千円減額いたしました。これは環境保全活動支援事業費補助金

が確定したことに伴い減額するものであります。 
 ４目農林水産業費県補助金に４３９万１千円を計上いたしました。これは農地台帳システム
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整備費補助金であります。 
 ６目土木費県補助金に１５１万円を計上いたしました。これは土木費国庫補助金で説明いた

しました下部ホテルの耐震診断業務に対する事業費の６分の１が県から交付されるものであり

ます。 
 ３項１目総務費県委託金に７０万９千円を計上いたしました。これは５年に一度行われます

全国消費実態調査に対する委託金であります。 
 ３目教育費県委託金に４４万８千円を計上いたしました。これは教職員の人事給与システム

運用経費に対する委託金であります。 
 １７款１項２目指定寄附金に１００万円を計上いたしました。これは福祉教育学校等就学奨

励基金への指定寄附金であります。 
 １８款１項５目福祉教育学校等就学奨励基金繰入金に１８万円を計上いたしました。これは

身延町福祉教育学校等就学奨励基金条例施行規則に基づき、基金を処分して１人当たり３万円

の奨励金を６名に対して支給するための繰り入れであります。 
 ９ページをご覧ください。 
 １９款１項１目繰越金に１億４，１７７万９千円を計上いたしました。前年度からの繰越金

であります。 
 ２０款４項１目雑入に４１万１千円を計上いたしました。２月の雪害によります総合文化会

館屋根修繕等にかかります公有建物災害共済金３８万１千円。幼児歯科検診の際のフッ素塗布

負担金３万円であります。 
 ２１款１項６目臨時財政対策債を１億円の減額といたしました。第２表 地方債補正でご説

明しましたとおり繰越額の確定に伴う減額であります。 
 次に歳出ですが１０ページをお開きください。 
 ２款１項２目文書広報費、１９節の３５万６千円は有線放送施設整備費補助金であります。

伊沼区が４万２千円。相又区が３１万４千円で事業費の２分の１の補助率であります。 
 ４目企画費、１９節の１３８万円は本年度から身延まつりを町主催で実施することとなり、

予算につきましては企画費へ一括計上することとなったための補正であります。 
 ２項１目税務総務費、２３節の１００万円は法人税および固定資産税にかかる還付金の増額

であります。 
 ５項２目指定統計調査費の７０万９千円は５年に一度の全国消費実態調査が実施されるため、

１節、１１節、１２節にそれぞれ関係予算を計上したものであります。 
 ３款１項１目社会福祉総務費、２８節の１，８８４万３千円の減額は国民健康保険特別会計

の繰越金等が確定したことに伴い、法定外繰出金を減額するものであります。 
 ３目高齢者福祉費、１１節の１０万６千円は飯富高齢者介護予防センターの敷地内のアス

ファルト舗装修繕であります。 
 １１ページをご覧ください。 
 ５目障害福祉費、１９節の２４万円は助手席昇降シート付きの介助用自動車購入に対する補

助金であります。県と町が２分の１ずつ補助するものです。 
 ２項１目児童福祉総務費、１３節の１３５万７千円は病児・病後児保育業務を飯富病院へ委

託するための経費であります。 
 ２３節７万７千円は、養育医療国庫負担金精算に伴う返還金であります。 
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 ２目児童措置費、２３節の１７万円は児童手当交付金精算に伴う返還金であります。 
 ８目民間保育所費、２３節の９４万９千円は保育所運営費の国・県負担金の精算に伴う返還

金であります。 
 ９目子育て世帯臨時特例給付金事業費、１９節の１４７万円は給付対象となる世帯数が当初

見込みよりも多かったため、増額するものであります。全額、国からの補助金で措置されます。 
 １２ページをお開きください。 
 ４款１項１目保健総務費、１９節の２８万円の減額は身延まつりの予算を企画費に一括計上

することによる減額であります。 
 ２目予防費の５８６万２千円は予防接種法の改正により本年１０月より１歳から２歳の幼児

の水痘ワクチンが定期予防接種となったこと。また成人用肺炎球菌ワクチンが６５歳以上の希

望者に接種することとなったため、１１節、１２節、１３節にそれぞれ関係予算を計上したも

のであります。 
 ３目母子保健費の３万円の財源組み替えは、幼児歯科健診の際のフッ素塗布負担金の３万円

を予算計上したことによる財源の組み替えであります。 
 ５目環境衛生費、１６節の３３万７千円はゴミ収集所設置事業原材料費支給規定により支給

するもので、地区からの申請に基づき不足額を増額するものであります。１８節の１５万２千

円は、捕獲しました犬にマイクロチップが埋め込まれている場合に飼い主の氏名、住所等、情

報を読み取りますスティックリーダーを購入するものであります。 
 ３項１目簡易水道運営費、１９節の４９万５千円は梨子小規模簡易水道組合、平須小規模簡

易水道組合の漏水修繕等に対する７０％の補助であります。２８節の１，２３２万９千円は簡

易水道事業特別会計への繰り出しであります。 
 ２目簡易給水施設運営費、１１節の１２万３千円は釜額簡易給水施設滅菌器修繕であります。 
 １３ページをご覧ください。 
 ６款１項１目農業委員会費、１３節の４３９万２千円は農地の利用状況を把握し重機や課税

台帳と照合などが可能となる農地台帳システムの整備事業委託を行うものであります。 
 ３目農業振興費、１節の９万５千円は猟友会員等によります鳥獣被害対策実施隊を組織し鳥

獣害の駆除や檻の点検等を行ってもらうための報酬であります。１１節の５０万４千円は道の

駅下部の冷凍機ユニットクーラー取り替え修繕であります。 
 １９節に４５万６千円を計上いたしました。これは関東農政局主催研修会負担金２名分によ

りまして研修負担金が６万円の増額。農地・水保全管理支払交付金事業負担金が多面的機能支

払交付金事業負担金に事業名変更と事業の追加により、その他負担金が２４万４千円の増額。

鳥獣防除施設資機材補助金５０万円。宮木改田組合に対する農林水産業振興事業補助金３５万

２千円。産業まつり補助金７０万円の減額等で補助金が１５万２千円の増額となっております。 
 ４目農業土木費、１３節の１００万円は中山間地域総合整備事業、圃場整備事業にかかる換

地計画概要書作成業務委託料であります。１６節３０万円は農道用排水路補修用原材料費の増

額であります。 
 ２項３目林業土木費、１４節の３００万円は林道等埋塞土除去に伴います重機等借上料の増

額であります。１５節の４６０万円は小規模治山相又流路改良工事および小規模治山相又流末

水路改良工事の増額であります。 
 １４ページをお開きください。 
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 ７款１項１目商工振興費、１１節の８３万円は下部温泉会館の浴槽タイルおよび脱衣所床の

修繕費であります。 
 ８款１項１目土木総務費、１１節の２５万円は消耗品費の増額であります。 
 ２款１目道路橋梁維持費、１１節の５３０万円は新宇野尾トンネル電気料３０万円と各区か

らの要望に基づきます町道等修繕費５００万円であります。１４節の７５万円は重機等借り上

げ料の増額であります。１６節の１００万円は生コンクリート等の道路補修用資材の増額であ

ります。 
 ２目道路新設改良費、１５節の１４０万円は町道山門奥之院線に防護柵を設置するための増

額であります。 
 ５項１目住宅管理費、１９節の６０４万円は建設物の耐震改修の促進に関する法律の改正が

行われ、病院、店舗、旅館等、不特定多数の方が利用する建物の耐震診断の義務付けがされま

した。これにより本町では下部ホテルが該当するため事業費の６分の２が国から、６分の１が

県から補助され、町が６分の１を上乗せして補助金を交付するものです。下部ホテルは６分の

１を負担し、残りの６分の１は国から下部ホテルに直接交付されます。 
 １５ページをご覧ください。 
 ６項１目下水道総務費、２８節の６１１万６千円は下水道事業特別会計、農業集落排水事業

特別会計への繰出金を増額するものであります。 
 ９款１項１目非常備消防費、１９節の７４万４千円は下部第２分団、久那土地区の中継槽購

入に対する補助金ほかであります。 
 １０款１項１目教育委員会費、８節の１８万円は身延町福祉教育学校等就学奨励基金条例施

行規則第３条の規定により支給するもので１人３万円で６人分の計上であります。 
 ２項１目学校管理費、１１節の５０万８千円は下山小、身延小、大河内小の遊具安全対策に

かかる修繕費であります。１４節の５５万円は各小学校の教職員人事給与パソコンのリース料

であります。 
 ２目久那土小学校管理費、１１節の７６万２千円は久那土小学校の校内電話設備の修繕費で

あります。 
 ３項１目学校管理費、１４節の５５万円は各中学校の教職員人事給与パソコンのリース料で

あります。 
 ３目下部中学校管理費、１１節の７２万１千円は下部中学校の水道受水槽の老朽化による修

繕費および汚水槽原水ポンプ取り替え修繕であります。 
 １６ページをお開きください。 
 ４目中富中学校管理費、１１節の１１万７千円は甲南グラウンドに設置してあります部室の

シャッター修繕であります。 
 ６目教育振興費、１９節の１８４万５千円は身延中学校の柔道部が全国大会および関東大会

へ、野球部が関東大会へ参加することとなったため、選手派遣費補助金を増額するものであり

ます。 
 ４項２目公民館費、１１節の９４万８千円は消耗品費として古関分館の屋内消火栓ホースお

よび消火器交換に２２万円。修繕費として下山分館のテレビ受信設備設置および西嶋分館の

フェンス修繕に７２万８千円であります。 
 １３節の２１０万６千円は下山分館建設用地調査測量業務および旧北小跡地排水路測量設計
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業務の委託料であります。 
 １４節の３万５千円の減額。 
 １９節のその他負担金１０万３千円の減額はＣＡＴＶ使用料等の減額であります。 
 １９節の補助金７万３千円は横光集落公民館の雨樋改修に対する補助金であります。 
 ５項１目文化財保護費、１２節の２１万２千円は旧豊岡小学校内に収蔵してあります民具等

に破損や虫食いが著しく資料的価値の乏しいものがあるため、それらを処分する経費等であり

ます。 
 ４目総合文化会館管理費、１１節の８６万５千円は屋内用消火ポンプ、呼び水槽交換修繕、

雪害によります屋根および雪止め修繕等、施設設備の修繕費であります。 
 １７ページをご覧ください。 
 １３款１項１３目福祉教育学校等就学奨励基金費、２５節の１００万円は指定寄附金として

ご寄附いただきました金額を今回、積み立てるものであります。 
 以上、議案第６７号の詳細説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（河井淳君） 
 次に議案第６８号の詳細説明を求めます。 
 遠藤町民課長。 

〇町民課長（遠藤基君） 
 議案第６８号 身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、詳細説明をさせ

ていただきます。 
 ６ページをお開きください。歳入から説明させていただきます。 
 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税、３節介護納付金分現年課税分は２２３万９千円

減額するものです。これは介護保険の第２号被保険者が本算定において前年度より１０３世帯、

１４２人減少したことによるものです。 
 ２目退職被保険者等国民健康保険税、３節介護納付金分現年課税分は１０７万４千円減額す

るものです。これも介護保険の第２号被保険者が本算定において前年度より２５世帯、２２人

減少したことによるものです。 
 ４款１項２目療養給付費等負担金は２８１万１千円増額するものです。これは国からの平成

２６年度交付決定によるものです。 
 ６款１項１目前期高齢者交付金は７１３万９千円の減額です。これは社会保険診療報酬支払

基金からの平成２６年度交付決定によるものです。 
 １０款１項１目一般会計繰入金、６節その他一般会計繰入金は１，８８４万３千円の減額で

す。これは当初予算において一般会計からの借り入れをして予算編成をいたしましたが、平成

２５年度決算において繰越金が確定したことに伴うもので、借り入れをなくしての予算とする

ものです。 
 １１款１項１目療養給付費交付金繰越金は２，１１４万６千円の増額です。これは平成２５年

度決算に伴う療養給付費等負担金の超過交付分として予算計上するものです。 
 ２目その他繰越金は６，７９６万５千円増額するもので、内容は平成２５年度決算に伴う繰

越金です。 
 ７ページをお開きください。歳出を説明させていただきます。 
 ２款１項１目一般被保険者療養給付費は、財源の組み替えで国庫支出金４２５万３千円を増

 ３３



額して、その他４２５万３千円の減額をするものです。内容は歳入の療養給付費等負担金の増

額によるものと前期高齢者交付金の減額による財源の調整です。 
 ３目一般被保険者療養費についても財源組み替えで国庫支出金９万７千円を増額して、その

他９万７千円を減額するものです。内容は先の１目一般被保険者療養給付費と同じです。 
 ２項１目一般被保険者高齢療養費についても財源組み替えで、国庫支出金５３万７千円増額

して、その他５３万７千円を減額するもので、内容は先の１項１目一般被保険者療養給付費、

３目一般被保険者療養費と同じです。 
 ３款１項１目後期高齢者支援金は５８９万１千円を減額するものです。これは社会保険診療

報酬支払基金からの平成２６年度支援金納付決定通知によるものです。 
 ６款１項１目介護納付金２６２万８千円を減額するものです。内容は先の３款１項１目後期

高齢者支援金と同様に社会保険診療報酬支払基金からの平成２６年度支援金納付決定通知によ

るものです。また財源組み替えとして、その他１３８万１千円増額して一般財源１３８万１千

円を減額するものです。これは歳入、国民保険税、介護納付金分の減少による財源調整となり

ます。 
 ８ページをお開きください。 
 ９款１項３目償還金は２，１１４万６千円を増額するものです。内容は平成２５年度療養給

付費等負担金の交付決定に伴い返還金が生じたためです。 
 １０款１項１目予備費は平成２５年度決算において繰越金が合計で１億５，０９７万５，

１２２円となりましたので、今回の補正予算としてそれぞれ見込まれる額について計上させて

いただくとともに５千万円を今後の医療費増加対策として予備費に計上いたしました。 
 以上で身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について詳細説明を終わらせていた

だきます。よろしくご審議をお願いいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 次に議案第６９号および議案第７０号の詳細説明を求めます。 
 穂坂福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（穂坂桂吾君） 
 それでは議案第６９号 平成２６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

説明をいたします。 
 ６ページをお開きください。まず歳入から説明いたします。 
 ９款１項１目繰越金１，３２３万５千円は歳出補正予算の国庫支出金等償還金の財源として

計上しました。 
 ７ページをご覧ください。歳出について説明いたします。 
 ７款１項３目国庫支出金等償還金、２３節償還金利子及び割引料の１，３２３万５千円です

が、平成２５年度の保険給付費等の実績額確定に伴い、その財源として平成２５年度中に受け

入れ済みの国庫支出金等に超過交付が生じたため、これを返還するためのものです。 
 その内訳につきましては、保険給付費に対するものとして１，０７０万４，２８０円、地域

支援事業に対するものとして２５３万７３３円となっております。 
 議案第６９号についての説明は以上です。 
 続きまして議案第７０号 平成２６年度身延町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について説明をいたします。 
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 ６ページをお開きください。まず歳入から説明いたします。 
 ３款１項１目繰越金２０万５千円については歳出補正予算の財源として計上いたしました。 
 次に歳出について説明いたします。７ページをご覧ください。 
 １款１項１目介護予防サービス計画事業費、１３節委託料の２０万５千円の増額につきまし

ては介護予防サービス計画の作成等に関わる業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する

ものです。当初予算においては年間１２件の委託を見込んでおりましたが、今年度のこれまで

の実績および今後を見通す中で委託件数の増加が見込まれるため、増額補正をお願いするもの

です。 
 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（河井淳君） 
 次に議案第７１号の詳細説明を求めます。 
 望月水道課長。 

〇水道課長（望月真人君） 
 それでは議案第７１号 平成２６年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて説明をさせていただきます。 
 それでは歳入から説明をさせていただきます。予算書６ページをお願いいたします。 
 ２款１項１目簡易水道負担金、１節加入者負担金につきましては県営中山間地域総合整備事

業に関わる水道管移設工事受託工事負担金であり、１，１５５万円を増額補正するものであり

ます。内容につきましては、歳出の工事請負費で説明いたします。 
 ５款１項１目簡易水道一般会計繰入金、２節公債費繰入金につきましては公債費元金に充当

するものであり１，２３２万９千円の増額補正であります。 
 ６款１項１目繰越金、１節繰越金８７万１千円の増額補正につきましては、平成２５年度の

繰越金であります。 
 次に歳出について説明させていただきます。予算書７ページをお願いします。 
 １款１項１目簡易水道管理費、１１節需用費１千万円の増額補正でございます。年々施設の

老朽化が進み、施設点検の結果、主に機械電気設備の修繕費が見込まれるためでございます。 
 １５節工事請負費につきましては１，１５５万円の増額補正であります。歳入でもご説明し

ましたが、県営中山間地域総合農地防災事業によります梅平地内の水路トンネル整備工事に関

わる送配水管移設工事費および市之瀬地内農道７号改良に係る配水管移設工事費であります。 
 ２３節償還金利子及び割引料につきましては、過年度還付金１０万円の増額補正であります。 
 ２７節公課費につきましては３１０万円の増額補正であります。平成２５年度分消費税の確

定申告により生じた不足額の計上でございます。 
 ３款１項１目元金につきましては、財源組み替えでございます。 
 １款１目簡易水道管理費、増額補正に伴い元金返済に充当を予定していました一般財源１，

２３２万９千円の減に伴う財源組み替えでございます。 
 以上、議案第７１号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（河井淳君） 
 次に議案第７２号および議案第７３号の詳細説明を求めます。 
 深沢環境下水道課長。 
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〇環境下水道課長（深沢香君） 
 議案第７２号 平成２６年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号）につい

て詳細説明をさせていただきます。 
 それでは歳入から説明をさせていただきます。６ページをお開きください。 
 ２款１項１目農業集落排水事業繰入金１４万８千円につきましては、上之平浄化センターの

スクリーン用のモーターの修繕費分として維持管理費に充てるための追加補正であります。 
 次に歳出の説明をさせていただきます。７ページをお開きください。 
 １款１項１目上之平地区維持管理費、１１節需用費１４万８千円につきましては、上之平浄

化センターへ流入したゴミを取り除くスクリーン用のモーターが老朽化によりオイル漏れが続

きまして早めの交換をさせていただきましたための修繕費の追加補正でございます。 
 次に議案第７３号をご説明いたしますのでお願いいたします。 
 続きまして議案第７３号 平成２６年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて詳細説明をさせていただきます。 
 歳入から説明をさせていただきます。６ページをお開きください。 
 ３款１項１目中富下水道事業一般会計繰入金４３８万２千円。これにつきましては、平成

２５年度分下水道事業にかかる消費税納付金に伴う追加補正であります。 
 ３目角打・丸滝下水道事業一般会計繰入金１５８万６千円。これにつきましては、角打丸滝

浄化センターへの流入したゴミを取り除くスクリーンユニット、これの一式が老朽化により壊

れましたので５月末に修繕をさせていただきました。これらの修繕費を維持管理費に充当する

ための追加補正であります。 
 次に歳出の説明をさせていただきます。７ページをご覧ください。 
 １款２項１目中富下水道事業管理費、下水道事業維持管理費、２７節公課費４３８万２千円

の追加につきましては平成２５年度の決算に伴い消費税額について税務署と事前相談を行い、

おおむね平成２５年度分の消費税納付額が１，３６４万２千円の見込みとなりました。当初予

算に９２６万円を計上しておりますので、不足額の４３８万２千円を追加補正するものであり

ます。 
 ３目角打・丸滝下水道事業維持管理費、１１節修繕費１５８万６千円の追加につきましては

歳入で説明いたしました角打・丸滝処理場のスクリーンユニット一式の修繕費でございます。 
 ３項１目中富下水道事業元金につきましては消費税納付金に使用料を充当するため、これに

伴う財源補正組み替えでございます。 
 以上で７２号、７３号の詳細説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいた

します。 
〇議長（河井淳君） 

 以上で町長の提案理由と担当課長の詳細説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１７ 同意第１号 身延町公平委員会委員の選任について 

 町長から本案について提案理由の説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 同意第１号について、ご説明を申し上げます。 
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 身延町公平委員会委員の選任についてであります。 
 身延町公平委員会委員に下記の者を選任することについて、議会の同意を求めるものでござ

います。 
記 

 住  所 山梨県南巨摩郡身延町切石４４９番地 
 氏  名 渡辺芳彦 
 生年月日 昭和２２年１２月１６日 
 平成２６年９月４日 提出 

身延町長 望月仁司 
 提案理由 
 平成２６年１１月１８日に委員の任期が満了するのでその後任委員を選任する必要が生じた。 
 ついては委員の選任にあたり、地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同意が必

要であります。 
 これがこの議案を提出する理由であります。 
 よろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願いを申し上げます。 

〇議長（河井淳君） 
 以上で提案理由の説明が終わりました。 
 なお、本案については詳細説明を省略します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１８ 請願第４号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願

書についてを議題とします。 
 紹介議員の説明を求めます。 
 深澤勝君。 

〇１番議員（深澤勝君） 
 請願第４号につきましては、配布されております請願文書表に基づきご説明申し上げます。 
 受理年月日は平成２６年８月１日であります。 
 件名ですが３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願であります。 
 請願者住所氏名ですが、山梨県南巨摩郡身延町角打２０６６番地１、身延町ＰＴＡ協議会会

長 市川正文ほか３団体でございます。 
 紹介議員は身延町議会議員 芦澤健拓氏と私、深澤勝でございます。 
 請願の趣旨でありますが、そこに記載してありますとおり例年同じ文面でありますので細部

について説明を省略いたします。 
 どうかご理解をいただきまして、意見書の提出に向けよろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 
 以上でございます。 

〇議長（河井淳君） 
 以上で説明を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１９ 請願第５号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める請願書についてを議題としま

す。 
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 紹介議員の説明を求めます。 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 請願第５号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める請願書 
 請願者住所氏名 山梨県甲府市大里町４２２５－１、コアタウン６号。一般社団法人 山梨

県聴覚障害者協会理事長 小椋武夫。 
 紹介議員は芦澤健拓議員と私、渡辺文子です。 
 手話とは日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の言語や文法体

系を持つ言語です。手話を使うろう者にとって聞こえる人たちの音声言語と同様に大切な情報

獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。 
 しかし今まで長い間、ろう学校では手話は禁止され、授業だけでなくろう児同士が手話で話

すことも禁じられていました。発音し、口の形を読み取ることで話をする口語法教育が行われ

てきました。 
 ろう児は補聴器等を使用しても通常の話し声を理解することが困難で、話す口の形だけを見

て、話を理解することも非常に難しいのです。そのため先生の話すら内容がよく分からない。

先生やろう児との自由なコミュニケーションが妨げられるなど学力や豊かな人間性、社会性の

発達にも重大な影響がありました。手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、

聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学べ自由に手話が使え、さらには手話を言語とし

て普及・研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要だと考

え手話言語法（仮称）の制定を求めるものです。 
 本請願を採択していただけますようお願いいたします。 

〇議長（河井淳君） 
 以上で説明を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２０ 請願第６号 消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願についてを議題と

します。 
 紹介議員の説明を求めます。 
 渡辺文子君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 請願第６号 消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願 
 請願者住所氏名 山梨県甲府市上今井１４１４－２、山梨県民商会館気付。消費税廃止山梨

県各界連絡会代表 雨宮富美雄。 
 紹介議員、私、渡辺文子です。 
 この４月１日から消費税が５％から８％に引き上げられ、多くの町民はアベノミクスの恩恵

どころか長引く不況に加え物価上昇、収入減、社会保障削減の三重苦を強いられています。地

域経済を支える中小企業の倒産・廃業もあとをたたない状況です。 
 内閣府が発表した４月から６月期の国内総生産、ＧＤＰ速報には衝撃的な数字が並びました。

家計消費は戦後最大級の落ち込みとなりました。実質ＧＤＰは前期比でマイナス６．８％。東

日本大震災のときの６．９％減に匹敵する落ち込みです。ＧＤＰは国内の経済活動の大きさを

金額で示します。それが減るということは、それだけ経済活動が縮小するということです。特
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にＧＤＰの６割を占める家計消費は実質１９．２％も減少しました。家計消費が大幅に減少し

たことがＧＤＰ全体を大きく押し下げました。消費税１０％への増税の中止こそ国民の暮らし

を立て直す最優先の課題です。本請願を採択していただけますようお願いをいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 以上で説明を終わります。 
 なお請願第４号、請願第５号および請願第６号については総務産業建設常任委員会および教

育厚生常任委員会に付託する予定になっております。 
 以上で本日の日程はすべて終了しました。 
 これをもちまして、本日は散会といたします。 
 ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（中村京子君） 
 それでは最後に相互にあいさつを交わし、終わります。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
 お疲れさまでした。 

散会 午後１２時１０分 
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 １番  深 澤   勝        ２番  赤 池   朗 
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１３番  野 島 俊 博       １４番  河 井   淳 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（２１人） 
町       長 望 月 仁 司 総 務 課 長 樋 川  信 
会 計 管 理 者 笠 井 喜 孝 財 政 課 長 笠 井 祥 一 
政 策 室 長 佐 野 文 昭 町 民 課 長 遠 藤  基 
税 務 課 長 村 野 浩 人 身 延 支 所 長 藤 田 政 士 
下 部 支 所 長 遠 藤 庄 一 教 育 委 員 長 望 月 忠 男 
教 育 長 鈴 木 高 吉 学 校 教 育 課 長 渡 辺 明 彦 
生 涯 学 習 課 長 高 野 博 邦 福 祉 保 健 課 長 穂 坂 桂 吾 
子育て支援課長 佐 野 昌 三 建 設 課 長 竹ノ内 強 
産 業 課 長 千頭和勝彦 土 地 対 策 課 長 佐 野 勇 夫 
観 光 課 長 柿 島 利 巳 環境下水道課長 深 沢  香 
水 道 課 長 望 月 真 人 

 
 

５．職務のため議場に出席した者の職氏名（２人） 
 

議会事務局長 中 村 京 子 
録 音 係 佐 野 和 紀 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（中村京子君） 

 おはようございます。 
 相互にあいさつを交わし、始めたいと思います。 
 ご起立願います。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（河井淳君） 
 本日は大変ご苦労さまです。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第２号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 諸般の報告。 

 一般質問に先立ちまして、諸般の報告をします。 
 本日の説明員として、地方自治法第１２１条の規定に基づき出席通知のありました者の職氏

名につきましては一覧表としてお手元に配布したとおりです。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告書は６名であります。 
 これから通告順に一般質問を行います。 
 それでは通告の１番、野島俊博君の一般質問を行います。 
 野島俊博君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 野島俊博君。 

〇１３番議員（野島俊博君） 
 通告に従いまして、一般質問を行います。 
 質問に先立ち、まず私の考えを先に申し上げたいと思います。 
 さて平成１８年、今から８年前の３月定例議会、一般質問において、まず私たちの先輩議員

でありますけども、お一人目の議員の質問のやりとりの内容は適正規模の学校再編計画、適正

規模の論議を急げと問い質しています。答弁は学校規模、学校の適正配置検討を進めると答え

ています。またもう１人の議員の質問は学校の統合再編成、学区の再編成計画を早い時期に立

てるべきではと問い質し、答弁として１８年度の重点項目にも掲げてある小中学校適正配置審

議会の設置も検討を始めていると答えています。８年前に先を見つめ、子どもたちの教育に危

機感を持った先輩議員がいたことは、これは事実のことでございます。 
 ここまでは議会広報でのやりとりでございますけども、もう少し会議録の中身を見ますと

１人目の議員の質問内容は現在、少子化が著しく進行している。１８年度、本町全小学校の入

学予定数は１０３名と聞いている。また最も少ない小学校で３名という学校もあると聞いてい

る。ここにきて学校編成基準で単式学級を維持できない学校もやむを得ない状況が考えられる。

これを踏まえ小中学生をより充実した教育環境の中で教育することを基本に学級規模、学校規
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模、校舎の老朽化を意識しながら配置の適正化計画を策定し、町民に示す必要があると考える

がいかがか、そういうふうに質問しています。 
 そして教育長の答弁は小中学校の小規模化はますます拍車がかかり、学校運営や教育活動な

どさまざまな課題を生じさせるものと推測される。このため小中学校の適正規模・適正配置を

確立すべきと考え現行の学校を再編成し、具体的にどのように学校適正配置等を図るべきか検

討の必要があると考えていると答弁しております。そしてできるだけ早い時期に検討していき

たいと答弁しております。 
 それを受けて議員はすでに複式が発生している教室があるように思う。だから検討している

余地はない。複式学級、単式学級の基準はあるがこの件についての教育委員長の見解を聞くと

ありました。 
 ２人目の議員の会議録による質問内容は、出生の減少の中で児童生徒の減少が大きな問題の

１つである。児童生徒の減少は今後の学校経営、また人づくりに大きな影を落としているといっ

ても過言ではなく、将来を見据えて学区の再編も入れて早い段階で学校の統合計画を含めた策

定が必要だと考えているがどうかと問い質しております。 
 そして答弁といたしまして、学校教育課長は合併協定書の中の５２番目の項目に小中学校の

適正配置については児童生徒数の動向を踏まえ検討するという項目がある。教育委員長の教育

方針で述べたように、平成１８年度の重点項目として学校の適正配置について検討を掲げてい

るが、教育委員会ではこれら児童生徒の動向を踏まえ身延町立小中学校適正配置審議会という

ような組織の案をつくり、教育委員会内部で検討を始めているとし、これをいつ公にして町民

の協力を得て教育効果の上がる環境を整えるかどうかということを課題として捉えていると答

弁しています。 
 そしてさらにこのままいくと複式が始まる。中学校に至っては非常に生徒が少なくなる。特

にクラブ活動の状況は今どうなっているのか。例えば１校１クラブしかなく、生徒の中からは

非常に不満があるのではないかと質問しております。 
 学校教育課長の答弁といたしまして、一番生徒数が少ない学校においては男子生徒を対象に

した部が１つ。それから一番大きな学校については男女を含めて、合わせて７つの部があると

いうことである。さらに質問しているのが、その内容は子どもたちの中からＡの学校に行きた

いけど、そこには部がないよと。よって、こちらに行きたいということもきっと出てくると思

う。このことから子どもたちの学校通学の中で、学校で学ぶことについて不満が出てきている

のではないか、非常に深刻だという感じが学校間の中で出ているのではないかという感じがす

ると言っております。ぜひ早い段階の中で策定してほしいと願っているとしております。 
 そして経過として平成１９年３月１９日、身延町議会３月定例会において身延町立小中学校

適正配置審議会条例可決。平成１９年５月２５日、身延町立小中学校適正配置審議会委員委嘱

および第１回審議会。諮問。平成２０年７月１４日、第９回審議会を開催し同年８月５日に第

１０回審議会結審。同年８月２２日に答申の経過でございます。 
 私はこれを重く受け止め現状の社会情勢を加味し、子どもをどのように育てればよいか、こ

れまでの子育てから社会人としての経験、またそこから得たものを取り込み、自分の考えを述

べたものが皆さまのお手元にある、要旨に掲げてあるとおりでございます。 
 ここから質問の内容に移ります。 
 では目指す学校像、地域が学校に望むことは。これまで学校は教育目標をはじめ学校経営方
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針などの目標や目当てに対して達成度の評価が十分であったか否か。今でこそ計画・実施・評

価・改善のプロセスは民間企業だけではなく、経営理念が強く求められている公立小学校にお

いても大変重要になってきております。 
 これからの身延町の学校は少子高齢化などの時代の変化にも目を配り、最も成長・発達の顕

著な小学生時代をより意義あるものにするために、民間的な発想の変化に合った柔軟な教育実

践に努めなければならないと考えます。 
 その内容は基礎・基本の確実な定着により確かな学力を身に付ける学校、児童生徒、保護者、

地域が共につくる特色ある学校、教師が自ら学び自ら考える学校等々。では目指す児童生徒像

はと言いますと、子どもたちはいつの時代にも変わらぬ純真さを持ちながら将来に向けた豊か

な可能性を秘めています。未来に大きな夢や希望を持ちつつ決断力に富み、物事に思い切って

取り組み、自らの人生や新しい社会を切り開き、目標を実現するたくましい力を持つ人間とし

て成長が望まれると考えております。 
 次に目指す教師像、望まれる教師像については私の考えは小学生、中学生時代に出会う教師

はそれぞれの児童生徒の一生を左右するほど、その影響力は大きいと思います。そのため教師

の人間的魅力とともに、その使命を意識し児童生徒が将来に向け大きな夢を描けるよう、一人

ひとりの多様な能力や個性を育てつつ、さらに情熱を持って教育指導を行う教師が求められる

のではないかと私は思います。ということで私の考えを申し上げました。 
 ここで質問いたします。 
 質問１．小中学校統廃合により目指す学校像、児童生徒像、教師像をどのように考えている

のか、回答をお願いいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 小中学校の統廃合によりまして目指す学校像、あるいは児童生徒像、教師像はどのようなも

のであるべきかというご質問でありますので、お答えをしたいと思います。 
 統合によりまして目指す学校像につきましては過不足のない人数、一定の児童生徒数によっ

て上級生、同級生、あるいは上級生、下級生で構成され、児童生徒自らが能動的に学習に取り

組むことや、学校という集団でより社会性を身に付けることができる、そういう学校だと思い

ます。この学校の設置理念を踏まえまして、児童生徒にあっては生きる力を涵養していかなけ

ればなりません。生きる力とは生き抜くということではありません。社会という集団の一員と

して自覚する自分自身で学び、さらに他者と共存、共に生きていくこと、そういう力であると

言ってもいいと思います。 
 前の東京大学大学院の教授であります佐藤学先生は、学びの共同体ということをおっしゃっ

ています。この学びの共同体というのは、学習指導が単に競争とか、あるいは比較とか差をつ

けることではなくて、異なる個性、個人が共に同じ目標を持って高めあう集団、そういうこと

だと思います。 
 初等教育は中等教育、高等教育、あるいは生涯学習が続いていく一番前の段階であります。

教師とても教育全体の中では本当に一部を担っているに過ぎません。しかしながら統合により

まして、一定の児童生徒数を確保することで教育効果の高い環境が整備されることになると思

います。教師は統合を機に、これまで以上に児童生徒に学びのきっかけを教えるとともに、集
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団の中の一員であることを自覚させるような、そういうことに対して、個々の児童生徒に対し

て一定の責任を持つものでなければならないとそういうふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 野島君。 

〇１３番議員（野島俊博君） 
 いろいろな意見がございます。そのとおりだと思いますけども、ぜひ私の考えも今後検討し

ていただいてよりよい学校、児童生徒に向けてまい進していただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 
 私たちを取り巻く社会環境は非常に厳しいものがございます。そのような中においても企業

や官公庁、病院、学校などすべての社会的組織で働く人々はまず先輩から教えられ、育てられ

て一人前となります。そして次には人を育てる側にまわります。人を育てるとは先輩から受け

た自分のプラスを今度は自分が後輩に対して返すことであると考えます。これによって組織は

永遠に生命を保って発展するんだと考えます。この意味で人を育てることはすべての人々に共

通な、大変重要な課題であると思います。 
 このあと質問いたしますが、こういうように考えていきますと生涯学習の大変重要な部分が

見えてくるのではないかと思います。 
 次に移ります。 
 教育委員会は平成２０年８月２２日に身延町小中学校適正配置審議会から適正配置・適正規

模にかかる答申をいただき、まず前期計画において平成２４年４月１日まで３件、各２校の組

み合わせの学校統合を実施したとございます。後期統合計画ではこれらの経緯を踏まえた上で

１中３小を適としたことが記された平成２３年９月１６日の身延町議会の意見書や、平成

２３年１２月に小学生と未就学児童の保護者を対象に行ったアンケート調査などを考慮し、約

１年の審議を経て策定されましたとしております。さらには当該計画の全文を全戸に事前配布

し、平成２５年５月から６月の２カ月間にわたる２２回の説明会には、延べ８９４人に出席を

いただいたということです。さらには教育委員会は説明会での保護者、町民各位の意見を検討

した結果、学校統合はやむを得ない選択であると結論し、平成２５年７月３０日付けで再度見

解として町内に意見周知をしてございます。 
 一方、各保護者会には平成２５年１０月８日に学校統合の日程等を説明する中で、後期統合

計画に対する同意書、また不同意書を平成２６年５月末までに提出を依頼。この間には保護者

会から通算９回の照会文書があり、対する教育委員会の回答文書は約８０項目、全３１ページ

に及んだとしております。 
 私も２２回の説明会のうち２１回、出席をさせていただきました。地域の、また保護者の皆

さんの学校、地域への思いと子どもさんへの愛情をひしひしと感じたところでございますが、

ここで質問をいたします。 
 保護者や地域住民からの意見をどのように統廃合に反映させようとしているのか、回答をよ

ろしくお願いいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
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〇教育長（鈴木高吉君） 
 お答えをいたします。 
 まず教育委員会はそもそも、この学校統合を児童生徒や地域にとって最善であると、こうい

う説明はしていません。大手、３つの予備校の１つが少子化など社会情勢の変化を理由に施設

を大規模に縮小するというニュースが最近ありました。特に本町の少子化は他の自治体以上に

顕著であります。その側面を考慮すると統合はやむを得ない選択であるといたしました。現時

点では学校統合の決定を優先させますけども、議会の議決を経たのちは統合準備委員会を発足

させます。 
 いずれの統合も吸収統合ではなく、新設統合ですので、この場における保護者、地域代表、

教員による自由活発な議論と意見は、教育委員会はこれを調整しつつも最大限尊重をいたしま

す。具体的には校名、校歌、校章、教育課程、部活動、通学方法、校舎の改修、教育施設設備

の充実等へのご意見などの反映が考えられると思います。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 野島君。 

〇１３番議員（野島俊博君） 
 今のお答えの中にも、私たちを取り巻く社会環境は非常にやっぱり厳しいわけですね。就職

後３年以内の早期退職者が増えており、なおかつひきこもりの若者等々、大きな社会問題の中

にございます。さらに労働力減を伴っての人口減でございます。ということになると、今の回

答も分からないことはございませんけども、ぜひこういうことで統廃合に、住民からの意見と

かそういうものもぜひ統廃合に反映させていっていただきたいと、このように願っております

ので、よくひとつ考えていただいて最善の方向でいっていただきたいと、よろしくお願いした

いと思います。 
 次に移ります。 
 大河内小学校、身延小学校、どちらも大変素晴らしい学校でございます。大河内小は職員室

が南にあり運動場が一望できます。児童の姿は常に職員室から見える。そして体育館も県道を

挟んですぐ前。身延小、職員室からは中庭が見えます。２棟の校舎の行き来が不便。しかし中

学校と隣り合わせ。また近くには身延高等学校。お兄さん方の姿、またスポーツでは先輩の練

習風景。一つひとつの行動を目の当たりにできる。憧れる部分もできます。 
 私はかつて身延小に通学しておりました。そして練習とか試合、中学生の姿を見ながら中学

校の野球部、身延中も睦合中も監督が大変怖かったです。そしてそのスポーツを見ながら、あ

んなピッチャーになりたいとか、陸上では中学生の圧倒的な走りに感動したこともございまし

た。 
 毎日の帰り道、高校生の野球の練習を見て当時は県道側にございました。毎日の帰り道で見

て、あいさつ、返事、何をとってもきびきびしている姿、圧倒的なパワーに憧れたものでござ

います。これが身延小を取り巻く環境のよいところかもしれません。そして小中高が集まって

いるメリットではないかなと考えます。 
 質問します。 
 大河内小での不同意の理由として統廃合に反対ではないが、身延小使用には反対の意見が多

い。統廃合後の使用校舎を身延小とする理由は何か、答弁をよろしくお願いいたします。 
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〇議長（河井淳君） 
 学校教育課長。 

〇学校教育課長（渡辺明彦君） 
 お答えします。 
 本町の小学校の何校かは、子育て世代の転出によって複式学級になる、教員の配当が減少す

る。男女の比率が崩れるなど児童を取り巻く制度面、環境面に直接影響を及ぼすような状況が

ございます。一定の児童数を有する大河内小学校、身延小学校も今後は毎年１割程度の増減を

繰り返しつつ、漸減する傾向に変わりはないと推定されます。 
 議員さんがおっしゃるとおり大河内小学校の教育環境がよいのは、重々承知しております。

しかしながら統合後に身延小学校の校舎を使用することにしたのは、すでに統合した旧豊岡小

学校の通学区域を考慮したこともありますが、何よりも小・中・高と児童生徒が一体となって

文教地区を形成する教育環境の好ましさにあります。議員さんのおっしゃるとおりです。初等

教育である小学校、中学校に加え、高校が隣接することで６歳から１８歳までのさまざまな発

達段階にある子どもたちが知らず知らずに好影響を及ぼしあうことは、間違いないと考えるか

らです。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 野島君。 

〇１３番議員（野島俊博君） 
 これが今、私の意見も学校教育課長のほうの意見も、見て聞いて育つこともやっぱりこれも

ありでございます。聞いて感じて、あとは自分で考えてと。そういうこともありでございます。 
 生涯学習の中に小学校の役割として国家社会の一員として社会生活を営む上で必要とされる

知識、技能、態度の基礎をしっかり身に付けることとございます。豊かな人間性を育成するこ

と。自分のよさや個性を発見する、いわゆる素質・素養を養うこと。それで自立心を培うこと

とございます。 
 また生涯学習は学校や地域社会の中で行われるだけではなく、私たちのスポーツ活動、文化

活動、趣味、リクリエーション活動、ボランティア活動などの中でも行われるものでございま

す。だから大勢の中で仲間とともに自分を見つめることが大切であると私は考えます。実に大

切な、これは要素ではないかとそんなふうに思うところでもございます。 
 このような考えであれば人づくりとしてなくてはならないことであると私は思いますし、納

得のいくところだと思いますが、いかがでございましょうか。 
 次に移ります。 
 文科省でも学校規模によるメリット、デメリットの例をまとめています。まず私の考えを聞

いていただいて答えをいただきたいと思います。 
 教育効果として考えられるメリットはと言いますと複式学級の解消、多様な考え方に触れる

機会が多くなり、学習課題を解決するための考えが広がり、体育・音楽などの集団学習や集団

での行事を適切に進めることができる。 
 考えられるデメリットは学級規模によるが、個に応じたきめ細かい指導の場面が少なくなる。 
 では対応はどうすればいいのか。大変難しい問題でございますが、教職員の配置の配慮など

適切な対応に努めていただきたい。それぞれの学校からより多くの先生を配置し、生徒たちが
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安心して学校生活を送れるよう人事面でも配慮する必要があるのではないか。また各学校長と

教育委員会とも事前に十分話し合って教職員の異動や相談員の配置など、町費負担の教職員も

含め子どもたちの心のケアを考え、万全に対応できるように計画していかなければならないの

ではないかと、そんなふうにこの件は思います。 
 児童の人間関係、学習環境として考えるメリットといいますと、まず人数が増えることによ

り励ましあい、競い合って向上する機会が増える。友だち関係が広がる。クラス替えによる学

習環境、生活環境の変化に対応する力を付けることができる。 
 考えられるデメリットとは上級生や下級生との縦の関係が薄くなる。 
 では対応策はどうなのか。小学校統合時の児童生徒の精神的負担をできるだけ軽減させ、統

合後の生活を円滑に行えるようにすることが望まれることから、教職員の配置上の配慮など適

切な対応が必要ではないかと考えます。 
 学校経営について考えられるメリット、学校数が増えることで教職員定数が増え教科に応じ

て必要な教職員を配置することができる。教職員の事務分掌を適切に配分できる。 
 考えられるデメリット、地域と連携した活動の調整が難しくなる。 
 では対応策として考えられることは、学校が家庭と地域社会と連携を深めながら家庭の教育

力や地域の教育資源の活用をはじめ地域の人々の学校経営の参画など、家庭や地域の支援を受

けて特色ある学校教育を推進することが肝要であると私は考えます。 
 管理運営、財源、経費負担、施設整備、考えられるメリット、管理運営費が削減できる。 
 では考えられるデメリット、学校数、学級数を単位とする交付税が問題となる。統合により

廃校となった学校跡地利用計画の策定が困難な場合がある。廃校となった校舎を解体する場合、

多額の解体費がかかる上、補助金の返還が生ずるのではないか。 
 対応策は、跡地利用を含めた地域の新しいまちづくり計画を地域住民等とともに検討をしな

がら廃さなければならないのではないかと思います。 
 地域づくりの観点からも首長部局と教育委員会の連携が重要ではないか。 
 では地域との連携について考えられるメリットは保護者の数も増えるため、ＰＴＡを活性化

することができる。 
 デメリットと思える事項は廃校となった地域の活動が低下する場合がある。 
 対応策といいますと学校がなくなることは地域コミュニティに一定の痛みを与えるため、跡

地利用を地域コミュニティのための施設として、役割を持つようなものとして活用するという

観点から検討することが重要ではないかと。 
 地域住民自らの取り組みで廃校施設の利活用を行っている地域もございます。地域づくりの

観点からも首長部局と教育委員会の連携が重要ではないかと、そんなふうに私は考えを述べま

した。 
 では質問します。 
 学校統廃合を実施することによるメリット、デメリットの対応策をお伺いします。よろしく

お願いします。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 学校統合を実施することによるメリット、デメリット、あるいは対応策という質問でござい
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ます。 
 以前の議会答弁でも述べましたのでこれに準じたものになりますけれども、平成２５年７月

３０日付けで全戸配布をいたしました身延町立小中学校後期統合計画の説明会における意見要

望に関する身延町教育委員会の見解では、小規模校の長所および短所を比較し、少人数だから

できる教育もある、逆に一定数を確保することができる教育もありますとした上で、管内小中

学校は統合すべき時期にあるとお示しをいたしました。この理由は後期統合計画の中でも触れ

ています。 
 まず統合によるメリットでございますが、議員さんが今おっしゃいましたようにグループ学

習、体育、音楽、あるいは運動会や学園祭などの学校行事や部活動は一定規模の集団によって

効果の高い教育活動が可能となります。また教育基本法の目標を引くまでもなく、多様な人間

関係を通して個を確立するとともに社会性が身に付くということもあります。 
 デメリットとはメリットの裏返しとなりますが、学校規模が大きくなれば特に教職員による

児童生徒への一人ひとりの学習面、あるいは生活面での把握が難しいということが挙げられま

す。しかし本町では学校の大規模化を目指しているのではなく、いわゆる過少規模校の解消を

目指しているので、目的としているために統合後にこのようなデメリットが生じるとは考えて

いません。 
 一方、統合による児童生徒の心身にわたる影響につきましては、細心の注意を払っていく所

存でございます。 
 児童生徒の人間関係、あるいは学習環境という面でございますけども、答弁を続けてよろし

いでしょうか。 
〇１３番議員（野島俊博君） 

 お願いします。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 統合後に改善が期待されることとして、子ども同士の関係性では児童個々の関係性や評価の

固定化がなくなる、集団の男女数の極端な偏りが解消される、個性を尊重しつつ切磋琢磨し、

お互いを高めあうことになる、運動会などの学校行事や部活などで学級間や上級生と下級生の

相互啓発が活発になるなどが挙げられると思います。 
 また学習環境という面で見ますと、山梨県のみならず全国的に国の基準１学級当たり４０人

から３５人以下を適正とする傾向にあります。経済協力開発機構、ＯＥＣＤの調査によります

と先進国はいずれも２０人から３０人を１学級あたりの適正規模としています。 
 また学級規模と学習効果についてアメリカで研究が進んでおり、１学級当たり２０人程度が

最もよいとされています。 
 日本では学校は児童生徒を集団として捉えて行う公教育の場とする傾向にありますので、学

習面や生活面で３５人学級でも十分だと思われます。しかし本町の場合は学校統合により、学

習環境としては最も望ましいとされます、２０人前後の学級規模が出現することになります。

また教育資本の集中投下も可能になります。 
 続いて学校経営という面で申し上げます。 
 昨今、学校経営という言葉を多く目にするようになりました。学校は何よりも学校長の教育

理念、方針やリーダーシップのもとで特色のある学校づくりを行う場であります。学校統合が

できて、一定規模になれば児童生徒の選択肢は増えます。同様に統合のメリットとして学校経
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営ビジョンの策定による校長の教育理念の発揚は、保護者数、教職員数、設備、予算などの規

模が大きくなることにより、一層力を得たものになるはずでございます。 
 以上で終わります。 

〇議長（河井淳君） 
 学校教育課長。 

〇学校教育課長（渡辺明彦君） 
 ご質問の後半のほうでございますが、管理運営について財源、経費負担、施設整備はという

ご質問にお答えします。 
 日常的な学校運営は学校長に委ねられています。その中でややもすると教育活動は教職員の

具体的な活動に収斂し、つまり教職員個々の活動が主となり組織的な運営が難しいことが指摘

されております。 
 教育委員会や学校長の学校経営ビジョンをグラウンドデザインとして、学校運営が具体的に

機能するように努めます。 
 財源の集中投資によりソフト面では教師による教授法確立の援護、個々の教職員の有機的な

結びつけなど、また施設管理などのハード面では児童生徒に有効な施設整備の充実が図られる

ように努力いたします。 
 学校統合の学校運営面でのメリットは現在、小中１１校もあり身延教育としてまとまりを打

ち出しにくい状況を集中的な財源、人的・物的投入によって特色のあるものに変えていくこと

が可能になることです。 
 次に地域への開放活用のご質問について、お答えいたします。 
 結果的に廃校となる学校ばかりではなく、すでにある学校の校舎等の施設開放は自治体が設

置する学校では特に必要なことだと考えます。 
 現在、社会体育施設として体育館、屋外運動場を開放していますが、今後は学校施設でもあ

るとともに生涯学習の場、地域コミュニティの拠点施設として整備していくことが重要になる

と思われます。 
 とはいえ主に空き教室や特別教室などの施設開放には何をどのように行えばよいのか、事業

設定、目的設定には困難な面があります。町や教育委員会がこのようにしたいと提案すること

はできても、より地域の拠点として機能するためには地域の方々の協力が欠かせません。 
 学校施設整備は学校や行政内部だけのものとする考えは、まったくありません。住民が学校

を利活用することに敷居を低くし、地域の方々には自ら利活用に関する提案をしていただける

よう、この場を借りてお願いをするものです。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 野島君。 

〇１３番議員（野島俊博君） 
 この件は子どもが社会へ出て、要するに集団生活の中でコミュニケーション要素がすべての

面において無駄のない張りのある生活をすることが、仕事をミスなくやり遂げ充実した毎日が

送れる人づくりこそ、これからの社会に必要であると、そういう子どもに育てたい。また企画

力、情報収集力、行動力に富み、常に先を見据える人づくりこそ必要であると。私はこれを要

旨の中には書いてございませんけども、こういう社会人に育ってもらいためにメリット、デメ
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リット、特にメリットは最大限に生かしてデメリットを最小にする。その要因を潰していく。

そして今のような子育てをしながら立派な社会人をつくっていただきたい。そういうことでご

ざいますので、ひとつそういうところも考慮していただいて、人づくりに精進していただきた

いと。私たちよりもずっとプロでございます。ぜひひとつよろしくお願いをしたいと思います。 
 次に移ります。次は５番ですね、生涯学習とは。 
 生涯学習は私たちが生涯にわたって行う学習活動、私たちが生まれるとすぐに家庭を中心と

して学習を始めます。やがて学校に通い学習を進めるとともに知識、社会でもいろいろな学習

機会に出会い学習する事柄を広げていきます。さらに学校を卒業して社会へ出ると仕事に関わ

る学習や豊かで充実した人生を送るための学習を続けることになります。 
 ここで企業が求める人材、これは大事なことでございます。ぜひひとつ聞いていただきたい

なと思います。 
 いつの時代も企業のニーズの根本は同じでございます。コミュニケーション力があるか、状

況を把握し適切な行動が取れるかということでございます。人柄がよいかということは柔軟性

があり、チームワークを乱さないか。主体性、自分の意思、判断で行動しようとする態度や責

任感はあるか。使命感を持って仕事をやり切れるか。リーダーシップはあるか。自分から積極

的に動くことはできるか。業務に必要なスキル、物事を行うための能力、技能の資格はあるか。

これについては教育にどの程度のコストが必要かなど、企業が求める人物は業種、規模を問わ

ずそれほどの違いはございません。これらの疑問はすべてその人物が会社に利益をもたらして

社会貢献ができるかどうか、そういうことを問うているものでございます。 
 ではコミュニケーション力というのは、どういうものか。最近、企業が重要視する能力の１つ

としてコミュニケーション能力という言葉をよく耳にします。仕事は常に他人との関わりの中

で成り立っています。社内の同僚、上司、先輩、後輩やお客さん、下請け先など多くの人と接

しながら仕事を進めてまいります。関わるすべての人が気の合う人であればいいんですが、時

には苦手のタイプの人とのコミュニケーションも必要になってきます。コミュニケーション能

力には相手の話を聞き取る力、自分の意見を伝える力、相手の表情や態度などから気持ちを読

み取る力、相手の話をきっかけに話をさらに発展させる力などがございます。コミュニケーショ

ン能力が高い人とは相手の気持ちや反応を常に意識しながら、自分の言いたいことをはっきり

表現でき、仕事の場で建設的な会話ができる人のことをいうのでございます。 
 コミュニケーション能力は問題解決の能力と捉えることもできますが、報告、連絡、相談を

適切に行い、他人に自分の意思や希望を分かりやすく伝え、目的に向かって周囲の人を動かし

ていく能力でございます。こう考えればコミュニケーション能力も会社の利益につながる非常

に重要な能力であることが容易に想像できるではないでしょうか。このように家庭、学校、職

場、地域社会で行われるすべての学習を生涯学習とつなげることができ、生涯学習は私たち一

人ひとりの生きていく姿そのものに深く関わってくると思っています。 
 生涯学習は学校教育の一番の上に展開されるものであり、学校教育、特に小中学校段階の教

育は生涯にわたる学習を行うために必要な基本的な能力と自ら学ぶ意欲、態度を育てる点で重

要な役割を持っているとされております。生涯学習における学校の役割としては、学校におけ

る教育研究の成果や、その施設を地域住民に開放し地域における生涯学習の要求に応えていく

ことも極めて重要でございます。 
 質問いたします。 
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 質問５、学校教育と生涯学習。生涯学習社会における学校の役割をお聞きします。答弁をよ

ろしくお願いいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 生涯学習社会における学校の役割は非常に大事だというご指摘がありました。まったくその

とおりだと思います。学習活動というのは、学校を卒業すれば終了するというものではありま

せん。生涯にわたって行われるものであるというふうに考えます。 
 国では昭和６０年前後に中央教育審議会、いわゆる中教審で生涯学習と学校の役割について

提言・指摘をしております。それによりますと一口に生涯学習のための学校と言いましても前

段の初等教育と中等教育、高等教育にはそれぞれの段階があります。その中で特に小中学校の

初等教育の段階では、今ご指摘のように生涯にわたる学習を行うために必要な基本的能力と自

ら学ぶことの意欲、態度を育てる点で重要な役割を担うとされました。この上で、学校におい

ては基礎・基本を重視し個性を生かす教育の充実、自ら学び社会の変化に主体的に対応できる

能力の育成などが教育過程の中に位置づけられてきました。教育は詰まるところ集団の中の個

の確立だと思います。学校生活よりもむしろ卒業後の長い社会生活をいかに送るかというのが

まさに今、人生の主要なテーマとなっております。学校は家庭や地域とともに個の確立に向け

た学びの姿勢に対し、大きな役割を担っているとも言いました。すなわち生涯学習で問われて

いるもの、自ら学びたいという意欲、自発性ですね、それから主体性、あるいは自主性であり

ますが、これらの多くは学校教育の段階で培われるものであると思っております。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 野島君。 

〇１３番議員（野島俊博君） 
 おっしゃるとおりでございますが、学校教育も社会教育も生涯学習の一部ということで変わ

りはないと思います。 
 では生涯学習の原点はどこにあるかというと私は家庭教育にあるのではないかと思います。

家庭でも民間会社と同じような感覚で日々を送っていると思います。例えばお母さん方は日々

の業務、家事の隅々まで取り仕切って、これは会社では事業部長です。食料の調達、これは調

達部長。財布の紐を握って資金、経理部長を努めたり、旅行の計画をし、これは厚生部長。子

どもの教育、これは人事部長にあたる。そして衣類を買うとかそういうものに対しては総務部

長。引っ越しをしなければならないためのいろんな情報を統合する。これは会社でいえば企画

部長でございます。領収書のチェック、監査部長。このように家庭でも日々、さまざまな出来

事に立ち向かっていかなくてはなりません。要するに社会や幼稚園、学校、近所、家庭、友だ

ち、さまざまな関わりを持ちながら自分でルールを決めて対応しているはずでございます。さ

りとて家事を放り出して好き放題にやるわけにはいきません。当然バランスを取りながら家庭

平和、子どもの教育、家事全般をこなしながら自己実現を目指す必要があると思います。 
 民間会社で言う社長は家庭で言えばお母さん、そして人事部長であり、時には営業部長を務

めたり、さらに子どもにとって社会生活に必要な基本的な生活習慣を育て豊かな心を育むこと

を目指しております。子どもを育てるには家庭はもちろん、地域の皆さまの力、そして学校、
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町、県、国を挙げて指導していただき、子どもがやがて勤労者の職業上の能力を高めるととも

に職業に関する技能・技術を身に付け、それぞれの考えや希望に沿った職業に就けることを目

指し、社会人として豊かな教養を身につけ、社会人としてしっかり勤めていただきたいという

ことを私は考えております。 
 以上、今まで言ったことはここに集約されると思います。ぜひひとつ、こういうことも踏ま

えて子どもを育てていただきたい、そんなふうに考えておる次第でございます。 
 あと１０分ですね。最後の質問に移ります。 
 生徒の安全・安心とスクールバス、これについて聞きます。 
 災害、本当にこの前の広島市も大変な災害がございました。多くの方がお亡くなりになりま

した。ご冥福をお祈りいたすところでございますが、これは２００４年１０月１１日でござい

ますか、手打沢地内で１１月９日ですか、午前６時４５分ごろセネガル国籍の家族４人が通り

かかり、間一髪、車から脱出、難を逃れたと。車は土砂で富士川へという、そういう記事もご

ざいました。災害というのは、いつ何時起こるかしれません。 
 そういうところで今、これから質問をさせていただきますけども、スクールバス運行中に地

震が発生した場合に備えて何が求められるかと。まず自分なりに問題点、危険を挙げて考えて

みました。児童生徒は揺れがおさまるまで、バスの中でどのように身の安全を図ればよいかを

学習しているのか、理解しているのか、こういうことが大事になってきます。状況と対策は走

行時の揺れと異なる異常な揺れに児童生徒は不安になったり、興奮したりして窓ガラスを叩い

たりする心配がございます。児童生徒の動揺を軽減するために取るべき行動を指導しなければ

ならないと私は考えますけども、これはどうでしょうか。 
 そして具体的には、ではどうすればいいのか。指導する内容はワンポイント訓練等を日々繰

り返す中で、体験的な理解を促すことが肝要であります。例えば前のシートをしっかり掴む、

頭を低くする姿勢、絵をイスの背もたれの裏側に張ったりするなどの工夫が必要ではないかと

思います。 
 ２つ目として、運転手しかいない状況で考えられる危険要因と可能な対応について検討して

いるのかどうか。要するに危険要因を洗い出しているかですね。バスを降りないで待機する。

救援を待つことが原則となると思います。二次災害の火災が近づく恐れがある。山崩れの恐れ

があるなど、状況に応じてはバスから離れなければならない場合も考えられると思います。で

は具体的にどういうふうにすればいいのか。訓練時に大丈夫だよの声を聞くなど、安全が確保

される経験をしておくことで、災害時にも落ち着いた行動を取ることが期待できます。運転手

のみで対応するための対処法を整理しておくことも大事です。乗車している上級生に協力して

もらい低学年の児童生徒の誘導をする。民家が近くにあれば学校への連絡を依頼する。電話が

通じない場合もあるので連絡方法を徹底しておく。住民に救援を求められるようハンドマイク

を携帯するとか、そういうことも私は必要ではないかと考えます。 
 それと朝の出勤時の職員の数に応じた応援態勢を決めているのかどうか、そういう問題も考

えておかなければなりません。この場合はマニュアル等、組織上で氏名を固定するのではなく

居合わせた職員で対応できるようにしておかなければならないと考えます。そうしないと間に

合わない場合が出てくるではないかと思います。したがって、緊急時に間に合う態勢を整え共

通理解をしておくことが必要でございます。 
 またバスの待機所によっては事前に関係機関などの協力要請をする場合について検討してお
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くことも必要ではないかと考えます。具体的には校外に出てスクールバスの救援に向かうとか、

訓練を防災全体計画に盛り込んで学校側で実施する防災訓練のプログラムを１つにする方法。

下校時であれば学校から大勢の職員を救援に向かえさせられるが、登校時は職員も出勤途中と

なる。そういうことも考えなければなりません。スクールバス運行表を全職員が携帯し出勤途

中で大きな地震が発生した場合は、その時刻にスクールバスが走行している場所に自主的に可

能な手段で駆けつける等の事前確認も、これも有効でございます。 
 ４つ目は、車内の混乱や児童生徒の不安感を緩和するために対策を講じた職員間で研修して

いるかどうか。こういうことも考えなければなりません。児童生徒の予想される特徴的な反応

について、どう対処するのか。運転手はもちろん職員全体で共通理解しておかなければならな

いということでございます。 
 バスが揺れたあとで恐怖心を和らげる。これはどういうふうにしたらいいのか。和らげる方

法は、馴染んでいる音楽を流すとか、初めてのことは児童生徒に大きな不安を抱かせます。日

ごろから緊急対応の状況を疑似体験しておく必要がございます。ということでございます。いっ

たんバスを降りるという選択もあります。 
 ５つ目に長時間の乗車になる場合に備えて、必要な物品を日常的にバス車内に準備しておく

ことも必要ではないか、こういうことも考えなければなりません。道路の損壊、山崩れなどに

より立ち往生、長時間バスに待機しなければならない状況は十分これは考えられます。軽食、

水、簡易トイレ、救急セット、恐怖を紛らわすＣＤ等をバスに用意しておくことも肝要でござ

います。こういうことを具体的にはマニュアル化しておくことも必要でございます。 
 スクールバスに限らず、そのほか何が考えられるかも把握して対策を講じていく必要がござ

います。 
 ６つ目といたしまして、電話等の手段で連絡が取れない状況になった場合の送迎、引き渡し

について保護者や関係する施設等に確認ができているか。運行の途中で大きな地震に見舞われ

るとどのような状況になるか、これは予測が困難でございます。最寄りの待機所に移動できた

場合、学校が承知していない人が迎えにきた場合など日常と異なる状況を可能な限りやっぱり

想定をしておく必要がございます。これを職員全体で共通理解をしておく必要がございます。 
 以上まだまだございますけども、時間があと６分しかございませんので、このような状況で

ございますけども、ひとつこれを考えていただいて、スクールバス運行中に地震が発生した場

合、どのように考えるかということで質問をさせていただきますので回答をお願いいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 スクールバス運行時の災害というご質問でございますけども、まず一般論としての災害につ

いてご説明をさせていただきます。 
 災害には予測可能なものとそうではないものがございます。予測可能なものとしては大気中

の変化に関するものが多く、記憶に新しいところでは平成２３年の台風１２号、１５号とそれ

から本年、平成２６年２月８日およびこれに続く２月１４日のまさに未曾有の大雪などがござ

いました。これら予測可能な災害に対しては休校や登下校時間の変更など、早めの判断を行う

よう学校に指示をしています。 
 また今年の大雪でございますが、雪がやんだあとの本年２月１７日、月曜日から１９日、水
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曜日までの３日間を管内１１校、一律に臨時休校としたのは交通の途絶と通学の安全確保が理

由でございますが、これはこれまでの例によらない、学校判断ではなく、教育委員会独自の判

断で行いました。今後もこのような大きな災害のときには状況によって、教育委員会の責任に

おいて総合的かつ迅速な判断を行います。 
 またご質問の大地震の発生は、想定することができても予測は甚だ困難でございます。スクー

ルバスによる通学途中の地震には教育委員会独自に、経路にあるスーパー、商店、集落公民館

などに物資の救援や、臨時避難所として開放していただけるように交渉することも検討してお

ります。またスクールバスの運転手にも日ごろから災害を想定した訓練を施すことは当然とし

て新たに運行するバスについては業者委託を考えておりますが、公益社団法人 日本バス協会

から安全性評価認定を受けている業者への委託を考えております。認定業者は路線バスの運行

などを行っていますので、当然、運転手は乗客に病人がいる場合や交通事故などへの対応とと

もに災害時の応急措置を想定した訓練を受けております。今後さらに二次災害への対応を含め、

議員さんがおっしゃられたようなさまざまことを念頭に学校や保護者の要望を伝え、よりきめ

細かな安全対策を講じてまいります。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 野島君。 

〇１３番議員（野島俊博君） 
 私が言っているのは、思い込みではやっぱり駄目なんですよね。想定できないということで

はなくて、危険要因をすべて洗い出して、その危険要因をどのように潰していくかというとこ

ろが一番大事なところです。要は広島にしてもそうですよね。だから山を背負えば土砂災害が

起こるとか大雪、大雨、これはもう今、降れば大雪、降れば大雨、そういうことに対しての危

険要因を洗い出して、それにどのように対応していくかということが大事でございます。 
 おっしゃるとおり、災害はいつ起こるか分からないです。ただ起こって、それを放っておけ

ば死者は多くなるんですよ。だから今やっぱりこれは、一般企業では危険要因をすべて洗い出

すということに力を入れている。例えば廊下で転んで打ちどころが悪い場合は死に至るという、

そういうような考え方ですよ。要するにコンクリートに頭をぶつけると死に至る場合も考えら

れる。その死に至る場合の危険要因をすべて洗い出す。通路には邪魔なものを置かない。滑ら

ないようにしておくとか、そういうことでございます。 
 昨日の保育園の件もそうでございますけども、針金で今後はと言っていたんですけども、そ

の針金の始末をどのようにするか、ここが大事だと思うんですね。例えば切ってそのままにし

ておけば、今度は肉をちぎってしまいますよ。その端末の処理をどのようにするかというとこ

ろがやっぱり大事です。針金で縛るということは頑丈になります。しかしそこに危険要因が潜

むということですね。転んで当たらないような方向にその端末を持って行くとか、いろんなこ

とが考えられるわけです。そういう考えを持たないと事故は防げません。だからリスクアセス

メントということをしっかりやっていただきたい。起こらないこともやっぱり想定できるもの

は考えて、それに対応してそれをマニュアル化しておくことは非常に今、大事なところでござ

います。そして災害を防いで尊い命を守っていくと。そういう説明をしていただければいいで

はないのかなと。今のものにプラスアルファをしていただければとそんなふうに考えまして、

以上、私の一般質問を終わりとさせていただきます。 
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〇議長（河井淳君） 
 野島俊博君の一般質問は終わります。 
 議事の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。 
 再開は１０時１５分といたします。 

休憩  午前１０時０２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時１５分 
〇議長（河井淳君） 

 休憩前に引き続き、議事を再開します。 
 次は通告２番、深澤勝君の一般質問を行います。 
 深澤勝君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 深澤勝君。 

〇１番議員（深澤勝君） 
 通告に基づきまして、一般質問を行います。 
 私は学校設置条例制定の可否を判断する基準のために今回、一般質問をさせていただきます。

的確な答弁をお願い申し上げます。 
 今、本町における最重要課題と思われる身延町立小中学校後期統合計画について、特に私は

不同意の多い中学校統合計画を中心にお伺いをいたします。 
 過疎化、高齢化、そして少子化と全国的な傾向とはいえ本町の人口減少はさらに急速に進む

ことが予想されることから、小学校の小規模化、過小規模化の進行に拍車がかかることが予想

されます。次代を担う児童生徒は身延町の宝であり、日本の柱である子どもたちです。どうす

れば最適な望ましい教育環境で学び育っていただけるのか、将来的な展望に立たれた学校統合

の決断であろうかと思います。そこで何点か、お伺いします。 
 後期計画で各小学校が統合するまでの複式学級の推移です。それを補うための町単教諭等の

確保の状況と見通し。それから中学校においては、県の基準により複式学級は行わないとして

おりますが、今後もそのように理解をしてよろしいか。さらに小学校と中学校の担任制の違い

と教諭等の配置基準を伺います。ご答弁を願います。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 お答えします。 
 小学校の複式学級ですが、県の基準では１年生は含まずに２年生から６年生の隣り合う学年

で１２人以下の場合生じることになっています。平成２６年度は久那土小、下部小に各１学級、

原小と下山小に各２学級の計６学級が発生しております。この状況は変わることなく５年、

１０年後にはさらに深刻なものになる見込みでございます。複式学級の編成は学習の進捗状況

の違う２学年をまとめて教えることになりますから、児童生徒はもちろん教職員の負担や学習

面での弊害は実に大きなものになります。教育委員会では引き続き町長の理解を得る中で町単

教諭を配置し、複式学級の解消に努めてまいります。 
 また中学校でございますが、国には隣り合う２つの学年で８人以下は複式学級とするという
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基準がありますが、山梨県では県の方針により現在もこれからも複式学級の編成はないものと

思われます。 
 次に小中学校の担任制の違いでございますが、小学校は学級担任制で担任が１クラスの学習

等を担うのに対し、中学校は教科担任制で教科専任教諭が受け持つことになります。中学校に

限れば各教科とも教諭の専門性が高くなるので、教諭の配当、つまり教職員数が気になるとこ

ろでございますが、これは後期統合計画にも記したとおりでございます。基準では全学年１学

級、全校３学級で校長以下８人ですが、統合して１学年３学級、全校で９学級となれば１６人

の配当となります。国語、数学、理科、外国語などへの重点配置はもちろん音楽、美術、保健

体育、技術、家庭などともすれば講師に依頼しがちな教科を充実させることができます。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 深澤君。 

〇１番議員（深澤勝君） 
 いくつか答弁をいただきましたが、先ほど町単教諭の配置については町長に理解を得ると、

このように答弁されました。この町単教諭の確保の状況と見通しについて答弁をしていただい

ておりません。このへんをお聞かせください。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 町単教諭というのは町が費用を負担する教員という意味でございます。複式学級が生じたと

きはどうしても県費の教員が２学級をみるということに普通はなってしまいます。これを解消

するためには、町の費用で教員を雇うことになりますが、予算の執行権も編成権も町長にござ

いますので、町長のご理解をいただきながら配置するということになります。その上で各学校

長に町単教諭を探してきていただいて、その方を採用しているという状況でございます。 
〇議長（河井淳君） 

 深澤君。 
〇１番議員（深澤勝君） 

 学校長がお願いをして町単教諭を確保するということですけども、そのお願いをする状況、

簡単にお願いできて確保できるのかどうか、そのへんはどうでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 その前提となりますのは、中学校とか小学校のそれぞれの教員免許を持っていなければなら

ないということなんですが、学校を出て免許を持っている方は大勢いらっしゃいます。また教

員を目指している方がいますので、その方々に声を掛けるというのが一般的な例でございます。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 深澤君。 

〇１番議員（深澤勝君） 
 答弁をいただいた限り、学校統合それ自体は子どもたちのさまざまな成長の過程を考えます
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と避けて通れないと私は判断いたします。なお、２３年９月に本議会で議決した１中３小を推

進すべきとこのように思われます。 
 しかしながら教育委員会では２２回にわたり保護者会および地域の皆さまに、後期統合計画

の実現に向け説明をし訴えてきたところでありますが、結果として中学校は不同意２校、同意

が１校、未決が１校との結果であります。この結果をどう受け止め、不同意の保護者会に対し

教育委員会としてこれからどう対応していくか、解決していくかお伺いいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 不同意とした保護者会への対応ということでございますけども、結果的に不同意とした保護

者会があったことは、あるいは結論を出さないことを結論とした保護者会があったことは誠に

残念でなりません。しかしながら、それぞれの学校の状況等を勘案した結果、保護者会は苦渋

からの選択であると察しております。結果については、それは謙虚に受け止めたいと思います。 
 反対なさる保護者会の論点と問題とするところがほぼ明らかになってきたわけですが、口

幅ったいようなことを申し上げますが、大同小異といいますか、教育委員会と多くの保護者と

では問題意識の大きなところでは合致しているというふうに考えております。教育委員会の今

後の対応としては大同小異の小異にかかる考えは説明し尽くした感がありますので、原則とし

て説明会等を行う予定はございません。今まで教育委員会が行ってきた説明をぜひ虚心にな

ぞっていただきたいとお願いを申し上げるしかないと考えております。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 深澤君。 

〇１番議員（深澤勝君） 
 これ以上の対応はしかねる旨、説明がありました。私は膝を交えて真正面から取り組む姿勢

がまったく見当たらない、非常に残念でなりません。不同意を払拭する努力を強く求める次第

でございます。 
 そこで保護者会から提出された意向調査、自由意見等の内容を見ますと町の南の端にある身

延中学校を使用する校舎として位置づけがなされています。これが不同意の最大の要因である

と私は受け止めております。教育委員長は地元である中富中学校保護者会の不同意についての

要因は何であると思われるのか、お聞かせください。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 私も中富中学校に勤めたことがありますけども、中富中学校の保護者会が不同意とした理由

とすればスクールバスの運行に頼らなければならないということと、そのスクールバスの運行

の距離、時間等が非常に長いために不安ということ、それが主な理由だと思います。教育委員

会とすれば校舎の使用につきましては、既存のものを使うという方針に従っておりますので、

身延中学校を指定してきた経過がありますけども、今後も保護者会の不安を払拭するように説

明を続けていきたいなと思っております。 
 以上です。 
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〇議長（河井淳君） 
 深澤君。 

〇１番議員（深澤勝君） 
 教育委員長も遠距離通学の不安が大きいのは理由として認めているように思われます。この

不安を取り除く責任は教育委員長、重く受け止めるべきと私は思います。 
 なお、一般的な公平な目で見てもあまりにも位置的に不適切であると断言せざるを得ません。

通学距離、時間等に不安を抱くのは保護者会のみならず当然かと思います。この現実を教育長

はどう思われるか、お聞かせください。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今、教育委員長のほうから委員長の意見を申しましたけども、私も同様でございます。通学

距離が説明で申しましたように３０分程度、遠いところはかかると説明をしております。この

時間が保護者の方々がかかりすぎるという意見があるわけでございます。私どもとすれば当然、

学校へ通学の順序とか、あるいは起点とかそれらについては配慮していくつもりでありますけ

ども、この時間についてはいかんともし難いと。今の状況であれば、そのようなことだと思い

ます。ただ今後、交通事情が変わってくれば若干変わってくるとは思いますけども、やはり距

離というのはいかんともし難いということで考えております。 
〇議長（河井淳君） 

 深澤君。 
〇１番議員（深澤勝君） 

 教育委員長も教育長も不同意の理由を理解はされておるところでございます。保護者の皆さ

まは、遠距離通学を解消することを強く求めている状況から早期に解決策を講ずる決断をぜひ

ともお願いをするところでございます。 
 次に身延中学校の校舎でありますが鉄筋コンクリート３階建て、昭和４６年に建設され、屋

内体育館は昭和３６年に建設されたと理解をいたしております。だいぶ古い施設で心配ですが

耐用年数と耐用年数経過後の措置をどう考えているのか、ご答弁を求めます。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 お答えします。 
 ご指摘のとおり身延中学校は昭和４６年に建設されました。ちょうど築４３年目にあたりま

す。鉄筋コンクリート造の校舎の耐用年数は財務省の減価償却資産の耐用年数等に関する省令

で４７年とされています。体育館は昭和３６年に建築され築５３年経ちました。しかしこの体

育館は現在身延小学校がこれを使用し、中学校は昭和５８年に建設された町民体育館を使用し

ています。体育館の耐用年数は鉄骨造なので３４年でございますが、今後改築等の検討をしな

ければならないと考えています。 
 なお、耐用年数というのはあくまでも減価償却のためであって、物理的な耐用年数はこれよ

りも長く、さらなる長寿命化も十分に可能なことはご承知のとおりです。 
 さて経年劣化による一般的な例として安全面では外壁、窓枠の落下や鉄筋コンクリートなど
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構造体の強度の低下、また機能面では雨漏りや電気、水道などの設備機器の破損が危惧される

ところでございます。 
 したがって学校統合とは関係なく、すべての校舎にも言えることですが、耐用年数を超えた

然るべき時期に現在の身延中学校に大規模改修、全面改築、あるいは他の場所に新築を施すこ

とを検討しなければなりません。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 深澤君。 

〇１番議員（深澤勝君） 
 今、ご答弁をいただいたように身延中学校は築４３年が経過し大変古い印象を持ちます。減

価償却資産でいう耐用年数は４７年と説明されました。あと４年です。物理的な耐用年数はこ

れより長いとのことですが、物理的な年数についての基準があるのかどうか、のちほどお答え

ください。 
 なお、先ほど一般的な例として前置きして外壁、窓枠、雨漏り、電気、水道の破損が心配の

こととしております。一般的な例とはどういうことか、物理的な基準と併せてお答えをお願い

いたします。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 校舎などのコンクリートなどの構造体につきましては、その建物の仕様から外壁等が剥離す

るとかそういうことがだんだん出てくるということです。これは鉄筋の腐食やコンクリートの

中性化など素材が劣化してしまうということが経年劣化でどうしても出てくるということでご

ざいます。 
 なお、４７年の耐用年数というのは、これはあくまでも税制上の、財務省が作成した減価償

却の年数でございますので、一般的に木造家屋、私たちが住んでいる木造家屋を例にすると耐

用年数がきたからもう住めなくなるということではなくて、補修を施せば、それからまた１０年

２０年と快適に住めるようになるということがございます。 
 校舎の物理的な耐用年数の延長につきましても、これは文部科学省が長寿命化というふうな

施策を進めております。全国的に多くの校舎は築３０年前後となっておりますので、これを

７０年程度まで長寿命化しようという事業に今、文部科学省が取り組んでいます。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 深澤君。 

〇１番議員（深澤勝君） 
 今、経年経過で外壁が落ちたり、窓枠が落ちたりという可能性もあると。非常に危険が伴う

古い学校であることが確認できたというふうに私は認識をします。そのような学校を使用する

根拠が疑われるところでございます。 
 なお、時期が来れば身延中学校大規模改修、全面改修、新築することを検討すると。身延中

も遠い時期ではないとのお答えですが、そういう答弁であったと思いますが教育委員長、その

とおり理解をしてよろしいかどうか、お答えください。 
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〇議長（河井淳君） 
 教育委員長。 

〇教育委員長（望月忠男君） 
 そのとおりであります。耐用年数を超えた然るべき時期に現在の身延中学校は大規模改修、

あるいは全面改修、あるいは新築を検討しなければならないとそういうふうに考えています。 
〇議長（河井淳君） 

 深澤君。 
〇１番議員（深澤勝君） 

 大規模改修、全面改修も遠い時期ではないと。とんでもないように私は思われます。子ども

たちのことを真剣に考えてください。大規模改修や全面改修より先に遠距離通学の解消が先決

です。しっかり先々のことを見通して子どもが主体の計画をぜひともお願いをいたしまして次

の質問に移ります。 
 いくつか伺ってきましたが不同意の親御さんの心境、その思いを子どもたちのために真摯に

受け止めるべきであると考えます。現状、不同意が多い状況の中で私は町民の代表として負託

を受けて議席をいただいており、町民の声を反映することが私の使命としております。 
 したがいまして、不同意の要因を払拭しなければ改正学校設置条例は決まらないではないで

すか。行政であっても、あまりにも強引に乱暴なやり方では理解は得られないわけであります。

７月３１日の回覧文書で議会に委ねるとしておりますが、現状の状況では議会に委ねられる段

階ではないと判断いたします。 
 そこで私は町の中央に新たな中学校の建設を進めるため、身延町立中学校建設推進検討委員

会を立ち上げ、早急に検討に着手することが不同意を払拭する唯一の道ではないでしょうか。 
 今、本町が最も重要な教育環境を整えるために新たな中学校建設は必要不可欠であります。

中学建設推進検討委員会の立ち上げと中学校建設について町長のお考えをお聞かせください。 
〇議長（河井淳君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 議員の質問にお答えしますけども、検討委員会の設置なるものは教育委員会の所管でござい

ます。したがいまして今現在、首長が教育委員会に対し許される行為の範囲でお答えを申し上

げたいと思います。 
 先ほど来お話がありましたけども、すでに教育委員会では適正配置審議会の答申を受ける中

で当面、既存の校舎を使用しますと、こういうことで決定がなされておりました。皆さんも、

議会の中でも議決をいただいていることも事実でございます。しかしながら先ほど来、お話が

ありますとおり身延中学校の校舎につきましては耐用年数も数年後には迎えると、こういうこ

とでございますから当然のことですけども、これを利用する場合においては長寿命化工事、ま

たは改築、つまり同じ敷地内に造り直す、あるいは建設適地を別に求めて新築するといったこ

とが考えられます。議員は長寿命化工事とか改修とか、そんなものはとんでもないと言います

けども、これはやらなければ生徒の安全が確保できませんので、当然これは検討すべきだろう

と思います。また校舎適地を別に求めることについてはこれはまた別ですけども、校舎の物理

的な耐久性からして当然考慮していくべきだろうと、私はこういうように理解をしているとこ

ろでございます。 
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 この検討には一定の期間を必要とするわけでございます。その結果、新たな場所に新築する

というのであれば、さらに土地の買収やら造成等に相当、期間を費やさなければなりません。

したがって中学校統合後に統合に関する諸般への対応を考慮しながら、可能な限り速やかに関

係者による検討委員会なるものを設置するよう、教育委員会に働きかけを行ってまいりたいと

思います。 
 この働きかけは首長も許されておりますので、そのように申し上げるところでもございます。

ご理解をいただきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（河井淳君） 
 深澤君。 

〇１番議員（深澤勝君） 
 今、町長から検討委員会なるものを設置するについては教育委員会に働きかけをすると、こ

ういう発言がございました。教育委員会としては、私は検討委員会なるものではなくて、建設

推進検討委員会、推進するための検討委員会を求めているわけでございますが、それについて

教育委員会としてどうでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 答弁します。 
 検討委員会あるいは建設推進委員会の、いずれにしても、先ほども町長も答弁で申されてい

ましたように、現在の校舎をどのように使えばよいのかも検討しなければならない。それから

統合がどのような結果だったのかということも検証しなければならない。それから新しい校舎

を造るのかどうか、いろんな面から検討をしなければならないということになるわけです。で

すから検討する内容はあくまで新築するということではなくて、いろんな面から多角的に検討

するのが妥当だろうと私はこのように思っていますけどもいかがでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 深澤君。 
〇１番議員（深澤勝君） 

 今、保護者会の皆さんは通学距離に不安を持っている。通学時間、これに不安を持っている。

だから皆さん平等に、通学に対する労力を平等にするために中央へなんとかしていただきたい。

これが保護者の皆さんの願いであります。だから建設推進検討委員会をとお願いをしているわ

けでございますが、いずれにいたしましても耐用年数が数年後にきておりまして長寿命化改修

とか全面改修とか、これでは中学校の子どもたちがかわいそうではないですか。勉強に集中で

きない、そんな思いがするわけです。ぜひ推進検討委員会を早期に立ち上げて、その対応をぜ

ひともお願いをいたしまして次に移ります。 
 学校建設をするための財政的内容について伺います。 
 学校建設をする場合の補助金制度の内容および補助残の起債等の充当内容、さらに学校建設

および用地取得等に使える現在の基金の保有高をお示しください。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
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〇学校教育課長（渡辺明彦君） 
 それでは学校建設にかかる、中学校建設のことだと思いますけども補助制度および公的資金

の内容についてお答えをいたします。 
 まず財源といたしましては国庫補助金、起債、特定財源としての基金繰入金がございます。

学校にかかる国庫補助金には一般的に改造事業、統合による既存校舎の改造事業、長寿化改造

事業などがありますが、ここではご質問だと思われます統合校舎の新築事業でご説明を申し上

げます。 
 まず国庫補助率でございますが、これは過疎法の適用となりますので校舎および屋内運動場

は１０分の５．５です。しかしプールは補助率３分の１ということでございますので、ここで

は全体に補助率はざっくりと建設費の全体の２分の１と考えていただきたいと思います。 
 次に起債でございます。 
 本町がいわゆる借金をしようとする場合、過疎対策事業債が最も有利とされるわけでござい

ますけども国庫補助残に１００％充当、３年据え置き１２年償還、元利償還金の７０％が基準

財政需要額として交付税措置がされます。しかし、ここでは念のために学校建設では一般的な

学校教育施設等整備事業債でご説明をいたします。充当率は財源対策債を含み９０％。償還期

間は２５年。ただし学校プールは２０年となっております。それから交付税措置は７０％と過

疎債と変わりません。過疎債と大きく違うのは償還期間で、どちらかを使うかは利子等を含め

た総合的な判断が必要になろうかと思います。また交付税措置が７０％あるとはいっても、ご

承知かと思いますが基準財政需要額、簡単に言えば町の自主財源から留保財源を除いた金額と

相殺されるので、７０％が満額交付税措置されるということは基本的にはございません。 
 最後に教育施設整備基金を繰り入れて建設費の不足財源といたします。この基金は平成

２５年度末残高で３億５，２８８万９，７１３円となっております。３億５千万円強の基金で

す。別途、公共施設整備等事業基金１０億９，７１６万６，４６８円。１０億９千万円強の基

金の活用も可能となっております。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 深澤君。 

〇１番議員（深澤勝君） 
 国庫補助金があり、有利な起債の充当も可能である。なお、基金の繰り入れ可能額は今の説

明だと約１４億円、保有しているという状況かと思います。中学校建設は十分可能な財源確保

がなされているわけでございます。資金的には問題ないと私は思います。したがって、一刻も

早い建設に向け取り組まれますよう願うものであります。町の中央に学校建設するため、一刻

も早く早期に検討が開始されますことを期待するところでございます。 
 子どもたちを取り巻く環境は複雑化、深刻化傾向にあります。子どもの幸福そのものが目的

とされる教育のための社会の構築へすべての大人が心を合わせて取り組むべき時と思われます。

魅力ある学校教育をつくり上げ、他町から転校する子どもが多数出現するくらいの教育システ

ムの構築を切望いたしまして私の質問を終わります。 
〇議長（河井淳君） 

 深澤勝君の一般質問を終わります。 
 次は通告の３番、松浦隆君の一般質問を行います。 
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 松浦隆君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 松浦隆君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 
 平成１９年５月２５日、教育委員会が小中学校適正配置審議会に諮問をし、１０回の審議会

が開催されまして、平成２０年８月２２日に１中２小との答申がされました。それから６年が

経ちました。その間の経過は今回、省きますが議会でも何度ともなく議論され、また一般質問

も数多くされました。 
 ５月末に同意・不同意がなされた時点で、教育委員会では保護者とも双方意見は出尽くした

としておりました。私は各保護者会と教育委員会の間で、先ほど同僚議員からも指摘がありま

したけども、一番大切な信頼関係、これが構築されておらず何か腹を割って話し合いができな

いような状況をつくっている。そのような気がしております。教育委員会の考えを一方的に推

し進めようとしている。そういう姿勢も見え隠れしているような気がしてなりません。その中

において当事者である保護者、また子どもたち、大変不安の中でこの問題を真剣に考え、どう

することが一番正しいのか現在模索していると思っています。その思いを重く受け止めて私は

一般質問をさせていただきます。 
 先ほどの同僚議員と表題は同じですけども、私の別の視点と観点で質問をさせていただきま

すので、よろしくお願い申し上げます。 
 まず、議長に通告の変更をお願いいたします。 
 １番の保護者の同意・不同意についてと２番の統合計画を継続するとの教育委員会の決定に

ついて、これの入れ替えの許可を願いたいと思いますがお願いいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 それでは１番と２番の順番の入れ替えを許可いたします。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 議長の許可をいただきましたので、執行部にはよろしくお願い申し上げます。 
 それでは２番の統廃合計画を継続するとの教育委員会の決定について。 
 質問①、なお統廃合計画を継続する根拠は何か。このことについて伺いたいと思います。 
 この後期統合計画の実施が教育委員会の会議で決定されたと報告を受けました。この決定は

どのような経過で決定されたのか。またその会議の中で実際に異議を申し立てる、そのような

意見はなかったのか。また反対見直しの意見が保護者の中に多くある中で継続をすると決定さ

れた、この根拠をまず伺いたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今、議員さんが質問になられたように教育委員会では統合の同意・不同意の結果を得て教育

委員会を６月に開催いたしました。その中で慎重審議をして計画どおり進めていくという結論

に至ったわけですけども、当然その中ではいろんな論議がございました。議員さんもおっしゃ

いましたように反対の声も挙がっている中でこのままいくのか、あるいは一部変更や凍結はど

うなのか、それらのいろんな多角的な検討をいたしましたけれども身延町の今の子どもたちの
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状況を見ますと統合するのが一番で、教育上の配慮として今やらなければならないという結論

に達しました。それで計画を進めたわけでございます。 
 統合計画を継続していくという根拠は何か説明いたします。 
 統合計画を実施しようとする理由につきましては、ちょっと長くなりますけどもお願いしま

す。３町合併前後から現在まで１０有余年にわたり繰り返してきた議論であることは、議員さ

んも重々ご承知だと思います。３町合併当時と平成２６年当初を比べますと小学生が３９６人、

半減いたしました。中学生は２５９人、これも減少いたしました。今も２６年度は対前年度比

で児童生徒が６３人、減少している状況でございます。これは１年間に１割にも及ぶ驚異的な

割合でございます。複式学級が小学校７校中４校、６クラス生じているというこの状況。また

小規模校にはよいところがあるということもおっしゃいますけれども、このようなことも配慮

した上で、なお統合は必要ではないかと思うわけでございます。 
 議員は平成２３年の９月１６日に議会に提出し可決されました小中学校の適正配置に関する

意見書の３名の提出者のうちの１人であります。この中に議会の全員協議会で１中学校３小学

校にしていくことがよいという結論に達したと明記をされております。さらに「本意見書を熟

慮した中で今後の学校統廃合計画を策定されることを求める」と結んでおられます。どのよう

な事情であれ議会の総意が示されている以上、これも大きな理由の１つでございます。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 松浦君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 いろいろ根拠ということで出させていただきました。１０年以上前から議論している、それ

も承知しています。しかしながらこれは議会も含めてですが、その１０年以上も議論している

間、いろんな紆余曲折がありまして、こっちがいいではないか、あっちがいいではないかとい

うことでいろいろありました。だけど僕はずっと町にも教育委員会にも訴えさせていただいた

んですが、その子どもが減少する傾向にあるということは私たちも認識していたんです。その

ことに対しての対策というものはぜひ、教育ビジョンも含めて将来ビジョンを進めるべきでは

ないかということを盛んに私は話をさせていただいた。これは私も議員の一人として、また議

会としても大きな反省をしなければいけないことだろうとは思うんですけども、それと同時に

教育委員会そのものもそういう将来のことを予想がつくにもかかわらず、なぜその統廃合問題

の議論と同時に同じような方向で今後どうするべきかということも提案するなり、考えるなり

してもよかったんではないかと。そのことを私は、まず訴えたいと思います。 
 それから今、答弁にありましたけども私もその１中３小に対しての名前を連ねております。

ですから、この間も全員協議会の中で１中３小というのは議会の中で決定されたことですから

そのことは重く受け止めながらも、しかしながら議会の中で適正配置に対しては今まで議論を

していなかったと。そのことを今後、議論するべきではないかと、そういう話もさせていただ

いた。その中で、あとで質問の中に出ますけども適正配置について議長から教育委員会のほう

になんらか伝わっていると思いますけども、そういう経過もありますし、私も１中３小と議会

で決定されたことに関して曲げようなんてことは思っていません。そのへんはぜひご理解いた

だきたいと思います。 
 それでは、次の質問に移ります。 
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 教育委員会が議会報告にあった保護者会から同意・不同意の数値、今、先ほどの答弁にもあ

りましたけども同意・不同意の数ですね、保護者会の意思と見られる実施決定がなされたか。

そういうふうに捉えていいんでしょうか。いかがですか。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 教育委員会では保護者に集まっていただきまして、説明会をしてそのときにお伝えをしたわ

けです。同意・不同意の意思を表してくださいということをお願いしました。したがいまして

今回、寄せられた同意・不同意はそれぞれの保護者会のお考えだということは当然、受け止め

ております。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 ではその保護者の考えが同意・不同意に反映されていて、その同意・不同意をもとにして今

回の実施に向けて決定されたというような理解でいいですね、もう一度お願いします。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 同意・不同意の意思は当然、重く受け止めております。ではこれをどうしようかということ

で、先ほど申しましたように委員会では今の現状を考える中で結論を出したわけでございます。

議員さんがおっしゃるとおりでございます。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 そうするとこの同意・不同意、同意の数がいくつ、不同意の数がいくつ、それが教育委員会

のこの後期統合計画の実施に向けて決定された大きな要因だったということは、そういう理解

でいますけどもよろしいですね。はい、次に移ります。 
 先ほど申し上げましたけれども、議長から報告があったと思いますけれども議会で８月

１２日の全員協議会の席において今後、後期統合計画の適正配置について審議することが決定

されました。先ほどの同僚議員の質問にもありましたけども身延中ありきの改修、また建て替

えと答弁がありました。その点も含めて私たち議会が今後、適正配置について審議する、その

ことに対しての教育委員会のご見解を伺いたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 教育委員会の考えは、先ほど議員さんからもお話が一部ありましたように教育委員会で決定

をしておるわけです。したがいまして、一刻も早くこの計画が実現されるようにしていただき

たいとこのように願うばかりであります。議会でもこのようなことをしたいと、会議等を開い

て検討していくというお話だと思うんですけども、委員会とすればこれは結論を早くして今の

子どもたちの教育環境を少しでも良い方向に持っていきたいという願いがありますので、その
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へんはぜひご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 それは議会もおそらく、議員の皆さんも承知していると思います。やはりここまで、こうい

うふうに切羽詰った状態、子どもたちの人数が少なくなって今後どうするべきか。大きな曲が

り角にいることは承知していますし、またそのことを早くしなければ、今後の子どもたちの教

育環境にも影響してくるということは十分承知していますので、私たちもそのことは理解した

中で審議をこれからしたいと思います。 
 次の質問に移ります。 
 続きまして先ほど入れ替えてもらいました１番の保護者会の同意・不同意について、そちら

のほうの質問に移らせていただきます。 
 質問①についてです。 
 同意・不同意の決定を保護者会へ求めましたね。そのことに関しては統合計画に賛成か、反

対か。その結論を出してほしいという、そういう趣旨で依頼したということで理解してよろし

いですか。再度お伺いします。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 この点も何回か申しておりますけども、後期統合計画についての同意・不同意ということを

伺ったわけでございます。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 僕が次に質問しようとしたことを教育長からお答えいただきましたけども、今、答弁の中に

ありました保護者に同意・不同意の結論を求めたのは小中学校後期統合計画に対してというこ

とで、今、答弁がありましたがそういう理解でよろしいですね。はい。分かりました。そうす

ると後期統合計画に対しての同意・不同意ということで確認させていただきました。 
 小中学校後期統合計画に対する同意・不同意を決定するにあたり、各保護者会では苦渋の選

択があった、これは先ほど同僚議員の質問の答弁にもありましたけども苦渋の選択があった。

教育委員会はこの保護者会の決定を後期統合計画の実施決定に今後どのように反映していくの

か、その点を伺いたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今まで保護者会からいろんな意見、要望等があり教育委員会と文書のやりとり等で質問、あ

るいは回答という形でいくつかの点が出てきております。これらにつきましては今後、名前は

まだ決定していませんけども統合に向けた準備委員会なるものを立ち上げて、細部については

検討していかなければならないだろうと、これは当然そういうことだと思います。 
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〇議長（河井淳君） 
 松浦君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 やはり最初に私が言いました、また先ほどの同僚議員も話をしました。こういう統合計画、

また大きな子どもたちに影響を及ぼす、また町の統合計画は町の人口の推移にも影響を及ぼす、

そういう大きな問題だと思っているんです。その点は教育委員会も認識していると、今までの

質問、また答弁でも聞いていますので、そういう部分の中において一番大事なことは何かと言っ

たら、やはり住民、また保護者との信頼関係があってはじめてスムーズにことが進むんではな

いか、私はそのように考えますのでぜひそのことを基本にして教育委員会では、今後のいろい

ろな話し合いを進めていただきたい、交渉も進めていただきたいと思います。 
 それでは次の質問に移ります。 
 平成２６年５月２６日に西島小学校保護者会が、そして５月２１日に原小学校保護者会が同

意書を教育委員会に提出しています。議事録に残りますのであえて手元にありますけども、こ

れをちょっと読ませていただきます。 
 同意書 
 身延町教育委員会教育長 鈴木高吉殿 
 西島小学校保護者会は身延町立小中学校後期統合計画における久那土小学校と西島小学校の

統合のみに同意する。 
 平成２６年５月２６日 
 小学校統合に関する西島小学校保護者会 会長名です。 
 それに付随しまして身延町教育委員会教育長 鈴木高吉殿 
 平成２６年５月１３日 
 小学校統合に関する西島小学校保護者会 会長名 
 小学校統合にかかる協議結果のご報告 
 平素より西島小学校のＰＴＡ運営につきまして、ご指導を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、かねてより協議事項となっていた後期統合計画における久那土小学校と西島小学校の

統合に関し、西島小学校保護者会の見解がまとまりましたので下記のとおりご報告いたします。 
 １．久那土小学校との統合について 
 標件につき平成２６年４月１８日に第３回保護者会を開催し、後期統合計画の町内１中とす

る計画とは切り離し、小学校統合の決定が中学校統合になんら影響を及ぼすのではなく、かつ

両小学校の統合のみにつき判断するならば、久那土小学校が西島小学校へ統合することについ

て同意するとの結論に達しました。 
 ２．町内１中について 
 同日の保護者会では、保護者の皆さまが町内１中になることを大変懸念していることから意

見集約を行ったところ保護者全員が身延中学校への統合は、距離および通学時間等がかかるこ

とから反対であるとのことでしたので申し添えておきます。 
 小学校統合について同意した場合、中学校統合計画が原案どおり進んでしまうのではないか

と心配する保護者が大多数で今回の小学校の同意・不同意の取りまとめが難航したのも事実で

す。中学校統合が前提ならば、この同意という結果には至らなかったことをぜひともご理解い

ただきたく存じます。 
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 重ねてお願いになりますが教育委員会の皆さま、関係者の方々には児童にとって最良の道が

示されるよう保護者の意見を最大限尊重し、本件に反映していただけるよう改めて伏してお願

い申し上げます。 
 続きまして、原小学校の同意書です。 
 同意書 
 身延町教育委員会教育長 鈴木高吉殿 
 原小学校保護者会は身延町立小中学校後期統合計画における下山小学校、下部小学校との連

合に関してのみ同意する。 
 平成２６年５月１９日 
 小学校統合に関する原小学校保護者会 会長名になります。 
 両校の保護者会が小学校のみとした同意書だったわけですが、教育委員会では５月中に各保

護者会から同意・不同意の報告を受け６月２６日の教育委員会第４回臨時会、この中で後期統

合計画の実施を計画どおり進めると決定したと聞いております。７月１４日の議会、そして７月

１５日の各保護者会、また７月３１日には町民へと回覧で周知し矢継ぎ早な周知、また報告を

していただきました。伺います。このことは時系列的に考えても、この内容についても間違い

ないかどうか確認をお願いします。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今、議員さんがおっしゃったとおりの時系列で間違いないです。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 次の質問に入る前に、実はここで資料を配布したいと私は考えていました。議長に確認した

ところ教育委員会の許可があればとのことでした。そこで教育委員会に伺いたいと思います。

西島、原小学校からの「後期統合計画における西島小学校および原小学校の同意書への解釈に

ついて」、この文書とそれから教育委員会から「原小、西島小学校の保護者会への身延町立小中

学校後期統合計画に関する西島小学校および原小学校保護者会の同意書の解釈について」とい

う回答ですが、この２つを資料としてこの議場の中に、議員また執行部のほうに配布してよろ

しいでしょうか。ちなみに保護者会からは了解をいただいておりますがいかがでしょうか。 
 基本的に今まで、教育委員会に申し上げたいのは今までのそういう書類的なものはお互いの

相互の保護者会の認識、それから誤解が生じないようにということで、そのことをすべて公表

していますね。この部分に関してはなぜか知らないんですが、今のところ公表されていません。

ですからあえてこの場で公表させていただいていいかどうか、時間がありませんのでご答弁を

お願いします。 
 日にちは原小学校、西島小学校に出したのは８月５日。それと教育委員会からの回答が８月

８日、第１９３号です。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
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〇教育長（鈴木高吉君） 
 今、教えていただきました文書、これはどうぞ配布していただきたいと思います。 

〇議長（河井淳君） 
 松浦君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 それでは私の一般質問の時間内で配布をさせていただきたいと思いますので、お願いいたし

ます。 
 時間もありませんので、配布をしてもらいながら質問を続けたいと思います。 
 平成２６年８月５日に西島小学校と原小学校の保護者会が連名で「後期統合計画における西

島小学校および原小学校の同意書への解釈について」と題して紳士的かつ低姿勢で質問してい

ます。この内容を読み上げたいと思います。 
 身延町教育委員会教育長 鈴木高吉殿 
 平成２６年８月５日 
 西島小学校保護者会 会長名 
 原小学校保護者会 会長名 
 後期統合計画における西島小学校および原小学校の同意書の解釈について 
 平素より西島小学校および原小学校のＰＴＡ運営につきまして、ご指導を賜り厚く御礼を申

し上げます。 
 さて、先般の山梨日日新聞および議会だよりの内容と町議会議員の方々との意見交換会をし

たところ、両校保護者会の同意書が意図に反する見解がなされているように受け止めました。 
 保護者会としては中学校統合とは切り離して検討し小学校統合のみに同意し、後期計画全体

についての同意ではありません。町内１中および身延中学校への通学については反対であるた

め不同意と位置づけております。 
 しかしながら先般の新聞や議会だより、町議会議員への説明では保護者会の意に反し、後期

統合計画全体について同意されているかのように明記されています。 
 つきましては、両校保護者会の協議報告書および同意書の内容が誤解を招くような文面に

なっていたかもしれませんので、町教育委員会はどのような解釈をしているのか、文書にて８月

２５日までご返答くださいというふうになっています。 
 中学校統合とは切り離し、小学校統合のみ同意し後期統合計画全体での同意ではないという

ふうに明確に表明しています。教育委員会ではこの質問書を受け取っていますよね。内容も確

認していますよね。そのことについて。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 当然、文書も受け付けておりますし、回答もいたしております。内容についても承知をして

おります。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 この質問に対して８月８日付けで教育委員会からの身延町立小中学校後期統合計画に対する
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西島小学校および原小学校保護者会の同意書の解釈について（回答）というふうにあります。

お手元の２枚目の資料になりますけども、こちらのほうも読ませていただきます。 
 西島小学校保護者会 会長名 
 原小学校保護者会 会長名様 
 身延町学校教育課発第１９３号 
 平成２６年８月８日 
 身延町教育委員会教育長 鈴木高吉 公印省略 
 身延町立小中学校後期統合計画に対する西島小学校および原小学校保護者会の同意書の解釈

について（回答） 
 平素より本町の教育行政には深いご理解をいただき、誠にありがとうございます。 
 さて平成２６年８月５日付けで照会のありました表記につきまして、次のとおり回答いたし

ます。 
 まず西島小学校および原小学校の保護者の方々にさまざまなお考えがある中で、同意書をお

取りまとめいただき感謝申し上げます。 
 たしかに両校からは、特に町内１中学校としたときの通学問題に関する懸念から小学校統合

のみ賛成する同意書をいただきました。このことに対する新聞社の記事をはじめ必ずしも詳細

が伝わっておらず、両校保護者会にとっては不本意であると拝察いたします。 
 一方、教育委員会からは議会へは去る７月１４日の報告会で両校とも中学校の統合問題を排

除して協議した結果として、当該小学校間だけの統合に同意したとの旨を明記した資料を提出

し説明をいたしました。 
 その後は、議会から正式な手続きを経てなされた要請により７月２８日に全校分とともに両

校の同意書と５月１３日付けで西島小保護者会からありました協議結果の報告書のコピーを送

付しました。 
 それでも事実が正確に伝わっていないのであれば教育委員会としては誠に残念であります。

教育委員会は当然に両校とも小学校に限った同意内容であったことは承知しています。その上

で今後、中学校の統合が決定し次第、通学問題についてはスクールバスによる円滑な通学方法

を保護者の方々と協議いたしますこと、また統合後は当面、既存の校舎を使用するとはいえ、

いずれ老朽化が顕在する校舎の大規模改修、あるいは改築の際には当然に町内全域を見渡した

中学校配置の検討もあり得ることをぜひご理解の上、統合問題にご協力いただきますようお願

い申し上げますという文書になっております。 
 このやりとりで両校から１中学校での通学問題の懸念で小学校のみに賛成する同意書をも

らったとありましたし、続けて新聞記事で詳細が伝わらなかった。保護者会にとって不本意で

あると拝察しているという教育委員会からの保護者会に対する同情の念も示していただきまし

た。また両校とも小学校に限った同意内容であると承知していると教育委員会も明確に認めて

いるわけでございます。 
 この２つの、今ここではあえて資料と言わせてもらいます。１部は保護者会から出された書

類、１部は教育委員会から返ってきた公文書でございますが、あえて資料と言わせてもらいま

すが、すなわちこの西島小学校保護者会、原小学校保護者会の同意書は今の資料を見ますと、

身延町立小中学校後期統合計画にかかる同意書としては認めていないとの認識でよろしいです

か、お伺いいたします。 
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〇議長（河井淳君） 
 学校教育課長。 

〇学校教育課長（渡辺明彦君） 
 後期統合計画に対する同意書は全面的な同意であったとは思っておりませんが、少なくとも

小学校に関しては同意するという文面で１枚の同意書をいただいております。それとは別添で、

中学校に関すれば別の意見があったということを報告するので、それは教育委員会としても十

二分に承知しておいてほしいと、保護者の方々が意見を付したものだと考えております。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 松浦君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 今の答弁、ちょっとおかしいんではないですか。というのは後期統合計画、１中３小に対し

て同意・不同意を求めているんですよ。それで教育委員会は保護者会、また私たちも聞いてい

ますけども保護者会に条件付きそのものは認めないという話でしたよね。今の学校教育課長が

話をされたことに関しては小学校のみで認めた。基本的にはこれを後期統合計画のかかる同意

書ではないというふうに認めているわけですね。しかしその中で小学校に関してのみ認めたと。

中学校はそういうふうな考えのもとで出したんだというふうに言えば、ある意味でこれは条件

付きとみられるんではないんですか。いかがですか、どうぞ。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 話をはじめから整理させていただきたいと思うんですけども、まず最初に同意・不同意を何

に対して求めたかということでございますが、これは昨年１０月８日に保護者代表に対する説

明会で説明したとおり、後期統合計画全体に対して同意・不同意を出していただきたいという

ことです。ただ、そのときに関係する小中学校は単独で結論を出すのではなく、例えば下部小

学校だけで結論を出すと下部中学校が立ち行かなくなるということもありますので、関係する

小中学校は単独で結論を出すのではなく、情報の共有や協議をし、検討過程で同じ方針を取っ

ていただければありがたいというふうにご説明を申し上げました。 
 結果的に自校の統合に限り統合に同意するとした保護者会がありましたが、これは今、議員

さんのおっしゃっているとおりですけれども、もともと今までの議会の場で指摘を受けたよう

な保護者に責任を押し付けるというふうな考えは毛頭ございません。 
 全１１校ある統合計画でございますので、１１校すべてについて正確に、これは統合でよい

か反対であるかということを一保護者会が議論するというのは非常に大変なことだと思います

ので、原小学校、西島小学校の回答書はそのまま受理したということになります。そして、そ

れについては同意・不同意の内容の中の特に不同意についてはどうして不同意になったのか、

そのような結論に至った保護者の考えをのちのち教育委員会が精査するために、こういうこと

だったよということで理由を付けていただいたということでございます。 
 それから条件付きは認めないということを先ほど来、議員さんは盛んにおっしゃっています

けども条件付きは認めないという強い口調で言ったということはないと思います。それは学校

統合にかかる同意・不同意の回答に条件を付さないでいただきたいという文脈でお願いをしま

 ７３



した。この条件を付さないでいただきたいというのはどのようなことかというと、私たちがそ

のときに想定してお話ししたのは学校名はＡ小学校とする、あるいは使用する校舎がＢ小学校

であるなら、あるいはＣ校独自の活動を統合校でも行うなら、統合の時期を１年ないし２年先

送りするならという、そういう条件を付した同意はなるべく避けていただきたい、そのように

ご説明したわけです。 
 これはなぜかと言うと、そのような条件が付されると後期統合計画の根底に関わることで直

ちに対応ができません。管内１１校ですべてに同様な条件を付されれば、これはもう後期統合

計画は収拾がつきませんし、また統合が決まったあとでなければ保護者などの関係者で協議す

ることができない事柄が多く予想されたからです。したがって条件を付すならば不同意として

もよいが、それでは教育委員会では検討のしようもないので、そのよすがとして、手がかりと

して理由を記入してほしいというふうに説明をいたしました。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 今までの流れも伺いました。だけど、しかしながら小学校統合のみ同意して後期統合計画全

体での同意ではないと表明した、このことは今の答弁にもありましたけども、西島、原小学校

がそのようにしたということは認めたわけですから、そのことで結構でございます。 
 それと同時に先ほどの文書にもありましたけれども小中学校統合計画に対しては不同意であ

るとしたということも教育委員会では認めていると、そういうふうに理解させていただきます。 
 今の話で言いますけども、なんのために同意・不同意を保護者会にお願いしたのか。この問

題になると思うんですが保護者会は大変苦労されました、このことに関しては。今、答弁にも

ありましたけども。教育委員会でも先ほどの答弁にもありましたけども保護者会の同意・不同

意が基本的には保護者会の意思だと、そのように認めていただきました。また教育委員会では

保護者会に出している文書の中で、今ちょっと資料を持っていないんですが、その文書の中で

当該中学校に関しては今後、小学校の児童生徒がその中学校に通学する関係があって、中学校

と小学校に関しては連絡を密にして話し合っていただいて結構ですよという、そういう文書も

出していますよね。ですからこの西島小学校、原小学校の中学校後期統合計画に関しては、大

きな意味を持つというふうに私は思っています。 
 次の質問に移ります。時間があまりありません。 
 実施を決定した限りの時点で、西島、原の保護者会から同意書の解釈についての質問書は、

これは出ていませんね。８月５日に質問をして８月８日に回答したわけですから、これは６月

２６日でしたか、第４回臨時会のときにはこの原小と西島小の保護者会からの同意書の解釈に

ついての質問書は出ていません。その時点では先ほど読み上げた小学校のみとした同意書と、

それから平成２６年５月１３日に西島小学校が出した協議結果の報告だけです。そうするとど

う考えても会議の際に教育委員の方々、教育委員会で会議なさったわけですけれども、先ほど

いろいろ意見が出されたという話でしたけれども、その教育委員会の決定に対する審議をする

時点では基本的には教育委員会が私たちに議会報告をなされた、管内保護者会による後期統合

計画への同意等の状況、この中で教育委員会にもそれを資料として出していると思うんですよ。

その教育委員会の決定する会議の中で西島、原の保護者会からも同意をいただいたと報告し決

定がなされたのか。もしくは西島、原の保護者会は小学校のみと理解しつつ、それでも決定に
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至ったのか。決定にもっていったのか。この２つしか私としては考えがつかない、説明がつか

ないというふうに思うんです。この西島小学校、それから原小学校の保護者会からの報告書、

この同意とカウントして教育委員会の決定は、第４回臨時会の中においてどのような形で委員

の方に報告をして決定されたのか、その点について伺いたい。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 同意書、不同意書、それからあるいはそれに付随しているものにつきましては事務局が受け

取った段階で直近の教育委員会にすべて報告をしております。今、手元にそのときの定例会の

会議録とか資料がございませんので申し上げられませんが、間違いなく、そのときまでにあっ

た、前日までにあった状況についてはリアルタイムで教育委員会に報告し、ご協議をしていた

だいています。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 松浦君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 では今のことでいきますと、その教育委員会の第４回臨時会で決定される席において、事務

局として報告したのは管内保護者会による後期統合計画への同意等の状況、もしくは平成

２６年に身延町管内小中学校保護者会から提出された同意、または不同意にかかる書面の写し、

これを出しているはずなんですね。そうすると同意が６、不同意が３、保留が２、もしくは１に

なるわけですね。その同意６、不同意３、保留２で教育委員の方がその資料をもとにして、そ

のことを審議したのであれば、これはちょっとおかしい話になるんではないですか。その点、

どうぞ。先ほど教育長も私に答弁していただきました。この同意数、不同意数を非常に重く受

け止めた中で、この統廃合の後期計画を実施することを決定するかどうかということで審議し

て決定したというふうに話されました。ということはこの同意６、不同意３、保留２、この数

字を重く受け止めて報告して決定されたということですよね。そういうことですよね。はい。

では、それをちゃんとマイクを使って答えてください。今のそのことだけでいいです。答えて

ください。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 先ほども申しましたように同意・不同意の状況を事務局から報告を受けて、教育委員会では

会議の中でいろんな意見が出まして、最終的には６月２６日に決定をし、計画どおり進めてい

こうという結論になりました。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 これが、ここがすごく大きな問題だと思うんですよ。ちょっと長くなりますけども、この議

場にいるすべての皆さんに分かるように時系列も含めて詳しく説明させていただきます。その

上で皆さまに判断していただきたいと考えますが、教育委員会にはそのあと質問させていただ
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きます。 
 ７月１４日に行われた議会説明会で示された資料、管内保護者会による後期統合計画への同

意等の状況、それから学校数、そのときは学校数９校で同意６、不同意２、保留１とありまし

た。しかしその後、小中一体の保護者会が２保護者会であることも勘案すると学校数でいえば

同意６、不同意３、保留２となります。これが当日の教育委員会からの議会に対する説明でご

ざいました。 
 その中に保護者会から提出された書面、これは公文書ではないということで、そのとき入っ

ていませんでしたので請求したんですが、出していただけず、議会を通じて議長名で申請を出

して、あとから出てきたという経過もございました。この同意が、そのときの書面に提出され

た同意・不同意数の数というのが同意６、不同意３、保留２とあります。この同意が多い数字

なわけですね、この時点では。６、３、２と、ぜひ皆さんにも記憶してもらいたいんですが、

この同意６、不同意３、保留２の中に先ほど私が質問したところの西島、原小学校の保護者会

も入った同意の数なんですね、これは。この先ほど僕が許可をいただいて皆さんに配布した中

身を見ていただくと、この２つの保護者会の同意書が、中身は基本的に後期統合計画の同意で

はないと。そういうふうに言っているわけです、保護者会が。それに対して教育委員会も公文

書でそれは理解していますよ、認めますよと。また今、学校教育課長もそれはそのとおりです

というふうに認めていただいたわけですから、そうすると回答、今の答弁を、すべてを勘案す

るとすなわち同意４、不同意５、保留２になるわけです。それが教育委員会で同意６、不同意

３、保留２をもとにして協議して決定されたとすると実際には同意４、不同意５、保留２、こ

の中の下部小中学校の保留の内容も、中を見ると同意が９名、不同意が１３名、条件がいろい

ろ付いていましたけども、不同意の保護者の数が多くなっています。厳密に言えば、それもも

し入れるとすれば同意４、不同意７というふうな数になるわけですよ。下部小中学校は保留と

いうことで出していますから。それをそのままにしても、保留にしても不同意が多いというこ

とがこれは事実だと思うんですよ。この状況下で協議した結果、教育委員会としては多くの統

合反対意見があることも承知しつつ、教育的観点から見ると学校統廃合は計画どおり進めるこ

とが最適であると判断しますという意見で合意を得たとして、後期統合計画の実施が決定され

ました。この一連の経過、これはどう考えてもおそらく、僕もそうですが保護者の方もまた町

民の方もこれは納得いく状況ではないと考えるんですが。これは私が思うに下手すると決定さ

れたそのものがおかしいではないかということで話が出てくる可能性もあると思うんですよ。

私が一番言いたいのは後期統合計画に対する不透明な同意・不同意の求め方、一部同意書が不

同意であるということを認識した中で、しかしながらそのまま報告、作為的に決定された不透

明な教育委員会の合意と混乱を招く可能性のあることを認識できる状況で議会、各保護者会、

町民へ周知したこと、このことを私はすごくおかしいと思うんですよ。 
 それでこの今言った不透明な教育委員会の合意の前にありました作為的に決定された、この

作為的はなぜそういうふうに私が言うかといいますとこの原小学校、西島小学校の保護者はこ

の文書を出す前に教育委員会に電話で確認していますよね。電話で確認したときに小学校のみ

で結構ですよと。教育委員会からそういう指導を受けながらこの文書を出しているわけです。

ということはその時点ですでに５月末以前の時点で西島、原小学校の保護者会は統合計画には

反対であって、しかしながら小学校のみは教育委員会からの指導で、小学校のみを出していた

だいて結構ですよという指導を受けたからそういうふうに出した。ですから私たちの意思と違
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うことが新聞に報道されたり、いろいろな場面でそういう話を聞くから、私たちはおかしいと

思うからということで、私たちの表現が悪かったのかということで質問をしているわけではな

いですか。そういうことを勘案するとどう考えてもおかしいことだと思いますし、私はこのこ

とを、真実の部分をやっぱり究明するべきだと、追及するべきだと思うわけです。 
 本当に時間がなくなりました。一般質問の中でこんなに時間がなくなるとは思っていません

でしたけども、以上が私が納得いかない、真実を追究するべき事柄だと思います。この一連の

流れを総括すると、これは私の考えですよ、教育委員会自らが進めようとしている後期統合計

画で反対の声を押さえ、有利に運ぶようなそういう形をつくるために保護者会の同意・不同意

の結果を作為的に操作し、多くの同意を得られたごときの結果の状況をつくったのではないか、

そういう疑惑が頭をよぎります。そのことについての教育委員会の見解を伺います。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 一連の事務を取り扱っていますので、私のほうからお答えをしたいと思います。 
 教育委員会がまず議会にお示しした資料ですけれども、西島小学校と原小学校についてはこ

れは中学校については統合の問題を排除した結果、小学校のみについて同意したというものを

すでにお配りがしてあると思います。 
 それから話がちょっと前後いたしますけれども、西島小学校の保護者会長さんたちに例えば

小学校だけの統合に対する同意だけどもいいかと言われたときに、先ほど言いましたとおり全

１１校あるところを全部カバーするような協議というのは非常に難しいので、その胸中を察し

てそれではいいですよ、ただその理由を付けてくださいということを申し上げただけです。 
 それから私たちが数字を操作しているということを言われますけども、それは実に不本意で

す。また、私たちは学校１１校の保護者会の多数決で多いところのほうを採択して、それで統

合するというふうなご説明は１回もしたことがありません。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 今、話がありましたけども、操作してということで、もし僕の、自分が考えている作為的と

いう言葉がそれはおかしいということであればそれは私、撤回してもいいですよ。では逆に言

わせてもらいます。作為的ということを省くのであれば、教育委員会が教育委員会の中で保護

者と対等でいろんな話をする中で、私たちには知らない中で先ほどの西島小学校、原小学校か

らの電話の連絡、そういうこともあって、そのことを承知した上でその第４回臨時会にそのこ

とを、私たちも言ったと言いましたけども、中学校統廃合を排除して協議した結果との報告が

あり、ただし当該小学校間の統合に関するものというふうに書いていますけども、しかしなが

らその中で先ほど話をしたように、６、３、２のそういう報告をしているではないですか。そ

ういう形の中で審議しているんでしょう。そうすると教育委員会の事務局の作為的というのが

駄目であったらミスでもいいですよ。だけども実際にはそうやってやったということは事実で

すよね。それを重きにおいて教育委員の方々が皆さんで審議して実施するべきということで進

んだわけではないですか。その事実は変わらないわけです。そうするとそういうことが、なぜ

そうなったのかというのを逆算していくと、この部分でおかしいなというのが私だけではなく
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て、ほかの方々も、おそらく保護者の方もおかしいぞという話になると思うんですよ。ですか

ら私は今回こういうふうに追及させていただきました。 
 分かりました。もう時間もありませんので、次の質問とかいろいろあるんですけども、これ

は私はしっかりと調査して議会も、また町民も保護者も納得するような形を取るべきだと思う

んですよ。ですから、われわれ議会の中に与えられている調査権というのは百条調査、これし

かありません。しかしながら、百条調査をやるということは私は今、言いません。しかしなが

ら百条調査を視野に然るべき手続きを取らせていただきたい。そしてこの中身をしっかりと検

討して精査して誰もが納得するような、そういう形を出していただいた中で決定という。そう

すれば保護者の方も私たちも「なるほどな、納得しましょう」という話になると思うんです。

そういうふうに持っていくべきだと思いますので然るべき手続きをさせていただきます。さし

あたり教育厚生常任委員会の継続審議に小中学校統廃合問題、この問題についての継続審議が

ございます。その中で所管事務調査を願い出てやっていただく、そういうふうに思います。 
 本当に時間がなくなってきました。このような状況で時間がなくなったこと、本当に私の時

間の配分ミスで申し訳ないんですが、これ以上、質問を続ける状況にありませんので、統廃合

問題に関したことに関して、このへんで終わらせていただきたいと思いますし、それについて

も基本的にこの私の通告に従って答弁を、時間をかけてしていただいた執行部の皆さんには心

から陳謝を申し上げながら私の一般質問を終わりたいと思いますが、その前に１つだけ、議長

に了解をいただきたいと思います。 
 一言だけ発言をさせていただいて、それで締めるという形でよろしいでしょうか。 

〇議長（河井淳君） 
 質問以外ですか。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 統廃合問題に関係した問題です。 

〇議長（河井淳君） 
 質問以外ですか。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 以外です。時間内だから大丈夫ですか。 

〇議長（河井淳君） 
 とりあえず発言は大丈夫ですけども。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 では許可をいただきましたので、発言させていただきます。 
 去る８月２９日に久那土小中学校の児童生徒が町長、教育長、議長宛てに手紙を書いて提出

させていただきました。これは私もあとから聞いてびっくりしたんですが、このことは後期統

合計画の実施が決定されたあとであることもありまして、反対する保護者会の意を受けての行

動ではないかというふうに危惧され、また疑われた部分もあったように聞きました。しかしな

がら、あとでその親御さん、それからその子どもとも話をしましたけども、児童生徒が自発的

に自分の通っている学校、そしてまたその母校に対する思い、そのことを純粋な気持ちで手紙

に綴ったと子どもたちも言っていました。そしてまたその綴ることを一人の子どもが始めたこ

とで、ほかの児童生徒がでは私も書こう私も書こうと、そういう形の中で自発的に仲間が増え

ていった。その結果で、あの手紙を提出させていただいたというような経緯がございましたの
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で、その点をぜひご理解いただいて、子どもたちの思いを胸の中に留めていただきたいと、こ

のように考えます。 
 大変いろいろ話をさせていただきましたけれども、最後には先ほどの問題に関しては議会で

も調査をしていただくこと、またそしてお互いに納得のいくような形の中でやっていく、この

ことがベストだと思いますので、ぜひそのような形でお願いしたいと思います。 
 これで私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。 

〇議長（河井淳君） 
 松浦隆君の一般質問は終わります。 
 議事の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。 
 再開は１３時といたします。 

休憩  午前１１時４９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時００分 
〇議長（河井淳君） 

 休憩前に引き続き、議事を再開いたします。 
 次は通告の４番、芦澤健拓君の一般質問を行います。 
 芦澤健拓君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 芦澤健拓君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 ６番、芦澤健拓です。通告に従って質問します。 
 憲法第９９条には天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこ

の憲法を尊重し擁護する義務を負うと規定されています。つまり総理大臣をはじめとする国務

大臣や国会議員、裁判官、県知事や市町村長などすべての公務員はこの憲法を尊重し擁護する

義務を負うと定められています。これは第２次世界大戦により国民が大きな犠牲を被ったこと

から生まれた平和憲法と呼ばれる日本国憲法の基本的な考えであり、憲法が他の法律と異なり

行政・立法・司法に携わるすべての公務員を束縛し、多数派や権力の横暴から少数派や国民を

守るという、いわゆる立憲主義という考え方に基づくものです。 
 国家権力の横暴から国民の権利を守ることを目的に制定されたのが日本国憲法であり、憲法

は法律を超えた、いわゆる超法規的な法律であり、それを守る義務が立法府、行政府、裁判所

にもあるというのが立憲主義です。 
 安倍首相は一貫して戦後レジウムからの脱却とか日本を取り戻すと言ってきましたが、この

キャッチフレーズの意味は日本国憲法を制定し守り続けてきた戦後体制、すなわち戦後レジウ

ムを否定して戦前の体制下の日本を取り戻したいということだと推測されますが、彼は敗戦後

の日本で占領軍によって決められた現憲法を改正したいという強い思いを持っているように感

じられます。 
 従来、法律の解釈を司る権限を有する内閣法制局の憲法第９条の解釈は戦後７０年近くにわ

たって個別的自衛権は認めるが、集団的自衛権は認めないというものでした。しかし安倍首相

は法制局長官に自分の都合のよい人材を任命し集団的自衛権を認めさせようとさえしました。

しかしこれに失敗し、とうとう与党の一部である公明党との極めて短時間の協議の末に今年
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７月１日、集団的自衛権行使容認を閣議決定するという乱暴な方法で憲法解釈の変更に踏み

切ったわけです。 
 第９６条にはこの憲法の改正は、各議員の総議員の３分の２以上の賛成で国会がこれを発議

し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には特別の国民投票、または国

会の定める選挙の際、行われる投票においてその過半数の賛成を必要とすると定められている

ように憲法は簡単には改正できないようになっているわけです。 
 したがって、与党間だけの協議に基づく閣議決定によって、憲法解釈を変更するというのは

立憲主義を尊重しないということで、まさに憲法と立憲主義の危機であるといっても過言では

ありません。 
 憲法第９６条の憲法改正手続きにもよらず、内閣法制局の憲法判断も無視して安倍首相の

まったく私的な諮問機関である安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、略称、安保法制

懇と言うらしいんですが、これの報告書に基づいて閣議決定するという前代未聞の乱暴な方法

で重要な憲法解釈の変更を行ってきたわけです。このような手法が認められると憲法のどのよ

うな条文の解釈も時の政権の思うがままということになります。 
 ここで町長の立憲主義に対する見解をお聞きします。 

〇議長（河井淳君） 
 町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 議員おっしゃるとおり、日本国憲法は国民が国家権力を縛るものであり、国に守っていただ

くものであると思います。これがすなわち立憲主義であると思います。その根拠が第９９条で

あるというように考えております。ついては地方議会、私どもの町村の議会の中で憲法議論を

行うことについてはどうかと考えますので、これ以上の答弁は控えさせていただきます。 
〇議長（河井淳君） 

 芦澤君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 町長が正しいお考えをお持ちであることがよく分かりました。 
 次に今年５月３日の憲法記念日に山日新聞に掲載されました県内２７市町村に対する集団的

自衛権の是非調査というアンケート結果についてお聞きします。 
 これは集団的自衛権行使を認めるかという設問と閣議決定による憲法解釈変更を認めるかと

いう設問のアンケートでした。 
 最初の集団的自衛権行使を認めるかという設問に無条件で認めるとしたのは山梨市、南アル

プス市、北杜市の３人の市長とわが町の望月町長の４人でした。一方、内閣の判断による憲法

解釈変更、すなわち閣議決定による憲法解釈の変更については町長が支持すると答えています。 
 私だけの考えかも分かりませんけども、従来、町長はこのような国政に関するアンケートに

は国の方針は国会で議論して決めるべきであるなどとして、明確な回答を避けてきたように思

いますが、なぜ今回だけはこのように明快に集団的自衛権行使を無条件で認めるとか閣議決定

による憲法解釈の変更も支持するとお答えになったのか、その理由を改めてお聞きします。 
〇議長（河井淳君） 

 町長。 
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〇町長（望月仁司君） 
 これにつきましては私にも思想とか信条の自由があるのかなと考えておりますし、私のアン

ケートについては、町長としてではなくて望月仁司個人としてお答えをいただきたいというこ

とでいただきましたので、ここに書かせていただいたのは事実でございます。 
〇議長（河井淳君） 

 芦澤君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 よく靖国神社の参拝などで私人としてとか、自分のポケットマネーで玉串料をあげたとかと

いうそういう話をよく聞きますが、私はこれは絶対違うと思うんですよね。町長はあくまでも

身延町長であり、公人としての立場以外にこういう、特にこの場合は県内２７市町村の長に聞

いているわけですから、これを個人的な考え方というふうにして、今お答えになったようです

が、これは私の個人的なそれこそ意見ですけども、これは間違っていると思います。 
 今まで、町長がさっきも言ったようにこういう問題については、はっきりとそういう答えを

してこなかったのに、なぜ今回だけはこういうふうにお答えになったのか。それをたぶん町民

の皆さんもなぜかなというふうに思っていると思いますし、実際そういう声も聞いております

ので、この点についてもう一度、答弁をお願いします。 
〇議長（河井淳君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 反問権がございませんのでちょっとお答えにくいんですけども、私が答えたことが実は町の

行政に不利益を被っているのか、利益を被っているのか。私はその解釈は不利益も利益も被っ

ていないだろうと思いますので、そのへんはともかくとして私の考えを、私もここで答えた以

上、私の考えだけはお聞きいただきたいなと思います。 
 私個人の考えと言いますと、また議員がおっしゃいますけども、私の考えはご案内のとおり

国連憲章でも個別的自衛権と集団的自衛権、これも双方があると規定されているように思いま

す。わが国では米国との間に日米安保条約を結んでおります。これの行使も当然、自衛権に含

まれると私は思っています。にもかかわらず、わが国では集団的自衛権を結ぶ権利はあります

けれども行使はできないという、私に言わせると奇妙な解釈が何十年も続いてきたように思い

ます。もちろん私は憲法学者ではありませんから、違っているかもしれませんけれども私はそ

ういうように思います。 
 今、わが国を取り巻く国際環境は大変厳しさを増していることはご案内のとおりでございま

す。中国の尖閣諸島の領有権の主張、あるいは北朝鮮では独裁体制のもとミサイルを中心に防

衛力の強化、韓国ではイ・ミョンパク前大統領の竹島上陸、ロシアは依然として北方領土の領

有権の主張などでございます。このような考えの根底には日本はもう大国ではないという、わ

が国軽視があるように私は思います。 
 この状況を打開するためには、集団的自衛権はいつでも行使できるという意思表示をするこ

とが抑止力を高めることにつながると思います。 
 日米安保時には戦争になるとか戦争に巻き込まれるとの議論もありましたが、ご案内のとお

り日米安保条約は半世紀以上、東アジアの安定に大きな役割を果たしてきたと私は思います。

私はすべての集団的自衛権の行使に賛成をしているのではありません。範囲は限定されるべき
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であると思っています。平和を願うのは誰しも同じであるからであります。あくまでも不測の

事態を避けるために抑止力となる自衛権の行使を謳うことが必要であると考えております。 
 私の考えが先ほど申し上げましたとおり町行政に対し不利益を生じているであるならば、こ

れは私がお詫びを申し上げますけども、そんなことも含めこれ以上の答弁は差し控えさせてい

ただきたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 芦澤君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 これ以上の答弁は差し控えさせていただきたいということですので次の質問に移ります。 
 憲法第９条第１項には日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の

発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久に

これを放棄する。 
 第２項には前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦

権はこれを認めないと規定されています。 
 単に戦争しないというだけではなく武器を持たない、戦力を保持しない、交戦権を認めない

というのがわが日本国憲法が平和憲法と呼ばれるゆえんでもあり、ＰＫＯ、国連平和維持軍で

イラクへ派遣されたときにも相手方の軍隊に自衛隊は攻撃するなという指令が出ており、戦闘

による死者も負傷者も出なかったというのは有名な話であり、この平和憲法を戦闘の相手方で

さえも十分に理解しているという証左であります。 
 世界の国々は日本は平和裏に紛争を収め得る世界でも稀な国家であると考えているわけで、

われわれ国民はこれを誇ってよいことと考えますが憲法第９条に対する町長のお考えをお聞き

します。 
〇議長（河井淳君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 私も日本国憲法第９条については誇り得る条文だろうと、こういうようにも理解をしている

ところでございます。 
〇議長（河井淳君） 

 芦澤君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 憲法第９条のことをご理解いただいた上で、先ほどのような集団的自衛権の行使容認を認め

るというのは、ちょっと私としてはなんか納得がいかないんですが次に移ります。 
 安倍首相は集団的自衛権の行使容認を限定的に行う。先ほど町長の答弁の中にもありました

が限定的に行使容認を行うと言っています。しかし私はそんなことは不可能であると考えます。

同盟国であるアメリカが行使容認を歓迎しているということは、アメリカが関与する戦争に参

加することを求めてくることは明らかですし、アメリカは世界の警察というふうに自分たちの

ことを言っておりますのでいろんなところで戦争をしている、一番戦後で戦争している国はア

メリカ合衆国ではないかと思いますけども、そういうことも考えるとやっぱり限定的に行うと

いうのはほとんど無理なことであろうと。 
 それから先ほど町長の答弁の中にもありましたように一触即発を狙っている中国、北朝鮮等
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も戦争を挑んでくる恐れが十分にあります。そしていったん戦争が始まれば限定的などという

ことはまったく通用しません。戦争になれば戦闘地域も戦闘方法も限定することなどできない

わけですから、自衛隊から多くの死者が出ることは否定できません。 
 先ほどまで幹事長でありました自民党の石破さんは、あるテレビ討論で自衛隊員から戦死者

が出れば１人４億円から５億円の損害賠償を出さなければならないだろうという見解を述べて

いました。平成２４年３月３１日現在で陸自、海自、空自、合わせた定員は２４万７，７４６人

だそうです。実際に戦争が始まれば、とてもこの人員では対応できるはずもなく、いずれは徴

兵制が施行されることになると思います。万一、徴兵制が敷かれるようになれば私たちの息子

や孫を戦争に送り込むことになります。町長はこの徴兵制が敷かれるような事態にはならない

というふうにお考えでしょうが、あえてお聞きしますけども徴兵制という大変重いこの制度に

ついて町長のお考えをお聞きします。 
〇議長（河井淳君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 質問の趣旨が戦争になったらという仮定の話であると思います。国家的判断に委ねる問題で

あると思います。しかしながら徴兵制ということに限定した私見を申し上げさせていただきま

す。 
 今の憲法では認められていないという現政府の見解を私は支持をする考えでございます。そ

れと先ほども言いましたように戦争になるとか、戦争に巻き込まれるとの議論は６０年安保の

ときにもまさに聞こえてまいりました。私はそのときにはある程度、年をとっていましたから

承知はしておりますけども、その日米安保が抑止力となり、わが国は平和が続いている、この

ことも事実でございます。したがいまして集団的自衛権も十分な抑止力になり、今後も平和が

続く国であってほしいし、そうあるべきだと考えるところであります。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 集団的自衛権の行使容認というのは、私は大きく戦争への道を踏み出したというふうに考え

ます。今まで、個別的自衛権だけでいたから日本は平和を守る国であると。だからさっきも言っ

たように自衛隊が戦地へ行っても自衛隊を攻撃するなというような指令が出ていたということ

で、私は今までの自衛権と集団的自衛権の行使容認ということとはまったく状況が変わってき

ていると思います。 
 したがいまして戦争にはならないということは絶対に言えませんし、むしろ戦争へ踏み込む

ためにこの集団的自衛権の行使容認ということを閣議決定なんていう、大変乱暴なやり方で認

めたということが私は理解できません。この問題について、これ以上話をしても平行線になる

と思いますので、この件につきましては終わりにして、次の中部横断自動車道の問題について

お話しをしたいと思います。 
 はじめに中部横断自動車道建設促進連絡協議会の会長でもあります町長に中部横断自動車道

と、それから３カ所予定されているインターチェンジの利活用等についてお聞きしたいと思い

ます。 
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 南部町では、南部インター付近の土地を工業用地として２億１，５００万円で購入したとい

うことです。また富士川町では道の駅ふじかわを建設し今現在、営業しております。道の駅の

反対側には今春ショッピングモールがオープンしています。８月３０日の山日の記者メモとい

うコラムで町長がおっしゃっているように本町には３カ所のインターができるんですが、この

３カ所のインターチェンジをどのように活用しようと考えているのか、町民も大変興味がある

と思いますので、いくつかこの点についてお聞きします。 
 以前、同僚議員が八木沢にできる仮称、身延インターを下部温泉インターという名称にでき

ないかという質問あるいは要望を出しました。和田地内には身延山インターができる、それか

ら下田原地内には中富インターができるというわけですから、この身延インターを下部温泉イ

ンターというふうに改称してもよいのではないかと考えますけどもいかがでしょうか。そうい

う見込みがあるのかどうか、まずこの点についてお聞きします。 
〇議長（河井淳君） 

 建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 お答えします。 
 平成２４年９月第３回定例議会で、草間議員の一般質問に対してご答弁した内容と重複いた

しますがご承知願います。 
 インターチェンジの名称の決定権は、あくまでも事業主体であります国土交通省にあります。

おおむね供用開始２年ぐらい前に準備に取り掛かるようです。国土交通省、甲府河川国道事務

所にて素案が作成され、身延町へ素案についての意見の照会があります。町はそれに対して意

見を報告します。 
 次に山梨県道路適正化委員会にて審議が行われ、その結果を踏まえ名称の原案が作成され関

東地方整備局長に上申されインターチェンジの名称が決定されます。町は素案についての意見

を報告する立場にあることから、どのような名称にするのかは今後、町民の皆さまの意見を聞

きながら検討していきたいと、そういうように考えています。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 国交省から意見照会があると。そのときに身延町としても意見を言えるわけですね。町民の

意見を聞いてというのはどこでどういうふうな方法でお聞きになるのか、その点についてはい

かがでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 これにつきましては、意見照会がどういう格好で出てくるかということもまだ分かっており

ません。このことにつきましては今後、町の中で意見照会をしたときにどういう名称がいいの

かということは、どういう方法になるかは今のところ決まっていませんので答えられません。 
 以上です。 
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〇議長（河井淳君） 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 それはだから結局、町に聞いてくるので町で答えるのか。あるいは今の時点でいろんな話を

して、その中で町民にいろんなアンケートを取って聞くとかという方法にするのか。あるいは

その照会が来た時点で町長をはじめ主立ったメンバーで決めることになるのか、そのへんはど

うですか。 
〇議長（河井淳君） 

 建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 国土交通省から素案が出てくることは、それは確かに素案が出てきますけども、ではその素

案に対してそれが良いのか悪いのか、町民の皆さまに意見を聞くということを答弁しています

ので、それはどういう方法になるかは今、具体的に方法は決まっていません。それは今から内

部で詰めて、どういう意見の集約の方法があるのか、それを詰めて意見の集約としたいと考え

ています。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 分かりました。それではこれは要望になるかも分かりませんけれども、その素案をつくる時

点でもおそらく国交省からなんらかの問い合わせがあるんではないかと思いますので、その節

にはぜひ下部温泉インターの名前を強く打ち出していただきたいと思います。 
 それから下田原に設置される予定の仮称、中富インターですが、このアクセス道路として下

田原から八日市場への５２号線と結ぶ橋、富士橋ですか、今の富士川橋の代わりになる橋だと

思いますけども、それが架橋され、反対側には３００号線と結ぶ下田原・市之瀬トンネルとい

うものが開削されるというふうに聞いていますけども、これは本当かどうか。まずこのアクセ

ス道路の工事主体は県になるのか、それとも新直轄区間の関連工事ということで国になるのか。

それから工事費用は橋とトンネルを併せて、およそ何十億円になるのか。またこのような大工

事の場合には費用対効果、Ｂ／Ｃが課題になると思うのですがＢ／Ｃの値はどれほどになって

いるのか。いずれも分かる範囲で結構ですのでお答えください。 
〇議長（河井淳君） 

 建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 お答えします。 
 仮称、中富インターチェンジへのアクセス道路は県が事業主体で行うものであります。東は

県道割子・中富線、下田原・深町からインターチェンジまでの間、西は国道５２号、八日市場

からインターチェンジまでの間とインターチェンジを形成するランプの建設も含まれておりま

す。延長２，２００メートル、幅員７メートルの二車線道路で主な工事内容は富士川をわたる

橋梁２２７メートル、連続高架橋１８４メートル、切土による道路部５００メートル、インター

チェンジを形成するランプ橋が２カ所と総額約６０億円であります。議員さんが申された国道
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３００号から中富インターまでの計画という質問がありましたけども、それは今段階では要望

段階ということで、県の認可工事には至っておりませんのでこの計画には入っておりません。 
 次に県の公共事業事前評価調書によるとアクセス道路の整備目標は１として生活圏中心都市

および拠点機能へのアクセス向上。２として災害に強い道路の確保が掲げられております。評

価として本アクセス道路は身延町の地域拠点から、中部横断自動車道へのアクセス機能を担う

ことから極めて公共性が高いと評価されております。経済の効率性、いわゆる費用対効果は建

設費等の金額に対して走行時間短縮などの便益等の金額を比べた結果、便益金額が建設費用等

の金額の１．５倍となり、国の採択基準１．０を超えており経済の効率性があることが県の公

共事業事前評価調書の中で示されております。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 よく分かりました。 
 先ほどちょっと下部温泉インターの話をしましたが、中富インターはこのように素晴らしい

費用で、素晴らしい橋や道路ができるということですので、下部温泉インターについてもご配

慮いただきたいと思います。 
 中部横断自動車道は現在、片側一車線の計二車線で開通する予定でありますけども、将来は

片側二車線の計四車線になるということが甲府河川国土事務所発行の資料に書かれています。

なぜはじめから使い勝手のよい四車線にしなかったのか。どのような条件がそろえば四車線が

実現されることになるのか、この点についてお聞きします。 
〇議長（河井淳君） 

 建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 お答えします。 
 中部横断自動車道はご承知のとおり、静岡県静岡市新清水ジャンクションから長野県小諸市

の佐久・小諸ジャンクションに至る総延長約１３２キロで暫定二車線の高速自動車国道であり

ます。計画上は四車線で計画されていますが、当面の交通量が少ない場合に二車線のみを暫定

的に開通するものが暫定二車線であります。 
 ご質問の四車線化について、国土交通省からは開通後、交通量の推移や周辺の状況等を勘案

し、必要に応じて検討を行うと聞いております。四車線化になるには四車線化に見合う交通量

の増加が一番の条件となり、いつとは申せませんがそのときの国の政策、経済状況、この道に

対する沿線住民の熱意が左右するものと考えます。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 そうですよね。それはよく分かりますけれども、これは片側二車線にしないで一車線のまま

だと非常に使い勝手もよくないし、たぶん交通事故なんかも多発するんではないかなというそ

ういう懸念からお聞きしました。 
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 次に同じ甲府河川国土事務所発行の資料では高まる地震の発生確率という図がありまして東

海、東南海、南海地震で６強以上の震度が予想されるという区域に中部横断自動車道の半分以

上が含まれていることが分かります。当然、この中部横断自動車道は震度６強に耐えられる設

計になっていると考えますが、それでよろしいでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 お答えします。 
 震度６強に耐えられるとは東海、東南海地震の想定マグニチュード８と想定されていて、そ

れに伴い身延町南部の地域が震度６強と想定されているためのご質問だと理解しております。 
 芦澤議員さんもご承知のこととは思いますがマグニチュードとは地震そのものの大きさを表

すもので、震度とはある大きさの地震が起きたときの私たちが生活している場所で揺れの強さ

を表したものであります。 
 国土交通省からご質問の中部横断自動車道の橋の耐震設計に用いている設計地震度はレベル

２地震動と聞いております。駿河トラフ、南海トラフ沿いのおおむね１００年から１５０年周

期で発生するとされているマグニチュード８クラスの地震がレベル１地震動とされ、発生すれ

ば甚大な被害をもたらす恐れがあり、あらゆる可能性を考慮したマグニチュード９程度の地震

がレベル２地震動とされていることから東海、東南海地震の想定はクリアされている設計で震

度６強に耐えられるものと理解しております。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 ７５％がトンネルと橋という、この中部横断自動車道ですからその震度６強に耐えられる、

マグニチュード９に耐えられるということで非常に安心をいたしましたけども、今後この道を

町長のおっしゃるように５２号線の代替道路としても使う可能性があるということですので、

その点は非常に町民の皆さんも関心があるところであると思います。 
 またこの資料によりますと国際拠点港湾との連携ということで、清水港と新潟港までの接続

が書かれております。町としてこの海との接続について、あるいは港との接続についてなんら

かの計画があるでしょうか。道の駅富士川では清水港からの魚介類が販売されておりました。

われわれ山里に住む者には、やはり新鮮な魚介類への憧れがあります。せめて新鮮な魚介類の

流通で生活を豊かにしたいと考えますが、例えば新鮮魚介類市場のような構想はないでしょう

か。先ほど紹介したコラムの中で町長は人口が増え、子どもの声がたくさん聞こえる町にした

いとおっしゃっておりますので、そのための施策がどんなふうなものがあるのか。町長の施策

や構想が目に見える形で示されていないように思いますので、あえてお聞きします。よろしく

お願いします。 
〇議長（河井淳君） 

 政策室長。 
〇政策室長（佐野文昭君） 

 現在、町内を通る物流につきましては国道５２号を利用して静岡県と山梨県、長野県および
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新潟県方面を結んでおりまして、昼夜、大型トラックが奔走しておる状況でございます。中部

横断自動車道が開通になりますと、清水インターチェンジから身延町の町民が利用できる最北

端の仮称、六郷インターチェンジまでは５５．２キロということで約１時間で結ばれることに

なります。また現在、国道５２号を利用している物流のほとんどが中部横断自動車道を利用す

ることになると予想されます。道路網の整備および冷凍技術の進化によりまして物流は格段に

時間短縮が図られておりまして遠隔地や山村地域にも届けられております。 
 今後、本町において考えられますことは地域の農産物や特産品を販売している直売所などで

も新鮮な魚介類が店頭に並んでくることが考えられております。これらの施設や既存の施設の

受け入れ態勢を整えていくことが必要ではないかと考えております。 
 また町内の工業団地や製造業の会社においても流通の大幅な時間短縮が図られ、雨量規制の

ために国道、県道の通行止めにより製品配送のストップ、働く人の通勤ができなくなるような

事態は避けられまして、安定した生産と供給ができることになるということで大いに期待され

ております。 
 なお、他町へ通勤をされている方やこれからＵターンやＩターンを希望して移住されてくる

方等につきましても通勤時間の短縮やエリアの拡大および職業の選択肢が広がることから定住

促進としまして鎮守の森構想を推進していきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（河井淳君） 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 目に見える形かどうか、ちょっとそのへんがはっきりしなかったように思いますけども、た

しかに町長がおっしゃるように「住んでよし 訪ねてもよし おらが身延（まち）」とか鎮守の

森構想というのが１つのキャッチフレーズということが目標のようになっているわけですけど

も、同僚議員からも何回も質問があったようにビジョンというか、せっかく３年後にはいろん

なところとつながるわけですから、そのことをもっと分かりやすくというか、町民にアピール

するような形での施策、あるいは構想というものがないのかどうか、そのへんがちょっと私、

今の政策室長の答弁でははっきりしないように思いましたけれども、一応、これはその点を今

後もうちょっとよくいろんなことを考えた上で、また町民に示していただきたいということを

希望しておきます。 
 それから政策室長がせっかく答弁していただきましたので、最近なんかテレビで空き家バン

クのことでリフォームができるような空き家がほしいというふうな話を聞いておりますので、

その点についても今後検討して、もっと空き家が利用できるような形にしていただきたいなと

思います。 
 その次の質問に移ります。 
 ある同僚議員が先ほどの話の続きになりますけども下田原・市之瀬間のトンネルは既定の事

実であると。これができれば本栖から国道３００号線を下ってきて、このトンネルを抜ければ

中部横断道にも乗れるし下部温泉にも行けるようになるというふうにおっしゃっておりました。 
 たしかに３００号線に今、計画中のループトンネルができたり、本栖方面からの交通量が増

えることになれば非常にありがたいことだと思いますし、良いことだとは思いますがこの下田

原・市之瀬間のトンネルは、今のところはまだ要望事項であって決定ではないということです
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ので申し上げるわけですけども、下部温泉からすれば下田原とか中部横断に通り抜けないで、

むしろ国道３００号を下部温泉までまっすぐ来ていただいたほうがありがたいわけです。 
 下部地区の多くの住民がその下田原・市之瀬トンネルについて話すと、この言い方が気に障

る方もいらっしゃるかも分かりませんけども、そんなところにトンネルができるのになぜ三

沢・市之瀬トンネルはできないのか、そういう反応が返ってきます。今までも何度か、この場

所でこの件につきまして町長にお願いしてまいりましたけれども、なぜ下田原・市之瀬トンネ

ルは、今の様子ではこちらのほうが先にできそうな状況のようですけれども下田原・市之瀬が

できるのであれば三沢・市之瀬トンネルのほうができないわけはないと思うんですが、当然こ

れは県の仕事ですので県土整備部のほうで管轄していることだと思いますけども三沢・市之瀬

トンネルについてどのようにお考えなのか。あるいは今後どのように進めていただけるのか町

長にお聞きします。 
〇議長（河井淳君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 お答えをいたします。 
 先ほど中富インター周辺のアクセス道路、橋、トンネル工事のうんぬんのところでうちの課

長からお答えを申し上げました。これの中にもありますとおり、仮称の中富インターからは東

は県道割子・中富線の下田原インターから接続をする、こういうお答えをさせていただきまし

た。したがいまして、なんか議員さんはもうすでに仮称の中富インターから３００号までトン

ネルができる、こういうような情報を持って私どもに質問をしてきているのかなということを

考えているんですが、この点は先ほども申し上げましたとおり、できるということは一切ござ

いません。その点をまずお断りを申し上げたいと思います。しかも三沢・市之瀬間の道路につ

きましては、今までも議員さんの中から定例会の中でも質問を受けております。重複しますが、

ぜひご理解をいただきたいなと思います。 
 ご案内の道路は先ほど芦澤さんもおっしゃっているように、私どもが施工主体ではございま

せん。県道でございます。私も就任以来、さらに就任前、私がまだ現役の時代にも下部町等々

からぜひ三沢・市之瀬間の道路を施工するように、こういう陳情をされたことも承知をしてお

ります。 
 したがいましてこれは身延町民の悲願である、こういうことは私も承知をしておりまして、

私が町長になってからも毎年、県のほうへはお願いをしているところでもございます。しかし

残念なことにやはり山梨県では甲府が中心でございますので、甲府のほうから施工をしてきて

おります。したがいまして今現在、黒沢バイパス等の施工をしております。このようなことか

ら三沢・市之瀬間の道路についてはいまだ着工に至っておりません。これは私の力不足でござ

いますので、ここでお詫びを申し上げたいと思いますが今後も一生懸命、頑張らせていただく

つもりでございます。 
 中部横断自動車道の仮称、中富インターチェンジからでございますけれども、これからの道

路につきましては先ほども申し上げましたとおり、まだ造っていただけるということでは一切

ございませんのでその点をご理解いただきたいし、先ほどもおっしゃるように中富インターか

ら市之瀬間のほうが早くなるとか遅くなるとか、そういう議論の段階ではないことをまずお答

えをしたいと思いますが、下部の住民の皆さんも３００号から仮称の中富インターへ結ぶこと
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によって、富士山へ来るお客さんの西の玄関になるだろうというような意見もございますので、

それらも含めて、もちろん三沢・市之瀬間のトンネルも含めて強力に県に要望していきたいな

と考えております。 
 もしできるというような情報を議員さんがお持ちであればその情報を、私はのろまでござい

ますから県に向かって早速お礼にも行きたいなと思いますので教えていただければありがたい

と思います。 
 以上でございます。 

〇議長（河井淳君） 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 変なところで変な話が出ましたけども、この三沢・市之瀬間のトンネルがないばかりに旧下

部町は非常に苦しい生活を送ってきたということをぜひご理解いただきたいと思います。現在

でもやはり旧下部町、下部地区の生活圏は、もともとが西八代ですからどうしても市川方面と

か、あるいはその先の甲府方面とかということになっておりまして多くの通勤者が前にも申し

上げましたように北川のトンネルを抜けて特に冬季には霜の道を、あるいは雪の道を滑ったり

転んだりはないですけども、車をぶつけたりしながら何十年も通ってきているわけです。この

５２号線の住民の方々と下部地区の住民の皆さんと、やっぱり相当な不便さというか、逆にい

うと便利さというかそういうものが違っている。まったく言ってみれば非常に苦しい生活を強

いられてきたのが下部地区であり、本当はもっと下部町の前の町長さんですとか、そういう人

たちが頑張って三沢・市之瀬トンネルを開ければよかったんですけども、今はもうそういう時

代ではありませんので、今後は身延町長にお願いして今後のトンネル問題を解決していただき

たいなと思います。 
 下部地区の人たちはこのトンネルの問題をやはり大変重要視しているのと、それからトンネ

ルがないばかりに今の学校統合問題でも非常に苦しい思いをしているということをよく理解し

ていただいて、町長が今後、下部地区に対しても当然、公平・公正な町政を敷いていただける

と思いますので、今後ぜひそのへんを勘案していただきたいと思います。 
 以上で私の質問を終わります。 

〇議長（河井淳君） 
 芦澤健拓君の一般質問は終わります。 
 議事の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。 
 再開は１４時１０分といたします。 

休憩  午後 １時５４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時１０分 
〇議長（河井淳君） 

 休憩前に引き続き、議事を再開いたします。 
 次は通告の５番、渡辺文子君の一般質問を行います。 
 渡辺文子君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 渡辺文子君。 
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〇１１番議員（渡辺文子君） 
 １１番、渡辺文子です。 
 私は身延町立小中学校後期統合計画について質問をいたします。 
 まず第１点目、７月３１日付け教育委員会から町民への回覧文書について質問をいたします。 
 この回覧文書は教育委員会は教育的見地から学校統廃合問題を提起し保護者や住民に説明し

た。保護者や地域住民からいろいろな意見を聞いたが統廃合は避けられないと判断し計画どお

り進めるということと理解しましたが、この理解に間違いはないでしょうか。教育委員長、お

願いいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 小学校がなくなれば地域がなくなるというご意見が質問通告にはあったわけですけども、駐

在所、あるいは農協支所、あるいは郵便局等がなくなったり縮小したりしていく・・・失礼し

ました。これはのちほどでございました。申し訳ございません。そのとおりです。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 分かりました。まず確認ということで、この判断で間違いないかということなんです。 
 この１枚の回覧文書で保護者の皆さんや住民が納得できると考えているのでしょうか。私は

まったく納得できないと思っているんですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 納得していただけるように努力してきたつもりであります。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 この回覧文書で、今まで２２回の説明会をしたり保護者とも文書でやりとりしたりしました

が、この一遍の回覧でこれで住民の皆さんが納得できるという判断をしてこの回覧をまわした

んですか。そこのところをお聞きしたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 私のほうからお答えをさせていただきます。 
 これはまず保護者の皆さまについては、別の文書で通知をいたしました。町民の皆さまにつ

いては、今回ご質問の回覧の文書をお出しさせていただいたということで、これは教育委員会

の決定についての報告という形で、意思を固めた以上できるだけ早く、保護者の皆さん、また

町民の皆さんにお知らせをしようという判断のもとで出したものであります。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
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〇１１番議員（渡辺文子君） 
 ではこれで納得していただくとかなんとかではなくて、一応、教育委員会はこの方向でいき

ますよ、さっき確認したその方向でいきますよということで、皆さんにお知らせをしたという

文書と理解しますけれども、この中で教育的見地から統廃合を提起したとありますけども、教

育的見地とまちづくりは一体で考えていくものだと私は思うんですけども、整合性の問題です

ね、これについて教育委員長の見解をお尋ねいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺議員、この質問の内容でよろしいですか。①の。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 教育的見地から学校統廃合を提起したというふうになっていますので、そこを詳しく聞いた

んですけども。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 子育てや住民、町を守る、あるいは町の活性化を進めるという部分と学校を存続させるとい

う部分についてはそれぞれの立場があって、教育委員会とすれば子どもたちの学校環境をよい

ものに整備をしていくとそういう見地から人口増、あるいは町の活性化を考えているわけであ

りまして、その部分を担当してきていると考えています。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 それが町の行政との整合性が問題になっていると思うんですね。例えばコマのところに住宅

の造成をしましたけども、あそこも売り出しをしていますけども、すぐ近くの学校をなくして

しまう。それはやっぱり整合性がないと住民の皆さんがおっしゃるのは当然で、教育委員会は

教育委員会で教育的見地からやるのかも分からないけども、そこが行政と一致しないと効果は

得られないではないですかね。それを別々にやるということが私にはちょっと理解できないん

ですけども、そこのところはどういうふうにお考えですかというふうに聞いています。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今、委員長のほうから教育委員会としては教育的な部分を担当させていただいているという

お話がありました。私もそのように思います。町をどのように建設していくか、町をどのよう

に運営していくか、また町民にはこういうことを期待したい、あるいは今後の町はこうあるべ

きだということは町の総合計画、今、後期計画でありますけども、この中に謳ってございます。

これをもとに町はいろんな分野の施策をしておるわけであります。この中に教育分野における

今後の方向性もはっきりとした形で謳われておるわけです。そこに学校の統合問題も出ており

ます。これを私どもは実現をしていきたいと、こういう立場で今までもやってきましたし、ぜ

ひ実現をさせたいと思っています。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
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〇１１番議員（渡辺文子君） 
 それは実現をするのはそうだと思いますけども、ただ、それをつくるときに、その整合性の

問題を考えてきちっとつくっているのかどうなのかという、そこが私は問題だと言っているん

ですね。今までずっと町民の方からもそういう意見を伺って、町のやっていることは整合性が

ないではないかと指摘をされています。私もそのとおりだと思って、そういうふうに。だから

教育委員会は教育委員会だけのことを考えるんではなくて、町の中の子どもたちをどういうふ

うに育てるのかというところが教育的見地だと思うんですけれども、教育条件を整えるという

ところで、ただ、それが町の施策と合致していないとなんか変なことになるんではないかなと

思うんですけども、なんか明確なお答えをきちんといただきたいなと思うんですけども。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 私どもが今、しようとしている統合計画はまちづくりの計画に合致していると、私は確信し

ております。先ほども言いましたように本町の各種計画にもはっきり出ていますし、また議員

さんたちの今までの審議の中でも意見書等もいただきました。そういう意味からして明らかに

まちづくりに合致していると私は思います。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 私、今まで何回も質問をしてきた中で学校がなくなったときから地域の崩壊が始まると。具

体的に廃校が招いた過疎とかそういうＮＨＫの放送の文書とか、それから久那土の地区で古関

と統廃合して近隣町村と比べて子どもたちの数がガタッと減っている。そういうような数値を

示して、やっぱり学校がなくなったときから地域の崩壊が始まるということをずっと言ってき

たんですね。それがまちづくりと合致しているというのは、私はどうもそこのところが理解で

きないんですけれども、そこのところもう１回、教育委員長に具体的にちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 今、教育長が述べたとおりでありまして総合計画の中でまちづくりと、学校教育の方向性に

ついては完全に合致していると思っております。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 思っているということではなくて、私が今までいろんな事実を一般質問の中で述べてきたこ

とと、そことなんかおっしゃっていることが、それはそう思うのは自由ですけれども現実には

そういう数値があるし、具体的にお示ししましたよね。そういうことを考えて、どうお考えな

のかということをお聞きしているんです。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
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〇教育委員長（望月忠男君） 
 子どもが減っていく状況を何にもまして早く解決しなければならない、これがやっぱり学校

統合を先行させる、いくつも同時進行しなければならないことではありますが、学校統合を先

行させる大きな理由になっています。そういうわけで数値的にも、子どもたちの減る数につい

ては示してきたところであります。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 なんか理解していただけないみたいなんですけども、そうやって学校をなくすことが地域の

崩壊の始まりなんだということを何回も私は言っているんですね。学校を地域からなくすこと

は地域そのものがなくなってしまう。消滅してしまうことにつながる大きな問題です。学校が

なくなったときからその地域の崩壊は始まっている、そういう具体的な例がありますよね。そ

のことは日本中で起こっていることで各地で証明をされています。 
 過疎が進み人口の減少を食い止めることができずにいるこの町で、なぜ今、学校の統廃合を

進めなければならないのか。学校は地域の拠点です。学校を残して、いかに地域が生き残るか

を考えるのが行政の仕事だと思うんですね。実際、近隣町村では学校は地域の活性化の源だと、

まちづくりを進めているという町長もいらっしゃいます。そういう意味で今まで何回も言って

いるんですけども、学校をなくすことはまちづくりとは相反することだと私は思っているし、

そういう事実が具体的にあります。そのことについて教育委員長はどうお考えですかというこ

とを再度お尋ねします。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 ご質問は小学校を地域からなくすことは地域そのものがなくなってしまうということだと思

います。小学校がなくなれば地域がなくなるというご意見でございますけども私はまったくそ

うは思いません。学校は今の小学校、中学校の子どもたちが学ぶところでございます。地域が

衰退するということを、例えば今お話がありましたように古関地区でのうんぬんということも

ありました。しかし過去においても例えば駐在所とか、あるいは農協の支所とか、あるいは郵

便局がなくなったということがあったと思うんです。このときには、縮小していくというとき

には声が挙がりませんでした。地域のコミュニティの悪化、まさにそのとおりだったと思うん

です。ここにきて私どもがしようとしている小学校や中学校を統合して子どもたちの教育環境

をつくっていこうというときに、このしようとしている子どもたちだけの統合を担保にして議

員さんがおっしゃっているような地域から学校がなくなることによって地域がなくなってしま

うというのは、これはちょっと論点が違うんではないかと私は思うんですがどうでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 前にお示しした廃校が招いた過疎の資料とか、それから保護者がお尋ねをした答えの中にも

あったんですけども、学校の統廃合が実行されるということで久那土地区とか常葉地区から

引っ越してしまった方たちがかなりいる。それは知らないというふうに答えたんですけども、
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現実にそういう例がありますよね。そのことについては、ではいかがですか。それが崩壊の始

まりではないんですかね。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 そのことは私は存じません。これ以上、申し上げられません。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 存じませんではなくて、保護者の方たちの質問の中にそういう質問があったんですね。それ

は知らないというようなお答えだったんですけども、今もその見解で間違いはないんですか。

相変わらず知らないということですか。いいや、古関ではなくて久那土の地区の統廃合を・・・。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 知らないというのは、私すごく無責任だと思うんですね。やっぱり自分たちが出したそのこ

とによってどういう影響を与えるのか、住民や保護者や子どもたちがどういう思いでいるのか

ということをしっかり把握していないから、そういう知らないなんて無責任な言葉が出るんで

はないですか。実際に常葉の地区でとても遠い中学校に通うことができないということで、お

話を聞いた方は出て行かれたということを聞いたんですね。久那土でもそういう話を聞いてい

ます。実際そういうことがあるにもかかわらず教育委員会はそれを把握していない。そこが私

は問題ではないかなというふうに思うんですけども。教育委員長は。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 お答えします。 
 学校統廃合の問題を契機にして出て行かれた方がいらっしゃるということですが、そのよう

なことを私たちがどのような状況で把握すればいいのか、その方法がまず分かりません。転出

していく方がいらっしゃるかもしれませんけども、それを事前に把握する方法もございません

し、現にまだ学校統廃合が決まっていない状況で出て行ったということは、前々から出て行く

準備をなさっていたのではないかと普通はそう考えるのが妥当だと私は思います。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 それはどう考えようが自由ですけれども、実際問題そういうことで出て行ったとお話を聞い

ているんです。それでやっぱり地域の方たちがどう思っていらっしゃるのか。保護者や子ども

たちがどうなのかという把握が私、弱いと思うんですよね。それは自分たちが計画したものを

進めるというのはそれはそれで大切なことだと思いますよ。でもそれを本当に子どもたち、地

域のため、みんなのためになるのかどうなのか、そうだから進めていらっしゃるんでしょうけ

ども、だから住民の皆さんの声や、子どもたちやいろんな意見を聞く必要があるんではないで
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すか。突っ走ったっていい結果は得られないと思いますよ。そういう人たちの声を聞いたりい

ろんな声を聞く中で、本当にやっていることがどうなのかというところに立ち返る。そういう

必要があると思うんですね。 
 ここに前の同僚議員の質問にもありましたけども、子どもたちからの手紙があって、議長宛

てということでコピーもしていただきました。町長とか教育委員長さんに対して子どもたちが

切実な思いをどうしても言いたいということで、子どもの本当に純粋な気持ちから出してきま

したよね。この手紙を教育委員長さんはお読みになったでしょうか。教育委員長は見ましたか

と言っているんです。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 宛て先が教育長でしたので、私は見ていません。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 あまりにも無責任ではないですか。教育長に出したって、教育委員会、同じでしょう。その

長の教育委員長が子どもたちのこういう思いが出たといったら真っ先に見るのが普通なんでは

ないですか。前期統合計画のときにも下山中学校の子どもたちが手紙を出したという事例があ

りましたけども、やっぱり子どもたちの思いというのをきちっと受け止めた中でいろんな判断

をしていかないと、いくら子どもたちのため、教育的見地からといったって、それは私は本当

に子どもたちのためにはならないんではないかなというふうに思うんですね。そこのところは

どういうふうにお考えですか、教育委員長。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 読まないことが子どもたちのためにならないというふうには思っていません。時間的な経過

があってまだ読ませてもらっていませんけども、しっかり読ませていただきたいと思っていま

す。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 行政として一番大事なことは、やっぱり住民の方たち、そして当の子どもたちがこの計画に

ついてどういうふうに考えているのか、そのことを知ることではないんですか。自分たちの計

画だから一方的に進める。そうではなくて、では住民の皆さんはどういう思いを持っているん

だろうか。そこのところを吸い上げながら計画を進めていくということが大切なんではないで

しょうか。そういう観点があったならば手紙なんていうのは、私は真っ先に読むべきだと思う

んですけども、その気持ちが大切ではないかなというふうに思っているんですけども、そこに

ついて教育委員長はいかがでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
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〇教育委員長（望月忠男君） 
 ご意見として十分承っておきたいと思います。 
 先ほど言いましたように昨日から議会が始まったわけで、たぶんおとといぐらいにいただい

たものだと思うので、読ませていただく時間がなかったということをまず申し上げたいと思い

ます。 
 それから前もって子どもたちの意見を聞くということにつきましては、いろんな問題がある

というか、判断力の問題等も含めて子どもたちから意見は取らないということになっていまし

たので、そのことは前にたぶん説明会のところで申し上げてきたと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 私、一般質問の中でも当の子どもたちの気持ちをやっぱり聞いてほしい。親たちもそういう

願いを持っているんです。そういうのが実現できないから、子どもたちがなんとか自分たちの

気持ちを伝えようということで、自然発生的に手紙を出そうということになったんだと思うん

ですね。やっぱり子どもたちの気持ちということを、判断能力がないではないですよ。きちっ

と判断していますよ。この手紙の多くの内容はなぜ今、統合しなければならないのか分からな

い。統合はしないでくださいと訴えています。当の子どもたちも保護者も地域の人たちもなぜ

今、統合しなければならないのか、そのことが分からない、そう言っています。つまりどこに

対しても明確な統廃合の理由を語っていないということなんではないでしょうか。 
 ここで改めて伺います。 
 なぜ今、統廃合をしなければならないのか、お聞かせいただきたいと思います。教育委員長、

お願いします。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 繰り返しになりますけども、子どもたちの状況自体は先ほど言いましたように現在、身延町

小学校７校のうち複式学級６学級、持っていますね。つまり国の基準等でいきますと本当は

１２学級あるはずです。それが今、現状６学級という状況があるわけです。複式解消は現在やっ

ておりますけども、手立てをしなければ６学級もある、そういう状況が今あるわけでありまし

て、これをなんとか早く解決したい。第一番に解決していきたい。それで今、急いでいる、そ

ういう状況です。そのことを散々申し上げてきたところでございまして、それが急いで、今や

らなければならない大きな理由の１つであります。 
 それから１中３小の問題につきましてはすでに議会で決めていただいて、それから３年も経

過していて、それが理由の２つ目であります。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 子どもたちの手紙にもあったけども、子どもたちは本当に生き生きとした学校生活を送って

いるんですね。それは、数は少ないかも分からないです。でもそれ以上にお互いに思いやりな
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がら仲良く学校生活を送っているんです。それを数が少ないという一方的な理由で、子どもた

ちが統合しないでください、保護者も子どもたちやこの地域のため、そして地域の人たちは子

どもたちや地域や町のためにも今なぜやるんですかという、そういう声が聞こえている中で人

数が少ないから、それだけで早く統廃合しなければいけない、その理由が私にはよく分からな

いんですね。ということは、今、進めている学校教育は本当に子どもたちのためになっていな

いということなんでしょうか。だからちゃんとした大きな学校の中で子どもたちの教育をする

ほうが子どもたちのためというふうに思ってやっているということで理解を私はするんですけ

ども、それでいかがですか。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。質問の内容が教育委員会から町民への回覧文書についてという題での質問になって

いますが。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 だから、その回覧文書で教育的見地からこういうふうに提起して今までやってきたと。それ

に対して言っているんです。 
〇議長（河井淳君） 

 質問に書いてあることを。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 いちいち質問に書かないと質問できないんですか。趣旨は合っているではないですか。 
〇議長（河井淳君） 

 この書いてある趣旨の内容を見ますと、後期統合計画そのものに対する同意・不同意うんぬ

んとありますよね。そこについての教育委員会の見解を聞こうとしているわけですよね。その

部分についての質問をお願いします。通告してある部分の質問をお願いいたします。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 だから回覧文書でこういうふうに出ているから。これについて一言一句、全部書かないと。 
〇議長（河井淳君） 

 質問すべきことを提出していただくということになっていますので。通告に従った質問をお

願いいたします。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 私は従った質問だと思っているんですけども。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 先ほどの、議長さんのお話の前の質問にお答えしますと現在、身延の各学校で行われている

授業、教育に対しては非常に素晴らしいものだと思っています。特に今、一番問われているコ

ミュニケーション能力、教育課程の言葉を使えば言語活動について、各学校、非常に熱心にやっ

ていただいて、これは小規模という問題を越えて一生懸命やってくれています。 
 ですが、例えばコミュニケーションというのはまさに大勢の相手があればあるほど、そうい

う能力が高まる部分もあるわけでありまして、そういう点で適正な人数の学級があれば、これ

はさらにこの部分については伸びるだろうという思いを持っています。そういう意味でも統合

が必要だというふうに考えています。 
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〇議長（河井淳君） 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 さらにということなんですけども、今本当にどこの学校でも素晴らしい教育をやっていると

思うんですね。小さいながらもやっぱり子どもたち一人ひとりが主役になったような教育がさ

れていると思うから、だから子どもたちが楽しく学校生活を送っていると思うんですね。いろ

んな問題はあるのかも分からないけども、一般的にやっぱり楽しいというふうに子どもたちが

言っているわけだから。そこのところをなぜ大きくしていかなければいけないのかというのが

分からないし、それから８月３１日に山梨日日新聞で早川町教育委員会で「小さいけれど笑顔

は大きい」という新聞に掲載をされましたけども、これをお読みになったでしょうか。小さい

けれども、日本一人口が少ない町の素敵な学びができる学校ということで少人数でもこんなに

素晴らしい学校で教育しているんだということを早川町の教育委員会は自信を持って、こうい

うふうに出してくれているんですね。少人数でもやっぱり素晴らしい教育をしているのに、な

ぜ今、統廃合をしなければいけないのかと。子どもたちも地域も保護者もそこのところを聞き

たいというふうに思っているけどもなかなか住民の皆さんに理解できるようなお答えがない。

私はそういう住民の皆さんの代弁者としてここで、私自身も分からないので納得できるお答え

をいただきたいということで質問をしているんですけれども。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 早川町につきましては、私も２小１中ということで大変児童生徒を集めるのにご苦労なさっ

ていると承知をしております。ただ、先ほど申し上げましたとおり日本の学校制度というのは

４０人学級が基本であって、県のレベルでいけば３５人、そして請願で紹介議員の方々が出し

てきたものであれば３０人以下を求めるということでございますけども、この場合、３０人以

下ということまでは分かります。ただ、１学級ではなくて１学年が１人、２人という状況が好

ましいかというと、これは必ずしも好ましくないと考えます。ですから議員さんは何人であれ

ばよいのか、１人でも構わないというふうに思っていらっしゃるかもしれませんが、教育委員

会はそのような状況に陥ることを未然に防ぎたい。今の段階できちんと統合を進めていきたい

と、そのように考えています。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 私が何人であればいいなんていうことを答えられるわけがないではないですか。そうではな

くて学校の統廃合というのは私、前からも言っているんですね。保護者や地域の方たちが、も

うこれでは困るよと。そういうときにはじめて俎上にのってくることが一番いいんではないで

しょうか。まだまだ残してほしい、そういう思いがいっぱいある中で、なぜ強引に推し進めな

ければいけないのか分からないんですね。だからもっと説明をきちんと丁寧にする必要が、前

の同僚議員の質問にもありましたけども、子どもたちや地域や保護者の方たちにまだまだ不安

や不満とかいっぱいある中で、一方的に７月３１日にこういう回覧を出した。これではやっぱ

 ９９



りあまりにも不誠実ではないかなというふうに思うんですね。もっとやっぱり本当に自分たち

が自信を持って進めているんだったら、こういうことで進めていますということをもっと地域

に入ったり、保護者の人たちに文書のやりとりではなくて、きちんと行って説明するような、

誠実な対応ということが求められていると思うんですけども、それが全然、見当たらないんで

すよね。だから町民の皆さんも不信感や不満やらがあって、それでこの紙切れ一枚が来たとい

うところで本当に私たちを馬鹿にしているという声が本当に多く出てきているんですね。私も

そう思っています。この紙切れ一枚で納得してくれなんてとても無理だし、もっともっと、やっ

ぱり町の存続にかかる大きな問題を今、論議しているわけですから、住民の皆さんに、全部が

全部納得するまではいかないでしょうけども、そういう働きかけをすること自体が必要ではな

いでしょうか。このことについて、教育委員長どうでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 紙切れ一枚という激しいお言葉をいただきましたけども、先ほど来お聞きしていると教育委

員会は実に一方的で無責任で住民・保護者の方を無視して不誠実だという言葉を盛んにお使い

になりますけども実情は紙切れ一枚ではありません。紙切れ一枚は報告です。この報告に至る

までの経緯がるるあったわけです。１０年以上の経緯があったわけです。旧下部町のことも申

し上げたいわけですが、のちほど申し上げるかもしれませんけども、旧下部町の議会の中でも

平成８年、１２年ごろに統合問題があったということは議員さんもたぶんご承知のことだと思

います。紙切れ一枚でかたをつけたというのではなくて、今までの経緯に基づき決定したこと

を単に再度事実として報告しただけです。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 では事実として報告して、あとは住民の皆さんに説明なりなんなりするということですか。

ちゃんとした説明をするということで理解していいですか。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 ですから今までの経緯があって、この報告を出したということです。教育委員会のスタンス

が変わっているわけではありません。変わっているわけではありませんけども、再度、今まで

と同じように教育委員会は統廃合を進めさせていただきますということを申し上げたわけです。 
 ただ、それに先立つことを昨年の春先には説明会を何回もいたしましたし、８９４人の方に

もおいでいただきました。保護者の方々にも説明をしました。そして見解も出しました。保護

者の方々とは今年に入って８０項目、３１ページにわたる回答文書をお読みいただきました。

ですから、いきなりこれが出てきたというわけではありません。十分な説明は果たしてありま

す。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
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〇１１番議員（渡辺文子君） 
 ２２回の説明会をして、そのあと住民の皆さん、いろんな意見が出ましたよね。不安や不満。

それに対して何の対処もしないで、いきなりこれが出たと普通は思うんではないですか。では、

なんか対処はしたんですか。それは保護者の方たちにはそういうやりとりがあったかも分から

ないです。住民の皆さんに対しては何かやったんでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 住民の皆さまに対する説明責任をまったく果たしていないというふうなお言葉でございます

けども、私の考えですけども昨年の４月に入って全戸に後期統合計画を配布しております。そ

れから説明に入っていったわけなんですが、説明を果たしていない、これからどうするんだと

いう議員さんのご質問のほうが私はむしろいぶかしいような気がいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 もちろん後期統合計画の冊子は各家庭に配られました。そのあとそれを持って説明しました

よね。その中でいろいろ出たでしょうと私は言っているんです。そのことに対してお答えが何

にもなくて、そのままにしていきなりこれが出たんです。だから住民の方たちもこの紙切れ一

枚で済むのか、そういう怒りの声が挙がっているのは当然だと思うんですけども、なんか対処

したんですか。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 住民説明会、保護者説明会等を２２回行う中でそれは昨年５月、６月でございましたけども、

そのいただいたご意見等を総括する形で見解というものも、これも全戸に配ってあると思いま

す。ですがそれ以降、しばらくは住民の方々がいろんなことをおっしゃられたということは特

にございません。もちろん久那土小中学校の保護者会は別にしてもですね。下部地区の皆さん

が最近になって、統合に対して反対をなさる立場の会を発足したということは承知しておりま

すけども、それも極めて最近のことであると承知しております。ですから、かなり相当ブラン

クがありました。私たちは絶えずはじめから地域の皆さんからご意見をいただいてきたわけで

はございません。その間、相当なブランクがあったのは事実です。ここにきて教育委員会が今

までどおり粛々と事務を進めている中で９月の定例会に議案を出そうと思っていたわけなんで

すが、そういう動きに対して住民の方々もそれを契機にといいますか、声がやはり大きくなっ

てきたと思っておりますが、いずれにしても十分な期間は置いたと教育委員会は思っておりま

す。昨日決めたから今日、では議会に出すとかそういうことをしてきたわけでは絶対ございま

せん。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 渡辺君。 
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〇１１番議員（渡辺文子君） 
 久那土の保護者会とか、それから常葉の地域の人たちとかそういう団体としてはあると思う

んですね。ただ、住民の声として組織化されていない住民の声というのを私たち議員は聞いて

いるんですね。その中でその教育委員会のやり方がおかしいというのはどこでも出ているし、

これは下部だけではなくて中富や身延地区の方たちからもそういう意見が出ているのを承知し

ているんですね。だから教育委員会は十分にやったというふうにおっしゃって、説明責任を果

たしたとおっしゃっているけども、受ける住民の方たちはそうは思っていないんですよね。そ

このところのギャップをどういうふうに埋めるかということで、やっぱりもっと説明を私はす

るべきだというふうにさっきも言ったんですけども、今の状況で十分やったんだからもうこれ

以上やることはないというふうにお考えなんでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 先ほど課長が申しましたように２２回の説明会のときにいろんな意見が出ました。このこと

については全体を総括する中で見解を出しました。したがって町民の声にはお答えをしている

と思います。また今後、例えば説明会なり、今、議員さんがおっしゃったような形でやるつも

りはあるのかどうかというようなご質問だと思うんですけども、教育委員会では慎重審議の結

果、これは進めるべきだという結論を出しました。それを回覧というような形でもうお示しを

してあります。その理由は今まで話しましたように論議は尽くされたと私どもは思っています。

いろんな意見が出たことは事実です。それらも全部、私どもは受け止めています。また先ほど

の議員さんからのお話にもありましたように今後どうしていくんだということでありますが、

これらは今後、統合に向けた検討会が何回か開かれますので、引き続いてご意見を聞いていく

と。またいろんな方の意見を聞くという機会をもっていきます。このように思っています。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 統合を決定してから意見を聞くのでは遅いんですよ。統合を決定してから意見を聞くのでは

遅いんだと思いますよ。教育委員会は論議を尽くしたとおっしゃっているけども、今日だって

一般質問を６人中４人ですよね。統廃合について。そして住民の皆さんの中にも論議を尽くし

たと思っている人たちがいると思いますか。これで十分だと思っていると思いますか。そうで

はないからいろんな不安や不満を抱えて皆さん、運動しているんではないですか。私のほうに

もいろんな意見が入ってくるんではないですか。私はそういう皆さんの声を代弁してここで言

わなければ私の仕事は終わらないんですよね。その方たちが教育委員会はいくら言っても自分

たちの声が届かない。「なぜ届かぬ保護者の願い なぜ響かぬ地域の声」と久那土の人たちが会

報に載せていましたけども、私これを見たときになるほどというふうに思いました。私たち議

員の声すら届いていない。もう教育委員会は進める、何があっても進める、それで住民の声や

保護者の声や子どもたちの声を聞こうとしないではないですか。もっともっと柔軟に、それは

行程表があるかも分からないですけども、今一番大事なのはやっぱり住民の皆さんの声を聞く。

それを反映させることだと私は思うんですね。これを何回ここで言ってもなかなか聞いていた

だけないというのは、私としてはすごくつらい思いなんですけども、でもやっぱり住民の皆さ

 １０２



んの声を代弁しなくてはいけない。多くの方たちがそう思っている、そういう声を私は代弁す

るしかないですから、もっともっと住民の皆さんと話を、住民の皆さんも話をしたいと言って

いるんですよ。説明を聞きたいし膝を突き合わせて話をしたいと言っているんですよ。なぜそ

ういう思いに応えられないんでしょうか。本当にやっていることがこれでいいというふうに思

うんだったら、自信を持って住民の中に入っていけるはずではないですか。そして保護者の方

たちにしたって文書でやりとりする、それはあまりにも誠意がないやり方だと思います。もっ

ともっと何十回やりとりしたって、顔を合わせて話をしないと理解できないことっていっぱい

あるではないですか。そういう保護者の方たちも、前にも私、言いましたけども保護者の方た

ちは来てくださいと、いろんなところからそういう要請があったではないですか。どうしてそ

ういう声を無視されるようなやり方をされるんでしょうか。教育委員長。 
〇議長（河井淳君） 

 教育委員長。 
〇教育委員長（望月忠男君） 

 まったく無視をしているとは思っていません。前も何回も同じような答弁をしてきたと思い

ますけども、文書によるやりとりについても齟齬のないように、正確を期すために行ったと捉

えていますので、これはこれで十分、私どもの考えを伝え、あるいは住民の方の意見も伺った

と捉えています。ですから無視をするということはないと、また長い間かかってここまで、議

会に提案するところまでやってきたと考えています。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 それは教育委員会の捉え方で住民はそうは捉えていないんですよ。もっと話をしたい、説明

してほしい、そう言っているのになぜできないんでしょうか。なぜそういう思いというのは届

かないんでしょうか。私はそれが不思議で仕方がないです。後期統合計画についての同意・不

同意を保護者にさえ取っていないということが、いろんな、今までの午前中の審議でも本当の

後期統合計画そのものについての同意・不同意というのは、本当の意味で取っていないという

ことが分かりましたよね。この後期統合計画は町の将来に本当に影響を与える大きな問題です。

住民に今までみたいに２２回説明会をしたけども、教育委員会はこういう見解ですと出しただ

けで、住民にこの問題について意思表示をする機会を与えないということはやっぱり住民の権

利を奪うということになると思うんですね。せめてやっぱりその声を聞いたり、教育委員会の

見解を話をしたり、そういう中でやっぱりこの町に住んでいる者としていろんな主張ができる

んではないかなと思うんですけども、それが全然なくて、保護者ですら後期計画の同意・不同

意もきちんとした形で取らなかった。これはやっぱりこの計画は大きな問題を抱えているとい

うふうに私は思うんですけども。教育委員長。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今の質問にお答えいたします。 
 このままだと保護者や地域住民の意思表示をする権利を奪うということの質問だと思うんで

すけども、誰が奪うのでしょうか。住民の法的な権利を奪うということは、そんなことはでき
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ないと思うんです。もうすでに議員さんもご承知のように、いろんな形で意思表示をしている

ではないですか。また住民にはいろんな法的な訴え方ももちろんあるんですけども、われわれ

はその権利を剥奪したり、またそのような権利を行使することができなくするようなそんなよ

うなことをこれっぽっちも思っておりませんし、また過去にもそのようなことはいたしており

ません。 
 すでに久那土、あるいは下部地区では会が立ち上がり何回か私どもに要望書等も出ているで

はないですか。したがいまして権利を奪うというような、これはちょっと言葉が違うと思いま

す。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 法的な権利ということではなくて、ここに住んでいる人たちがいろんな問題を一緒に考えた

り、意思表示をするそういう権利なんですね。町はやっぱり町民との信頼関係の中でまちづく

り、協働のまちづくりを進めていくと思うんですね。ここに住んでいる住民がいろんなことに

対してやっぱり意思表示をする機会がないということが問題だと思うんです。そういう法的な

権利ということではなくて意思表示、会として聞くとかという問題も１つあるけども、一般の

住民に対してそういう機会をつくるべきではないかなということをさっきからずっと私、言っ

ているんですけども。 
〇議長（河井淳君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（渡辺明彦君） 

 ですからこの１０年来、住民の方々の代表に適正配置審議会等に入っていただきまして慎重

に審議をしてきた結果が今日に至っているわけです。住民の方々につきましても今、教育長が

申し上げたとおりさまざまに自分たちの意思を表示することは、それはできるわけです。いろ

んな書面をもって私たちに要求を出すとか、もっと突き詰めて言えばそれを広く町民の方々に

配布して自分たちの主張を知らしめるということもできますし、住民には直接請求なり住民投

票なり、あるいは普通選挙において同じ考えを持つ皆さま方議員を選出するなど民主的な意思

表示を行う権利はいくらでもあります。私たちがそれを奪うなんてことができるわけがないで

はないですか。その住民によって議会議員は直接公選され議会を構成し、この議会において住

民の意思が反映されることになっています。議員は選良です。ご質問の内容は地方自治におけ

る議会の議決権を自ら軽んじているものだと思います。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 さっきから言っているように住民の方たちとか、そういう保護者の方たちとかそういう人た

ちが集会をしたり、そういうことはあると思うんですね。そうではなくて普通の一般の人たち

が、ここに住んでいる人たちが意思表示をする場がない。そういう機会を、だから２２回の説

明会をしたあと、そういう機会がなかったではないですかね。そのことを言っているんです。 
 もういいです。いくら言ってもこれはもう平行線なので時間もないですから。住民説明会や
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保護者から教育委員会に対して多くの不安や不満が出されました。これを全部無視して結論を

議会に持ってくることは住民に対しても議会に対しても不誠実な対応だと私は思っています。

この３１日の回覧の中で、今後学校統合についてその可否を議会の議決に委ねるべく条例改正

に向けて取り組んでまいりますとありますけども、やっぱり教育委員会は教育委員会の仕事を

きちっとした中で議会に委ねてほしい。それが私はまだ、きちんと仕事をしていないように思

うんですけども、これについてはいかがでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 議員さんのご質問の趣旨には承服を致しかねます。これまで行ってきた保護者、また地域に

対する説明会、保護者への回答文書の内容も議員さんは承知をしていると思います。それを棚

に上げて議会に対しても不誠実であるという根拠は一体なんでしょうか。２３年９月に議会で

も１中３小と決議をしたではないですか。１中３小の統合計画を推進する教育委員会を３年

経った今でも不誠実とおっしゃる、その理由が分かりません。私たち教育委員会はぜひとも渡

辺議員さんから検討に値する、学校統合に関する具体的な提案をいただきたかったわけです。

すでに遅きに失しています。ただ住民の声をもっと聞くべきだ、あるいは誠意を持って対応す

べきだとおっしゃいますけども、私たちはすでに各保護者の皆さま、あるいは町民の皆さまの

意見は承ったというように、先ほども言いましたように理解をしておるわけです。したがいま

して、もうすでに議論は尽くしたので、これは最終的な議会の決定しかないということを結論

としているわけです。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 議論は尽くされたと教育委員会はそう思っていらっしゃると思いますけども、住民はそうい

うふうに思っていないんです。それでもう時間がないから、ちょっと最後まで質問はできない

んですけども、同意・不同意を取って不同意の保護者の方たちにもなんの調整も説明もなくて、

そしてこういうふうに決定した。それはあまりではないですかね。それは本当にやることをやっ

た、教育委員会のやることですかね。私は違うと思いますよ。せめて不同意を出したところに、

同意にしたっていろんな思いがいっぱいあの中に詰まっているではないですか。そういう不安

や不満に対して、教育委員会はきちっと応えてから結論を議会に委ねるべきだと思うんです。

それを中途半端にして、まして不同意を出した保護者には紙は出したかも分からないですけど

も、きちんとした調整とか、調整すると言っていましたよね。不同意が出た場合には調整する

というふうにおっしゃったけども、その調整もしないし説明もないままに、ただその結論を出

してしまった。そこが私は問題だというふうに思っているんですね。 
〇議長（河井淳君） 

 教育長。 
〇教育長（鈴木高吉君） 

 今、調整という話が出たんですけれども、これは説明会でも申しましたように同意・不同意

のいろんな意見が出たら教育委員会はこれを調整する。要するに委員会の中で、いろんな意見
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がある中をどのような方向に導くべきかということを審議をして調整をしていくんだと、そう

いう意味です。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 そうしたらそういう経過をきちっと保護者に伝えるべきではないですか。保護者は調整をす

るというふうに言っているから、その意見をちゃんと調整してくれるというふうに思っている

んです。だから文書なんかでやりとりするから、そういう誤解が生じるんです。きちっと目の

前にして説明をしないから、その同意・不同意にしたって誤解を生じることになるんですね。

やっぱりもうちょっと教育委員会は住民の声を聞く、その姿勢に立ってきちんと進めてもらい

たいと思います。今はもう時間がないですから、なんか今まで私、いろんな提案をしなかった

というふうにおっしゃっていましたけども、毎回、議会のたびにいろんなことを私、言ってい

たつもりです。それを聞いてくれなかったのは教育委員会だというふうに私は思っています。

これ以上言ってもあれですから、以上をもって私の質問は終わります。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺文子君の一般質問は終わります。 
 次は通告の６番、田中一泰君の一般質問を行います。 
 田中一泰君、質問を許します。 
 登壇してください。 
 田中一泰君。 

〇３番議員（田中一泰君） 
 ３番、田中一泰です。 
 通告によりまして質問をいたします。 
 今回は防犯灯、街路灯のＬＥＤ化に対する補助制度、そしてもう１点、子育て支援策の充実

の２点について質問をいたします。 
 まず防犯灯のＬＥＤ化です。現在、各区などで負担している防犯灯、街路灯などについてで

すけども、節電、省資源、そして明るさを確保し防犯対策の向上のために蛍光灯からＬＥＤ化

への必要があります。またそれをすることによって、区民の負担の軽減としてもＬＥＤ化は効

果的に思われます。町として交換工事、そのＬＥＤ化に対しての補助制度を考えているでしょ

うか。 
 試算によりますと現在、防犯灯１灯あたり大体４０ワットの蛍光灯ですけども１カ月

３１５円かかります。ＬＥＤ化にすることによって１０ワット、１カ月１４８円という電気料

になるんですけども、かなり大幅な節減が図られることになります。 
 一例ではありますが今、実際にある区では防犯灯を２７灯、設置されています。現在の費用

で試算をしますと電灯料と蛍光灯の維持管理費を含め、そしてＬＥＤはＬＥＤ器具を付け、そ

してＬＥＤに更新し、そして新しい電気料を計算に入れまして１０年間の差額を計算しました

ら蛍光灯の電気料と器具交換の費用を入れますと１２４万７７０円。それに対してＬＥＤの器

具を付けまして、そして電気料を払うと９１万３，３３０円になり１０年間で３２万７，

４４０円の節約になるという試算が出ました。ＬＥＤの変更の工事費用だけを見ますと６年ほ

どでその費用が回収できるという。あとは電気代がずっと安くなるというような状況になると
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いうことです。 
 ただ単に、先ほど言いましたように４０ワットの３１５円、１０ワットの１４８円という、

その電気代だけを考えると１０年間で５０万円以上の節約になるということです。これが今言

いましたように１つの区のことですけども、町全体で考えればかなり大きな効果が期待できる

と思います。そしてＬＥＤによって灯りも明るくなり安全性も向上できると思います。 
 こういうような状況で電気代が、基本的にはこのへんは東電に払うわけですけども、この節

約した部分は、本来その節約ができなければどんどん町からお金が出ていく。しかしその節約

した部分は、実際は町というか町民がお金をそこで稼ぎ出したと同じ効果が表われる。そうい

う意味で投資的支出であると思われますので町民、区民の負担の軽減、そして町自体の省資源、

そして防犯の一層の向上ということも考えまして、ぜひとも町としてＬＥＤ化の促進の検討を

考えていただきたいということですけども町の考えをお聞きいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 総務課長。 
〇総務課長（樋川信君） 

 それでは、お答えいたします。 
 町におきましても平成２３年３月に起きた東日本大震災の影響で電力不足が表面化して以来、

本町におきましても各施設に応じて白熱灯からＬＥＤライトに変えるなど消費電力の抑制に努

めておるところでございます。 
 ご質問の街路灯、防犯灯のＬＥＤ化については今年度の区長要望の中にもいくつかの区から

ＬＥＤ化の要望が挙がっております。これについては、夜間における各種犯罪を未然に防止す

ることを目的として行う防犯灯建設事業に対して、身延町防犯灯建設事業にかかる補助金交付

規則により事業費の２分の１を限度として予算の範囲において補助金を交付することができま

すので、この補助金交付制度によりＬＥＤ化の推進を図っていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 田中君。 

〇３番議員（田中一泰君） 
 そういうことでＬＥＤ化をますます促進していただきたいと思います。 
 それでは続きまして２点目ですけども、子育ての支援による充実と対する現在の状況とこれ

からの目標とかを聞きたいと思います。 
 現在、人口減少等、少子化の急激な進展に対する対策が求められています。若者の定住促進

のためにまずは子どもを産み子育てしやすい環境の整備と町および地域住民の支援、バック

アップという体制が大切だと思います。町としての取り組みと基本的な考え方について、どう

思っているのでしょうか。 
 たしかに子育てに対しての補助、支援は金銭的にもいろいろな支援策が実施されていること

はよく分かっています。ただ実際にその支援が若い人たち、そして子育て中の親が望む支援、

よりきめ細かく有効に求められている支援策ができているかどうかということをよく検討して

もらいたいと思います。 
 金額的な支援はたしかに助かりますけれども、本当に子どもを育てる中でこうしてもらいた

いというものに沿った施策が求められているのではないかと思います。子育ての環境とおよび
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教育の環境、教育の質、身延ならではの教育をしているよということ、そして今現在、子育て

をしている人たちが本当に身延の町にいてよかった、みんなが支えてくれているというふうに

思われることが大切だと思います。 
 一例ですけども、例えばこの間、議員研修で長野の南箕輪村に行ってきましたけども、そこ

は県内でも人口が増えていると。唯一のところだというようなことを聞いてきました。その中

でもやっぱり子育てに対する支援をいろいろ充実させているというような話を聞いてきました。

そういう中で今、保育料などについても順次、率を下げているということを続けているそうで

す。身延においてもそういう保育料、一番身近に負担になるところなんですけども、保育料の

基準額についても努力をして、なお一層の補助を検討してほしいと思います。そういうことに

よって、少しでも子育て世帯の負担を軽減することが大切ではないかと思います。 
 まず抽象的な表現ですけども、安心で子育てできる支援体制、環境を整えること、そして若

い親に信頼される取り組みというものを実行していただきたいと思います。 
 今、行われている学童保育のより充実した子どもたちのゆとりある環境の整備、そして保育

時間の問題等、本当に求められている時間帯、保育をしてもらってよかったと思ってもらえる

ような対応などについての取り組みについてもお聞きしたいと思っています。 
 とりあえず、今のところで回答をよろしいでしょうか。 

〇議長（河井淳君） 
 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（佐野昌三君） 
 それではお答えいたします。 
 わが町の総人口は住民基本台帳によりますと今年８月１日現在で１万３，７２０人であり、

そのうちの１４歳以下の人口は９８０人であります。また合併した翌年の平成１７年４月１日

現在では総人口が１万７，１８２人であり１４歳以下の人口は１，６４０人でありました。率

にしますとおよそ１０年間で総人口は２０．１％の減、１４歳以下の人口は４０．２％減とわ

が町にも人口減少と少子化の大きな波が押し寄せております。この減少はわが町だけではなく

全国的に大きな社会問題となっております。 
 そうした中で国では急速な少子化や待機児童問題など子育てにかかる課題を解決するため幼

児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための子ども・子育て

支援新制度を平成２７年度から始める予定です。 
 身延町ではこの新制度の事業実施のため、５年間を計画期間とする子ども・子育て支援事業

計画を身延町子ども・子育て会議を中心に現在、策定中であります。計画には学童保育教室の

充実も含め子育て支援に関する諸事業を盛り込む予定であり、地域の実情に即した実効性のあ

る内容にしていきたいと考えております。 
 先般、田中議員はじめ町議会議員の皆さまにお配りしましたアンケート調査報告書は町内の

子どもを持つ保護者の方々からお寄せいただいた子育て支援に関する質問に対する回答を集計

したものであり、本計画を策定するための基礎資料として現在、活用しているものであります。 
 このアンケートによりますと子どもの看病のために仕事の休みが取れない、あるいは取りに

くい状況にある保護者のためのサービスや就業形態の多様化により、休日の保育を望むことが

あるなど子育て中の保護者の方々が望む子育て支援サービスは、まさに多岐にわたるところで

あります。学童保育教室もその１つで、当町では町内の５カ所で実施し登録児童数は１９７人
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で１カ所の１日平均利用者数は２５．６人であります。先のアンケート報告書におきましても

保護者の方々から、この事業により安心して仕事ができると好評をいただいている事業であり

ます。 
 学童保育教室は実施要綱により午後６時までと規定されており、保護者の方には原則として

この時間内に迎えに来ていただくようお願いをしております。また就労の都合などやむを得な

い事情のある場合にはその都度、状況に応じて対応をしているところであります。 
 さらに町では今年度から新たに病児・病後児保育事業と町立保育所における土曜日の一日保

育を実施いたします。年度の途中からではありますが、子育て中の方々の就労支援のため大き

な役割を担ってくれるものと期待をしているところであります。 
 町といたしましては厳しい財政事情の中ではありますが、今後も子育て中の保護者の皆さん

がより働きやすい環境となるように子育て施策の充実に努めてまいります。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 田中君。 

〇３番議員（田中一泰君） 
 今言われました２５年度の子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケートを見せてい

ただきましたが、その中でちょっと気になるところがありまして、このお子さんの子育てに関

して気軽に相談できる先はという問いがありましたけども、それに対して保健所、子育て支援

施設、自治体の子育て関連窓口とかは民生委員とか児童委員、ここの数がすごく少ないんです

よね。だからおそらく体制は整えてあるとは思うんですけども、そこが結局、利用しにくいの

か、時間的なこととか堅苦しいから行けないのかということが当然あると思うんですけども、

そこのところをもっと利用しやすいように、たぶん行政のほうからそういう親たちのところに

踏み込んでいくというような対応が必要ではないかなと思います。だからその公的支援がもっ

と、行政でちゃんと支えてくれているよというふうに思われるようなことに取り組んでもらい

たいと思います。 
 そして今、身延の中を見ても気軽に集まる場所というのはなかなかないですよね。そういう

ものをこのアンケートの中にもありましたけども、子どもの親の交流場所の設置希望というの

がありますけども、こういうものも町ではぜひつくってもらいたいなと思います。それは公民

館とか図書館とかありますけども、もっと自由に使えるところという、申請をして許可を受け

て使うということではなくて、自由にいつでも使えて、そしてそこでお茶を飲みながらでも話

をするというような場所をぜひ考えていただきたいなと思います。 
 まちなかですとファミリーレストランとかああいうところがあって、友だちとこういうふう

に長く話をするという場所もありますけども、あいにくこの地域は本当にありません。そうい

うものをぜひつくってもらいたいなと思います。 
 先ほどの学童保育についても現に時間外になるお母さんたち、親にはそれなりに対応してい

るということですけども、ぜひそういうことを続けていってもらいたい。本当に困って、どう

しても、親にすれば少しでも早く子どもさんのところに帰りたいということは当然だと思うん

ですよね。ただそれができないときにちゃんとその対応をしてくれているという安心感、そう

いうものが行政に対する若い人たち、町民の信頼感につながっていくというように思います。

その時間で何時から何時までだよと切らない、できるだけ対応していくというようなことを続
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けていってもらいたい。そして問題を掘り起こしていく。何も言われていないからいいやでは

なくて、困っていないかな、どんなことがあるかなということで行政が、行政というか、そう

いう支援の課の人たちはもちろんですけども、町全体の中でそういうものに踏み込んでいくよ

うな行動をしてもらいたいと思います。 
 この少子化については本当にこの町の存続がかかっていることで、子育て支援課だけでは到

底対応できることでもないし、本当に全体で子どもを育てている親たちの力になっていかなけ

ればいけないと思います。特にその人が住んでいる地域の隣近所との関係がうまくいくという

ことが大切で、そこに住んでいることが苦痛でないこと、幸せを感じられるような状況をこれ

から目指して、町もその地域も協力していかなければいけないというふうに思います。 
 子育てについては本当にこれから大変な問題ですけども、やりがいのあるところだと思いま

すのでこれからの町の将来に本当に関わっているところですので、ぜひ今まで以上に頑張って

良い町にするようによろしくお願いいたします。 
 以上で質問を終わります。 

〇議長（河井淳君） 
 田中一泰君の一般質問は終わります。 
 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 
 これをもちまして、本日は散会といたします。 

〇議会事務局長（中村京子君） 
 相互にあいさつを交わし、終わります。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
 お疲れさまでした。 

散会 午後 ３時３５分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（中村京子君） 

 おはようございます。 
 相互にあいさつを交わし、始めます。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（河井淳君） 
 本日は大変ご苦労さまでございます。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 諸般の報告。 

 議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 
 本日の説明員として地方自治法第１２１条の規定に基づき、出席通知のありました者の職氏

名につきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 
 なお、望月教育委員長から欠席の申し出がありましたので報告します。 
 質疑に入る前に第１日目の議案第７２号 平成２６年度身延町農業集落排水事業等特別会計

補正予算（第１号）の説明について、深沢環境下水道課長から追加の説明があります。 
 深沢環境下水道課長。 

〇環境下水道課長（深沢香君） 
 おはようございます。貴重な時間をありがとうございます。 
 ４日の本会議におきまして議案第７２号、歳出の説明において上之平地区維持管理費、１１節

需用費の１４万８千円ならびに議案第７３号、歳出の角打丸滝下水道事業維持管理費、１１節

需用費の１５８万６千円の説明をいたしました。 
 それぞれが施設の重要な個所であり、緊急のことでありましたのですでに修繕をさせていた

だきましたが、本来の事務処理を怠ってしまいました。 
 今後はこのようなことのないように最大限の注意を図り努めてまいりますので、どうかご理

解いただきますよう切にお願い申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 
〇議長（河井淳君） 

 町長。 
〇町長（望月仁司君） 

 ただいまの件で私のほうからも一言お詫びを申し上げさせていただきたいと思います。 
 ただいま環境下水道課長が説明いたしました補正予算につきましては本来、議会の議決をい

ただいたのちに執行することが大原則であり当然であります。このような不適切な事務処理を

いたしましたことは弁解の余地はございません。私の監督不十分であり衷心よりお詫びを申し

上げます。 
 今後このようなことのないように財務規則に則った事務処理を徹底させますので、誠に申し

訳ございませんでした。 
 以上でございます。 
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〇議長（河井淳君） 
 本日は質疑の日程になっております。 
 認定第１号中、財産区特別会計決算１２件および同意第１号を除く議案等については各常任

委員会に付託を予定しておりますので、質疑は大綱のみに留めてください。 
 以上で諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 認定第１号 平成２５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてを

議題とします。 
 認定第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 一般会計のほうでお願いします。 
 ３６ページなんですけども、企画費の報償費ということで５１０万円ということで出ている

んですけども当初が５２０万円だったんですね。それで１０万円減額補正をして、そして不用

額が１６３万円出ているんですね。ある程度、これは結婚祝金とか出産祝金とかこういうもの

で残しておかなければいけないという部分は分かるんですけども、それにしても１０万円しか

減額補正していなくて１６３万円残っている。こういう理由とか、それからその下の委託料で

これは当初、公園の草刈り３回で１３万５千円が当初予算で盛ってありました。それが増額補

正をして結局使ったのは支出済額が８万９千円ということで、不用額が１２万９，６０４円と

いうことでかなりの額が出ているんですね。この場でいちいちこれを全部言うわけにはいかな

いですけども、私が見たら結構こういう不用額が多い。それから増額補正をしていて、それよ

り不用額が多い。そういうところが多々あったんですね。どういうふうな見極めをしながら予

算を執行しているのか。やっぱり不用額がこんなに出るということは、ちょっと予算の使い方

として、もうちょっときちっとした予算を盛るべきではないかなと思います。今２つ言ったの

は一例で、他にいくつかあったので、ちょっとそこのところは一つひとつ、こういう理由だと

言っていただければいいですけども、ちょっと理解に苦しむところもありましたので、全体と

してちょっとお答えいただきたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 財政課長。 
〇財政課長（笠井祥一君） 

 ただいまのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 まず補正予算等を計上する場合につきましては、当初予算で計上いたしました予算以外に必

要になったものが出てきたような場合につきまして補正をさせていただいています。その際に

つきましては、見積もり等をいただく中で予算計上をしているわけでございますけども、それ

を実際に執行する場合につきましては、非常に財政が厳しい本町でございますので、補正で予

算計上させていただいた金額よりもなお安くということで、入札等を行う中でどうしても不用

額等も出てきてしまうということもご理解いただきたいと思います。 
 また契約等に基づいて支出するようなものにつきましてはある程度、金額も分かっておりま

すので、その時点で減額補正等もさせていただくわけですけども、先ほどの定住促進の補助金
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のような申請に基づいて支払いをするもの。また月々使用したものについて請求がきて支払い

をするというものにつきましては、やはり年度末まである程度予算を確保しながら執行させて

いただくということになりますので、どうしてもこういった形で執行残が出てしまうというこ

とをご理解いただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 ほかに質疑はございますか。 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 私の見方が間違っているのかどうか、決算付属資料の１ページの翌年度に繰り越すべき財源

というところの繰越明許費繰越が３，７５０万３９０円というふうになっています。この一般

会計の最後のページを見ると繰越明許の合計が１億１，７９０万２，４５０円となっているん

ですが、これはどっちを見ればいいのでしょうか。一般会計の最後の実質収支に関する調書に

も３，７５０万円というふうに載っているんですが、これの見方が私のほうが間違っているの

かどうか、そのへんをお聞きしたいと思います。 
 それから歳入の２ページですね、県支出金がすべて減額になっている主たる要因と言います

か理由はなんなのか。これを教えていただきたい。 
 それからふるさと納税というのが最近いろんなところで話題になっておりますけども、本町

のふるさと納税の金額はどのくらいで、どこに載っているのかについて説明をお願いします。 
 それから１４ページの土木使用料のところで住宅使用料の減が載っておりますけども、最近

というか昨日、新聞に高額所得者が公営住宅に入っているというふうな記事がありましたよね、

こういう。本町でも収入超過した２５名、括弧内は公務員ということで２名というふうになっ

ておりますけれども、この取り扱いがどういうふうになっているのか。県と９市町ということ

で居座りを続ける男性県職員に明渡しを要請とかいろんな手続きをしているようなんですが、

本町ではそのへんの取り扱いがどのようになっているのか。私は教育厚生のほうでございます

のでこの点については質問ができませんので、この場でお聞きいたします。 
 それから同じく１６ページの土木費国庫補助金のところで、社会資本整備総合交付金という

のがありまして、２４年度はかなり大きい金額の社会資本整備総合交付金が出ていたようなん

ですが、２５年度はちょっとそのへんが減額になっている。その理由を知りたいので、その点

についてご説明をお願いします。 
 それから次のページの地域の元気臨時交付金、これは消防費国庫補助金ですか。それからそ

の次の総務費国庫補助金のところに過疎集落等自立活性化推進交付金、それから農林水産業費

国庫補助金のところにも地域の元気臨時交付金というふうにありますけども、この地域の元気

臨時交付金とか過疎集落、この過疎集落というのは大体分かるような気がするんですけども、

こういうものはすべて、いわゆる目的別に交付されるものなのか。あるいはまったくそういう

関係なく、ひも付きでなくてどこでも使っていいよというような交付金なのか、その点をお聞

きします。一応、そんなところでお願いします。 
〇議長（河井淳君） 

 財政課長。 
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〇財政課長（笠井祥一君） 
 それでは一番最初にご質問がございました決算の付属資料の１ページの翌年度に繰り越すべ

き財源３，７５０万３９０円と決算書の最後のページの１億１，７９０万２，４５０円との金

額がどういうふうなことなのかというご質問でございますけども、これにつきましては決算書

の１０３ページに記載されております翌年度繰越額というのは事業費の総額でございます。付

属資料の１ページのところに翌年度に繰り越すべき財源というものは、この中で一般財源繰越

金の中に含まれている明許繰越事業に充てる部分の金額ということで、こちらのほうに記載さ

れているということでご理解をいただければと思います。 
 また繰越計算書でもこれにつきましては、明細を説明させていただいています。翌年度に繰

り越す事業の全体の事業費が１億１，７９０万円余ということであります。その事業に充当す

る財源が繰越金の中に含まれているということで３，７５０万円を充当していますので、こち

らのほうに記載させていただいております。 
〇議長（河井淳君） 

 政策室長。 
〇政策室長（佐野文昭君） 

 国庫補助金の中の総務費国庫補助金、１７ページの説明ですが、過疎集落等自立活性化推進

交付金ということで１，１００万円いただいております。これは静川村の事業ということでい

ただいたお金でございまして今回決算で計上させてもらってあります。 
 ふるさと納税の関係でございますが、歳入でいいますと寄附金ということで処理をさせても

らってありまして、２６ページになります。ふるさと納税は指定寄附金で決算へ載っておりま

す。そういうことで処理をさせていただいております。 
 それぞれ指定されますので各課で振り分け、このように使ってくださいという意思を示され

ます。 
〇議長（河井淳君） 

 政策室長。 
〇政策室長（佐野文昭君） 

 主に福祉ということで寄附金をいただけるのですが、その中でも学校のほうへもとかという

ことで指定をされていただいていますので、こういう形で分けさせてもらっているということ

でございます。 
 税額の控除が受けられますので、ふるさと納税という形でこちらからもＰＲさせてもらって、

ただ寄附だけではなくて、ふるさと納税をしたほうが有利で税額控除がされますのでそういう

形でお話をさせてもらいながら申請書を送ったりするというような形でさせてもらっておりま

す。 
〇議長（河井淳君） 

 建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 １４ページの住宅使用料の件でございます。 
 収入超過者、高額所得者の扱いについてということで、先般９月７日の山日に出たとおりで

ございます。この新聞の記事にも書いてありますけども今年度から収入超過者、高額所得者が

急増したということで本町でもその傾向はあるわけでございます。改正公営住宅法で収入超過

 １１７



者の世帯の収入月額が引き下げられたということが一番の要因ということで、この方たちにつ

きましては退去していただきたいということで、事務方からお手紙のほうを出しているという

ことです。 
 公務員の２名についても役場の職員２名ということで、役場の職員についても同じような扱

いで超過していますよという通知は差し上げております。 
 以上です。 
 続きまして１６ページの社会資本総合整備交付金が減額になったということで、一番の原因

は今年、６８ページの道路新設改良費の中で使われているわけですが、１５節の工事請負費へ

充当しています。今年、社会資本でやっております事業としては白雲橋の耐震補強とか、あと

橋梁の修繕工事、長寿命化、あとは峡香橋の架け替えなんかがあるわけですが、工事の多くが

前金払いということでありますので、繰越事業になっています。そのことが原因で減っている

ということになります。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 県支出金のことについては。 
 財政課長。 

〇財政課長（笠井祥一君） 
 ２ページの県支出金が総体的に減額になっているという部分でございますけれども、これに

つきましては大きな理由といたしましては、民生費の医療費の減額等によりましてこちらの県

の補助金等が減額をしてきているという部分が理由の１つとして挙げられると思われます。 
 それからあと１つといたしましては、２６年度への明許繰越事業の関係で、こちらに予算計

上してあります財源が２６年度のほうに繰り越しになるという部分で減額になっているという、

この２つが大きな理由だと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 ほかに質疑はありますでしょうか。 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 さっきの繰越明許の関係なんですけども、どちらの数字が正しいということはないんですか。

ということは私たちが見るのはこの決算書で、最後の数字で見るわけなんですけども、それと

繰越事業費うんぬんということでおっしゃっていましたけども、事業費総額ですか、それが１億

１，７９０万円で繰り越すべき財産と違う、意味がちょっとよく分からないんですけども、も

う一度ご説明いただけますか。 
〇議長（河井淳君） 

 財政課長。 
〇財政課長（笠井祥一君） 

 こちらにつきましては先ほども申しましたとおり、６月の議会でも繰越計算書に基づきまし

てご説明させていただきましたけれども、２６年度、次年度への繰り越す事業につきましては

こちらの繰越明許費ということでこの部分が繰り越されることになります。こちらの財源とい

たしまして、２５年度からの繰越金の中に含まれて２６年度への繰越明許費の財源として充て

られる部分があります。それがこちらの決算書の付属資料のほうで翌年度に繰り越すべき財源
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ということで表されているということでご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 芦澤君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 たしかに決算総括表で見るとこの数字でなければ最後の実質収支額というのが合わないこと

になるんでしょうけども、そういうのとこの決算の最後の１０３ページの数字というのがどう

いう仕組みでこういうふうになっているのか、ちょっとそのへんがよく分からないんですけど

も例えば歳入総額が１０１億４，００７万６，６１２円というのがこの総括表の数字で、こち

らのほうの最後の数字は９６億２，７０３万４，９５７円ですよね。予算現額。支出済額が９１億

６，１１３万７，６７９円なんですけども、この歳入総額というのとこちらのほうの予算現額

の合計とはかなり開きがあるんですけども、そこの開きの部分がこの１億とその３，７５０万

円の差額になるんですか。１億１，７９０万２，１５０円と３，７５０万３９０円との差額が

この歳入総額というふうに書いてある１０１億円と、それから予算現額の９６億円というのも

差額になるというふうに考えればいいんですか。なんかよく、全然違う数字が書いてあるので

よく分からなかったんですけども、そのへん。ではもうすでに繰越明許はここで議決されてい

ますよね。だからそれはそれで３，７５０万円なんでしょうけども、この数字のからくりとい

うか、内容がいまいち理解できないのでもう一度ご説明をお願いします。 
〇議長（河井淳君） 

 財政課長。 
〇財政課長（笠井祥一君） 

 こちらの決算付属資料の１ページに書いてございますものは、あくまでも歳入の収入済額に

つきましては決算書の３１ページの収入済額、歳入合計のところの１０１億４，００７万６，

６１２円が入っています。歳出総額につきましては１０３ページの支出済額の歳出合計９１億

６，１１３万７，６７９円。この差し引きしたものがこちらの付属資料の歳入歳出差引額で９億

７，８９３万８，９３３円になります。これが一応、繰越金という形になるんですけども、こ

の繰越金の中に先ほども申しましたように２６年度に繰り越される事業の財源として充当され

るものがすでに含まれておりますので、それが３，７５０万３９０円ということであります。 
〇議長（河井淳君） 

 ほかに質疑はございますでしょうか。 
 川口君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 ３点ほど伺います。 
 先ほどの住宅のほうの関係ですが、収入月額基準が下がったという説明がありましたが基準

額がいくらまでになったのか。それと２名の職員に対しての通知を発送したということですが、

その後どのような対策を講じるのかについて伺います。 
 それからもう１点、この一般会計の関係ですが９３ページ、和紙の里運営費の中の賃金で臨

時職員賃金が２９９万円。その下にその他の賃金として６５２万９千円が計上されております。

それから現代工芸美術館の関係ですが、次の９４ページ、報酬として２７６万円。またその下

のほうに臨時職員賃金として２５６万４，４００円が計上されておりますが、この賃金内容に

ついてご説明を求めます。 
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〇議長（河井淳君） 
 建設課長。 

〇建設課長（竹ノ内強君） 
 １４ページの住宅使用料について、お答えいたします。 
 収入超過は月額２０万円が１５万８千円に引き下げられたということで、先ほど申したとお

り役場職員２名おりますけども、今年度から対象になってしまいました。すでに収入超過です

よということで通知はしてありますけども、今後、今年のことですからすぐ退去しますとか何

年後に退去しますかとか、相手方からはそういうやりとりはまだありません。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（高野博邦君） 
 先ほどのご質問の件にお答えいたします。 
 和紙の里の臨時職員の関係なんですが、臨時職員の賃金につきましては臨時職員１名を雇用

しております。その者の賃金を計上してございます。そしてその他の賃金につきましては、パー

ト職員を６名雇用させていただいておりますのでその賃金となっております。 
 現代工芸美術館についてですが、美術館につきましては臨時職員これも１名、雇用しており

ます。そのための臨時職員の賃金です。あと報酬につきましては、これは館長の報酬となって

おります。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 川口君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 この現代工芸美術館の館長の報酬問題は、前にもちょっと報酬額について議論があったと思

いますが、今現在この館長が実際こうやって非常勤職員という形で報酬が払われているんです

が大体年間を通じて何日ぐらい、月何日ぐらい美術館へ見えられるのかそのへんを伺います。 
〇議長（河井淳君） 

 生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（高野博邦君） 

 館長につきましては月額の報酬を支払っております。美術館の運営にあたって展覧会等の準

備、企画、折衝、交渉等、主な活動場所としては都内等、いえば全国という形になるんですが、

そういう形で携わっていただいております。 
 美術館に来るのは展覧会の間際、あと展覧会の準備をする段階でそのときどきによって変

わってはきますけども、平均ということであれば月３日ぐらいは現地のほうへお出でいただく

と。ただこの回数につきましては、先ほどご説明しましたように展覧会の前後、展覧会の数等

によって変わってきております。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 川口君。 
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〇１０番議員（川口福三君） 
 今、答弁をいただいたんですが、美術館自体はたしかに収益を上げるのが目的ではないこと

は事実です。しかしながら、ああして会館を運営していく上において、いかに経費の節減をす

るかということが一番問題だろうと思うわけです。特にあそこは、企画展等においては輸送費

をはじめかなりの経費をかけて展示をされていると。これはやはり１０年先の経過の中で、こ

うした経費の削減を伴って今後の運営の仕方自体も検討する必要があるんではないかと。しい

て言えば入館者自体もあまり伸びないというような状況の中で、町でも非常に財政的にも厳し

い中をこうした経費を使わなければならないということは非常に町としても厳しいわけです。

ですから、こういった面をもう少し検討する必要があるんではないかと考えます。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 他に質疑はありますでしょうか。 
 深澤君。 

〇１番議員（深澤勝君） 
 １４ページをお願いします。 
 先ほど先輩議員が質問をされていましたけども住宅使用料、収入済額、調定額から比較しま

すと大変、過年度分も含めて努力をされた形跡が伺えますけども、収入済額、この中に現年分

と過年分があと何世帯でどういう具合なのか、そのへんを１点教えていただきたいと思います。

過年度分と現年度分の内容。 
 それからこれもやはり先輩議員が質問していましたけれども、ふるさと納税の件数をお願い

します。このふるさと納税ですね、各市町村とも非常に協力をしていただくために推進をして

いるようでございますので、どのくらいの件数があるのかそのへんを１点。 
 最後に私もこの中のどこに含まれているのか、あるのかないのか分かりませんけども、飯富

病院への負担金、または補助金、交付税の再配分等があるのかないのか。あるとしたらどこへ

どの程度、決算されているのか、そのへんをお願いしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 建設課長。 

〇建設課長（竹ノ内強君） 
 １４ページの住宅使用料について、収入未済額の人数ですけども２９名あります。 
 現年、過年の区別はしておりませんので、その細かい数字は今出てきません。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 政策室長。 

〇政策室長（佐野文昭君） 
 ふるさと納税の件数でございますが、すみません、手元に資料がありませんので早速、調べ

てお答えさせていただきます。 
〇議長（河井淳君） 

 福祉保健課長。 
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〇福祉保健課長（穂坂桂吾君） 
 飯富病院への交付税の配分につきましては４款衛生費、ページは５７ページになります。４款

衛生費、１項２目予防費、これの１９節負担金、補助及び交付金、この中で飯富病院のほうへ

支出をしております。 
 飯富病院および老健施設、これを合わせましてそこに負担金、１９節の項に出ております８，

５８３万５，９４０円。これがそのままの金額となっております。 
〇議長（河井淳君） 

 他に質疑はありますでしょうか。 
 ほかにありませんか。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第１号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 議案第６３号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の制定について 
   日程第４ 議案第６４号 身延町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の制定に

ついて 
   日程第５ 議案第６５号 身延町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第６６号 身延町地域情報通信施設条例の一部を改正する条例について 

 以上の４議案は条例案でありますので、一括して議題とします。 
 議案第６３号から議案第６６号までを一括で質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 野島君。 

〇１３番議員（野島俊博君） 
 身延町条例等、これは議案第６５号でございます。一部改正する条例について質問いたしま

す。 
 平成２６年度の国の税制改正によりまして、自動車取得税の交付金が減額になると。それに

対して地方税である軽自動車の税を導入する話が出てきたところでございます。そこで軽自動

車税の増税の背景、狙いについて、また増税が町民、町に及ぼす影響についてどのようにお考

えなのか、今のところで回答をお願いいたします。 
〇議長（河井淳君） 

 税務課長。 
〇税務課長（村野浩人君） 

 軽自動車税の増税についての狙いということでございますが、政府の見解といたしまして今

回の増税につきましては、米国が非関税障壁として改善を求めている自動車税との登録者の税

額の開きを是正するとともに、２０１５年１０月に廃止する自動車税取得税の代替要因に一部

これを充てるというふうに聞いております。 
 現在わが町の軽自動車の台数としましては、登録台数は７，３１７台になっております。そ

のうち三輪車、四輪車以上につきましては、増税額が２７年４月１日以降に購入される新車に

限られておりますので、税額が改正された段階でうちのほうで増税になるものは１，７００台
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が該当いたしまして約１９０万円の増額になると見込んでおります。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 他に質疑はありますでしょうか。 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 同じ６５号の町税条例の一部を改正する条例なんですけども、第３４条の４中で法人税割を

引き下げて、今おっしゃった軽自動車税を引き上げるということで、今、軽自動車税の引き上

げのお答えがあったんですけども、この法人税割がどのくらい額として引き下げられるか、そ

こをお聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 税務課長。 
〇税務課長（村野浩人君） 

 法人税割の税額でございますが、これにつきましては今年の１０月１日から事業年度が始ま

る法人について税額が引き下げられます。ですので、これについてどのくらいの税収の減があ

るかどうかというのは、その申告を待たなければちょっと分からない状況です。ただ概算では

ありますが、２．６％という金額がどのくらいになるかと言いますと法人税の法人税割額で６千

万円ぐらいありますのでその約２割強という感じになります。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 ほかに質疑はありますでしょうか。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないようなので、質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第６３号から議案第６６号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第７ 議案第６７号 平成２６年度身延町一般会計補正予算（第４号） 
   日程第８ 議案第６８号 平成２６年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第９ 議案第６９号 平成２６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第１０ 議案第７０号 平成２６年度身延町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 
   日程第１１ 議案第７１号 平成２６年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第１２ 議案第７２号 平成２６年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号） 
   日程第１３ 議案第７３号 平成２６年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 以上の７議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 議案第６７号から議案第７３号までを一括で質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 議案第６７号について、お伺いします。 
 １４ページの土木費、住宅管理費で補助金６０４万円というのがありまして、これが身延町

建築物耐震化促進事業補助金、要緊急安全確認大規模建築物耐震診断ということで下部ホテル
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の名前が出たようですけども、ちょっとなんか名前を出すことがちょっと私、それ自体、疑問

があったんですけども、この補助金の内容をもう一度、説明をお願いしたいと思います。 
 それから１６ページ、教育費の第１３節委託料で下山分館建設用地調査測量業務、旧北小跡

地排水路測量設計業務というふうにありますけども、下山分館はすでにできているのになぜこ

こで建設用地調査測量業務が入るのか、その点についてお伺いします。 
〇議長（河井淳君） 

 建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 お答えいたします。 
 １４ページ、８款５項１目１９節補助金でございます。内容につきましては昭和５６年５月

以前の古い耐震基準で建てられた建物の耐震改修を促進するため、建築物の耐震改修の促進に

関する法律が改正され平成２５年１１月２５日に施行されました。この改正により病院、店舗、

旅館等の不特定多数の方が利用する建物のうち大規模なもの等について、耐震診断の実施とそ

の結果の公表を平成２７年１２月３１日までと義務付けされました。県において、その結果を

公表することとしています。 
 病院、店舗、旅館等については３階以上、かつ床面積の合計が５千平方メートル以上が対象

でございます。本町では下部ホテルがその対象となります。耐震診断のための補助金で、町を

通じて補助金交付を行うわけですが補助率は国が３分の１、県が６分の１、町が６分の１、そ

の他国から所有者に対して直接６分の１が補助されますので、所有者の負担は６分の１になり

ます。 
 なお下部ホテルにつきましては西館、東館がありまして東が６階、西が８階、合計の延べ床

面積は１万７８９平方メートルとなっています。他町村を見てみますと甲府市と笛吹市にこの

対象となる建物があり、県下で３市町村が対象となっております。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（高野博邦君） 
 １６ページの公民館費の委託料、下山分館建設用地測量業務の関係ですが、議員さんおっしゃ

るとおり下山分館につきましては本年４月に竣工式を迎えて現在、運営をしております。この

下山分館の建設時点での予定地、これは下山の１０１３３番地という土地なんですが、これは

公図上１筆となっておりまして、下山分館を建設する際の県との協議の中、すなわち建築申請

確認の段階において開発行為の許可要件、これを満たすようにということで、建設に要した面

積を確定するようにというふうな指導がございました。これに基づきまして、この補正を計上

させていただきました。 
 以上です。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 旧北小跡地排水路測量設計業務の内容は。 

〇生涯学習課長（高野博邦君） 
 旧北小の跡地につきましては、建物の取り壊しからずいぶん年月が経過しております。その

間、広場という形で草刈り等の手入れをしていたわけですが、広場の段下に住家がございます。
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その方、あとまた下山区からの要望もありまして、その石積みが老朽化していると。また雨が

降ったあとなんかは石積みの間から水が多量に出てくると。石積みの崩壊の危険があるのでは

ないかというふうな現状が報告されております。これが平成２４年度の段階でした。その時点

では経過観察をということでお答えをしていたわけですが、経過観察を進める中で広場の一部

に低いところがあり、そこに雨が降った際はかなりの水が溜まることが確認されました。石積

みを全体的に改良ということになりますと、一部用地に境界の確定が未確定なところがあり、

それらの要因もあり、まず排水処理を考えようということになりました。今回その排水処理溝

の調査測量と用地の立会い等の境界確認が必要になりますので、その測量委託費を計上させて

いただきました。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 建築物耐震化促進事業ですけども、該当するのは本町では下部ホテルだけということで、ほ

かに該当する病院、旅館、店舗などはないということで理解してよろしいでしょうか。 
 それから今の排水路の測量ですけども、これはこのあと、まだ石積みとかいろんな作業が考

えられるということで理解してよろしいでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 建設課長。 
〇建設課長（竹ノ内強君） 

 お答えいたします。 
 ここで行う耐震診断の義務化されているのは、昭和５６年５月以前の古い基準で建てられた

もので、３階以上かつ床面積５千平方メートル以上の建物ということで下部ホテルのほかには

ございません。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（高野博邦君） 
 排水路の改良でございますが、この補正で用地測量設計の業務委託費を計上させていただい

て、工事につきましてはそれに基づいて平成２７年度ということになろうかと思います。 
 石積みの件なんですが、現在で判断する状況では、排水処理を行えば石積みからの水は治ま

るという判断のもと、排水路のみの調査測量ということになっております。 
 ただ石積みにつきましてその処置をしたあと、どんな状況が見られるのか、これはまた経過

を観察しなければならないと思っていますので、ご承知おきをいただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 他に質疑はありますでしょうか。 
 （ な し ） 
 他に質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第６７号から議案第７３号までの質疑を終わります。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１４ 同意第１号 身延町公平委員会委員の選任についてを議題とします。 

 この議題については、質疑と討論を省略したいと思います。 
 ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 よって、同意第１号については質疑と討論を省略します。 
 お諮りします。 
 これから同意第１号についての採決を行います。 
 原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって同意第１号 身延町公平委員会委員の選任については原案のとおり同意することに決

定しました。 
 お諮りします。 
 総務産業建設常任委員会および教育厚生常任委員会に、お手元に配布しました議案付託表の

とおり付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、付託表のとおり各常任委員会に付託します。 
 各常任委員会での審議をよろしくお願いします。 
 以上で本日の日程はすべて終了しました。 
 これをもちまして、散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（中村京子君） 
 相互にあいさつを交わし、終わります。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
 お疲れさまでした。 

散会 午前１０時０３分 
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平成２６年第３回身延町議会定例会（４日目） 

 
平成２６年９月１２日 
午前 ９時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 委員長報告 
日程第３ 認定第１号 平成２５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第４ 議案第６３号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の制定について 
日程第５ 議案第６４号 身延町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める

条例の制定について 
日程第６ 議案第６５号 身延町税条例の一部を改正する条例について 
日程第７ 議案第６６号 身延町地域情報通信施設条例の一部を改正する条例につ

いて 
日程第８ 議案第６７号 平成２６年度身延町一般会計補正予算（第４号） 
日程第９ 議案第６８号 平成２６年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 
日程第１０ 議案第６９号 平成２６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
日程第１１ 議案第７０号 平成２６年度身延町介護サービス事業特別会計補正予算

（第１号） 
日程第１２ 議案第７１号 平成２６年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号） 
日程第１３ 議案第７２号 平成２６年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予

算（第１号） 
日程第１４ 議案第７３号 平成２６年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 
日程第１５ 請願第４号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図

るための請願書 
日程第１６ 請願第５号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める請願書 
日程第１７ 請願第６号 消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願 
日程第１８ 請願第２号 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認に反対する

意見書提出を求める請願 
日程第１９ 総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 
日程第２０ 教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 
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日程第２１ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 
日程第２２ 議会広報編集委員会の閉会中の継続調査申出書について 

追加日程第１ 同意第２号 身延町教育委員会委員の任命について 
追加日程第２ 発議第１号 身延町立中学校新校舎建設推進検討委員会設置に関す

る意見書 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１４名） 
 

 １番  深 澤   勝        ２番  赤 池   朗 
 ３番  田 中 一 泰        ４番  広 島 法 明 
 ５番  柿 島 良 行        ６番  芦 澤 健 拓 
 ７番  松 浦   隆        ８番  福 與 三 郎 
 ９番  草 間   天       １０番  川 口 福 三 
１１番  渡 辺 文 子       １２番  伊 藤 文 雄 
１３番  野 島 俊 博       １４番  河 井   淳 

 
 

３．欠席議員は次のとおりである。 
 

な  し 
 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
（２１人） 

町       長 望 月 仁 司 総 務 課 長 樋 川  信 
会 計 管 理 者 笠 井 喜 孝 財 政 課 長 笠 井 祥 一 
政 策 室 長 佐 野 文 昭 町 民 課 長 遠 藤  基 
税 務 課 長 村 野 浩 人 身 延 支 所 長 藤 田 政 士 
下 部 支 所 長 遠 藤 庄 一 教 育 委 員 長 望 月 忠 男 
教 育 長 鈴 木 高 吉 学 校 教 育 課 長 渡 辺 明 彦 
生 涯 学 習 課 長 高 野 博 邦 福 祉 保 健 課 長 穂 坂 桂 吾 
子育て支援課長 佐 野 昌 三 建 設 課 長 竹ノ内 強 
産 業 課 長 千頭和勝彦 土 地 対 策 課 長 佐 野 勇 夫 
観 光 課 長 柿 島 利 巳 環境下水道課長 深 沢  香 
水 道 課 長 望 月 真 人 
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５．職務のため議場に出席した者の職氏名（２人） 

 
議会事務局長 中 村 京 子 
録 音 係 佐 野 和 紀 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（中村京子君） 

 おはようございます。 
 相互にあいさつを交わし始めます。 
 ご起立を願います。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（河井淳君） 
 本日は大変ご苦労さまです。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第４号により行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 諸般の報告。 

 議案の審議に先立ちまして、諸般の報告をします。 
 本日の説明員として地方自治法第１２１条の規定に基づき、出席通知のありました者の職氏

名につきましては一覧表として配布したとおりです。 
 なお、本日は追加案件として人事案件１件、意見書案１件が提案されております。 
 議事に入る前に第５日目の質疑に対しての答弁を佐野政策室長および穂坂福祉保健課長が行

います。 
 政策室長。 

〇政策室長（佐野文昭君） 
 ９月８日、本会議の提出議案に対する質問の中で、ふるさと納税に関する質問につきまして

ご答弁をさせていただきます。 
 ふるさと納税の受け入れに関しましてでございますが、一般会計決算書の２６ページ、

１７款１項２目指定寄附金の全額がふるさと納税と説明をさせていただきましたが、これ以外

にもありました。１項の一般寄附金の１１８万３，９３９円のうち７４万５千円もふるさと納

税でいただいております。 
 よって、ふるさと納税でいただいた金額は一般寄附金で７４万５千円、指定寄附金で

５６５万１千円の合わせて６３９万６千円でございました。説明につきまして誤りがありまし

たことをお詫びいたします。申し訳ありませんでした。 
 また、ふるさと納税の件数ということでご質問がありました。一般寄附金で８件、指定寄附

金で１３件の合わせて２１件いただきました。よろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 

〇議長（河井淳君） 
 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（穂坂桂吾君） 
 同じく８日の本会議におきまして、深澤勝議員の質問に対し私が答弁した内容に間違いがあ

りました。大変申し訳ありませんが、この場で訂正させていただきたいと思います。 
 平成２５年度一般会計歳入歳出決算書の５７ページ、４款衛生費、１項２目予防費中１９節
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の決算額の説明で支出済額８，５８３万５，９４０円全額を飯富病院へ支出していると申し上

げましたが、正しくは身延町が受け入れた飯富病院分の普通交付税のうち早川町への再配分負

担金２，７４０万３千円が含まれておりました。 
 したがいまして、飯富病院に対して支出したのは病院および老健施設起債元利償還金の身延

町負担分として５，８４３万２，９４０円ということになります。答弁に間違いがありました。

お詫びして訂正いたします。申し訳ありませんでした。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 以上で諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 委員長報告。 

 はじめに、総務産業建設常任委員会に付託しました議案および継続審査の請願第２号につい

て委員長の報告を求めます。 
 総務産業建設常任委員会委員長、柿島良行君。 

〇総務産業建設常任委員長（柿島良行君） 
 報告いたします。 
 報告書の朗読をもって、報告とさせていただきます。 
 （以下、総務産業建設常任委員会報告書の朗読につき省略） 

〇議長（河井淳君） 
 以上で総務産業建設常任委員長の報告が終わりました。 
 委員長はその場でお待ちください。 
 これから、委員長の報告に対して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で総務産業建設常任委員会の審査報告に対する質疑を終わります。 
 柿島委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 次に、教育厚生常任委員会へ付託しました議案の委員長の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、芦澤健拓君。 

〇教育厚生常任委員長（芦澤健拓君） 
 平成２６年９月、第３回定例会における教育厚生常任委員会審査結果の報告をいたします。 
 （以下、教育厚生常任委員会報告書の朗読につき省略） 

〇議長（河井淳君） 
 以上で教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 委員長はその場でお待ちください。 
 これから、委員長の報告に対しての質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で教育厚生常任委員会の審査報告に対する質疑を終わります。 
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 芦澤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 次に討論を行います。 
 はじめに、総務産業建設常任委員会委員長の報告に対する討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 総務産業建設常任委員会委員長報告について、反対討論いたします。 
 議案第６５号 身延町税条例の一部を改正する条例について 
 この条例に反対する理由は第１に第３４条の４中、法人税割の改正です。これまで１００分

の１２．３だったものを１００分の９．７に減額するものです。今回、消費税の請願書が提出

されていますが、福祉のためでなく法人税減税の補てんのために使われるのは明らかです。 
 第２に今回の改正の２点目は、原動機付き自転車や軽自動車税の引き上げです。原動機付き

自転車はこれまで税額が１千円だったものを２千円に倍の税額です。自家用軽自動車は７，

２００円が１万８００円に、貨物用の軽自動車は４千円を５千円にそれぞれ増税するものです。

これらの原付自転車や軽自動車は、高級自動車に乗っているお金にゆとりのある人たちの自家

用車でなく多くの町民の足であり生活必需品です。本町の影響額は法人税減税分が確定ではな

いが、ほぼ１千万円のマイナス。原付自転車などは１９０万円ほどのプラスだという答弁があ

りました。今回の改定が国の地方税法改正に伴うものであり、町がこの改正をしなければなら

ないのは分かっていますが、安倍内閣の下で進められている大企業、大金持ちのための政治、

その一方で生活が困難な国民をさらに苦しめる政治を許すことができません。 
 請願第６号 消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願の不採択について、反対討

論いたします。 
 ９月８日発表された４月から６月期、国内総生産ＧＤＰ改定値は８月に発表された速報値よ

りマイナス幅を広げました。消費税増税前の駆け込み需要の反動減だけでなく、国民の暮らし

と日本経済の低迷がもたらした落ち込みです。アベノミクスで大企業が空前の利益を上げる一

方、消費税増税や賃金抑制で国民の生活はますます深刻化しています。安倍政権は財政再建を

言いながら大企業には減税です。来年度からは法人実効税率を現行の約３５％から２０％台に

引き下げることに着手します。また社会保障のためといって増税を強行しながら小泉政権時代

に行ってきた社会保障給付の自然増削減を復活させました。来年以降も社会保障の負担増が目

白押しです。そもそも消費税は低所得者ほど負担が重い弱い者いじめの税金で社会保障財源と

してはふさわしくありません。財政再建のためというなら、今でさえ大変な国民への負担増で

は解決しません。税金の使い方を国民の暮らし、福祉優先に切り替え法人税率を見直し、大企

業・大資産家に応分の負担を求める必要があります。 
 町民の切実な実態と声を受け止め、国に対し消費税増税の撤回を求める意見書提出をすべき

だと思い反対討論いたします。 
 請願第２号 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める

請願に対する不採択に対し、反対討論いたします。 
 集団的自衛権の行使とは日本が直接、攻撃を受けなくても他国を守るための戦争に参加する

ことです。集団的自衛権について歴代内閣は国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、

これを行使してわが国が直接、攻撃されていないにもかかわらず他国に加えられた武力攻撃を
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実力で阻止することは憲法９条の下で許容される自衛権の行為の範囲を超えるものであり、許

されないとしてきました。国連憲章にある集団的自衛権の規定は、国連の統制を受けずに軍事

行動ができるようアメリカなどが持ち込んだものであり、ベトナム戦争やアフガニスタン戦争

などでその口実として使われました。 
 安倍首相は非現実的な事例や個別的自衛権で対応ができるような事例を挙げながら、国民の

命を守るためとして、憲法解釈を変更して限定的に集団的自衛権の行使ができるようにしよう

としています。このことは日本が海外で戦争ができる国になり、自衛隊員だけでなく国民の命

や暮らしが脅かされるだけに留まりません。歴代政府が長年守ってきたこの憲法解釈を一内閣

の判断で変更することは憲法が権力を縛る立憲主義の否定であり、選挙で多数を取りさえすれ

ば時の政府が思うままに憲法解釈ができる前例を残すことになります。日本国憲法前文は政府

の行為によって再び戦争の戦火が起こることのないように決意し、平和を愛する諸国民の公正

と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意したとしています。 
 日本が戦後６８年間、ただの一度も海外での戦争に参加せず世界から平和国家として信頼さ

れてきたのは、この憲法前文に沿った憲法９条と集団的自衛権は認めないという歴代政府の憲

法解釈があったからです。世界では今、戦争ではなく平和的・外交的努力で問題を解決するこ

とが流れとなっています。軍備増強や軍事同盟強化では平和が実現しないことはいまや世界の

常識であり、憲法を生かしアジアと世界の平和に貢献する道こそ日本は進むべきです。集団的

自衛権行使反対の意見書は８月３１日現在、全国１９１議会が可決しています。憲法解釈によ

る集団的自衛権行使容認に反対する、この請願は採択すべきです。 
〇議長（河井淳君） 

 他に討論はありますでしょうか。 
 広島君。 

〇４番議員（広島法明君） 
 今、反対討論がありましたので賛成の立場で討論をさせていただきます。 
 まず議案第６５号 身延町税条例の一部を改正する条例についてですけども、これにつきま

しては、渡辺議員からもありましたように提案理由、地方税法の一部を改正する法律（平成

２６年法律第４号）の施行に伴って町の税条例の一部を改正するということですけども、その

中の項目的には２つ、法人税と軽自動車税のことについての反対ということですけども、法人

税の税率改正につきましては、従来の法人町民税の税率が引き下げられますが、地方法人税が

新たに創立され、地方交付税の原資となりまして町のほうにも地方交付税として交付されるよ

うになります。これによりまして、地方間の税源の偏在性が是正されることになるという国の

考えも１つあります。 
 そしてもう１つの軽自動車税の見直しにつきましても、今まで普通自動車税額と軽自動車税

額の格差が広かったための是正も１つの要因にあるということで、これも自動車取得税の軽減、

また廃止に伴う地方譲与税の減収を補うものであり、やむを得ない措置であるためにこの議案

第６５号に対しては賛成をいたします。 
 そして次に請願第６号 消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願についてです

けども、委員長報告、請願審査報告書にもありますように委員会の意見としましては社会保障

の安定財源の確保等を目的とした法案であるため、意見書の提出について請願の願意は妥当で

はないということでしましたけども、これにつきましてもこの消費税増税の法律そのものが法
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律第６８号（平成２４年８月２２日）で出されたものですけども、正式な名称が社会保障の安

定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律

ということになっていまして、もともとは請願の中にも個人負担がどんどん増えていることも

謳っていますけども、社会保障への個人的な負担増を緩和することも目的の１つとした安定財

源確保の措置だと思います。国においても先ほど言いました正式な法律名、社会保障の安定財

源の確保をしっかりと厳守することを願うとともに、本町においても今現在、消費税８％のう

ち地方消費税として１．７％、決算書にもありますけども６款１項１目、平成２５年度の決算

は収入済額が１億４，０２１万１千円、そしてまた平成２６年度の予算額は１億４，３００万

円。町に入るからいいではないかということもありませんけども、国の政策で決まったことに

ついて、その本意をしっかりと受け止めて、町のほうにつきましてもその地方消費税１億４千

万円の歳入を介護予防や子育て支援等に活用することも希望しまして、今回の意見書提出を不

採択とすることに賛成します。 
 そしてもう１つの請願第２号、継続審査になっていますこの憲法解釈の変更による集団的自

衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願についてですけども、これにつきましても委

員会の意見としましては７月に閣議決定されたこのことについて、意見書の提出について請願

の願意は妥当ではないということで最終的に意見統一されました。これにつきましても本年

７月１日に開催されました国家安全保障会議におきまして、新たな憲法解釈により限定的な集

団的自衛権の行使を容認することが閣議決定されたということです。この限定される裁量権、

皆さんもご存じかと思いますけども、１つとして密接な関係にある他国が武力攻撃を受け国民

の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある。２番目に国民を守るた

めに他に適当な手段がない。３として必要最小限の権力の行使。以上の３要件に該当する場合

に限り自衛の措置として憲法上、許容されるとしました。 
 安倍首相は外国を守るための武力攻撃は今後ともない。日本が外国の戦争に巻き込まれる可

能性は断じてないと述べています。それぞれ誰を信じ何を信じるかは自由かもしれませんけど

も私は安倍首相の言葉を信じたいと思います。 
 この委員会の意見にもありますように、内閣で閣議決定されたこのことにつきまして個々の

賛否はあるとは思いますけども、町の議会で反対することは望ましいことではないので不採択

とすることに賛成します。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 他に討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 他に討論がないので、討論なしと認めます。 
 次に教育厚生常任委員会委員長の報告に対する討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 教育厚生常任委員会委員長報告に対し、反対討論いたします。 
 認定第１号 平成２５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についての反対

の１点目は一般会計の３款民生費、老人医療費についてです。県の単独事業で、これまで住民
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税非課税世帯の６８歳、６９歳の方を対象に、医療費にかかる自己負担額を１割にする制度の

廃止で２４年度に比べ減額の決算です。お隣の市川三郷町では今年度から８８歳以上、全員を

対象に月３千円支給する長寿医療費給付制度が実現しました。全国には７５歳上に支給する町

もあります。県が廃止したから町も廃止するのではなく、どうしたら町民の負担を軽くするこ

とができるのかを検討すべきです。 
 平成２５年度身延町後期高齢者医療特別会計決算についてです。 
 この後期高齢者医療制度は無年金の方や、これまで家族に扶養されていた方を含め７５歳以

上のすべての高齢者が保険料を支払わなければなりません。所得が少ない方には減額制度があ

るといっても無年金や年金が少なく、天引きできない普通徴収の高齢者の方たちやそのほかの

高齢者からも年金が少なくなり、保険料の支払いが大変だと聞いています。決算でも多くの滞

納が出ています。７５歳になったとたん、それまで加入していた公的医療保険から無理矢理切

り離され、別建ての医療に囲い込み負担増と差別医療を押し付ける高齢者いじめの仕組みです。

保険料は改定のたびに引き上げられます。７５歳以上の人口増加と医療費の増加が保険料に直

接跳ね返る仕組みになっているためです。お年寄りいじめのこの制度は廃止しかありません。 
 平成２５年度身延町介護保険特別会計決算についてです。 
 昨年、介護保険料が値上げされ、年金から天引きできない普通徴収の高齢者の生活は深刻で

す。今年の決算では昨年より多い滞納がありました。保険料を無理して支払っても利用料が払

えなく、必要な介護サービスが受けられない。施設は何年も待たなければ入所できない状況で

す。家族介護から社会で支える介護へという最初の看板に反して介護保険は繰り返し改悪され、

負担増や介護の取り上げが進められてきています。一人暮らしや高齢者の世帯では在宅での

サービスには限度があり、特に採算が取れない過疎の山間地の本町では民間企業も少ない中、

介護行政の努力は大変なものがあると思います。元気な高齢者も多いので日常的に予防ができ

るような工夫や施策が早急に必要です。 
 平成２５年度身延町簡易水道事業特別会計決算についてです。 
 ４月からの水道料超過料金の値上げ分５９９万２千円の増加の決算です。水道事業は人間が

生活を営む上でなくてはならないものです。公共の福祉を増進するという考え方を最大限尊重

しながら運営すべきであり、地方自治体としても最も重要視しなければならない行政サービス

です。関係する皆さんがご苦労され、低所得者に十分配慮されたことは評価していますが、

２４年度の決算に比べ現年度分の収入未済額が増えていることから多くの町民の暮らしが厳

しいことがうかがえます。 
〇議長（河井淳君） 

 他に討論はありますでしょうか。 
 野島君。 

〇１３番議員（野島俊博君） 
 それでは、私のほうから賛成討論をさせていただきます。 
 まず１番目でございますけども認定第１号 平成２５年度身延町一般会計、老人福祉費、補

助金についての賛成討論をいたします。 
 この件につきましては、町独自の財源が必要でございます。当委員会での質疑によりまして

町当局の関係者の答えや意見を聞くなど調査・研究をして今後に備えていくと。大変な努力が

うかがえます。現段階ではこれがぎりぎりの選択であると判断するとともに、これは平成
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２５年度も論議がされておりますことにより賛成をいたします。 
 続きまして認定第１号 平成２５年度身延町後期高齢者医療特別会計について賛成討論を

いたします。 
 この件につきましては、本年３月定例会において論議をされている件でございます。県下市

町村全体が連合して、みんなで維持しているもので大変優れた制度でございます。連合会にお

いても後期高齢者医療制度を堅持する上において、町独自で反対することはできないというこ

とにより私はこれに賛成いたします。 
 続きまして認定第１号 平成２５年度身延町介護保険特別会計について賛成討論をいたし

ます。 
 この件につきましても平成２６年３月定例会において論議されているものでございます。要

支援は全国で１５０万人余りが認定を受けて、その３分の１が要支援を占めているとされてお

ります。そしてこの負担を押し付けられるのが市町村でありまして少子高齢化が進んでいると

ころほど苦しくなってきております。 
 今後においては要支援の方々の心身のリフレッシュ、声かけなど心の健康対策など誰でもこ

れはできるということでありますので、周りの人が、皆さんが進んで少しでもお役に立てるこ

とを期待して私は賛成をいたします。 
 続きまして認定第１号 平成２５年度身延町簡易水道特別会計について賛成討論をいたし

ます。 
 この件につきましては２５年３月定例会において論議をされております。そしてその内容は

利用者にできるだけ負担がかからないような形での値上げで賛成するというものでございま

した。現段階においても水を安心して使えるようになるには、いろいろな人たちの努力が必要

でございます。水を確保する人、水を送る人、水をきれいに保つ人の働きがあり、そして水源

がある地域の人々の理解と協力があってはじめて水が皆さんのもとへ届くということでござ

います。 
 よって、このたびの委員会のやりとりによって安全・安心、また経費節減の大変な努力がう

かがえることによりまして私は賛成といたします。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 他に討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 他に討論がないので、討論なしと認めます。 
 以上で委員長報告に対しての討論を終わります。 
 お諮りします。 
 委員会付託が省略されております認定第１号中、財産区特別会計歳入歳出決算１２件につい

て一括して討論・採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって認定第１号中、財産区特別会計歳入歳出決算１２件については一括討論・一括採決を

します。 
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 認定第１号中、財産区特別会計歳入歳出決算１２件について一括討論を求めます。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 以上で討論を終わります。 
 次に採決を行います。 
 認定第１号中、財産区特別会計歳入歳出決算１２件について原案のとおり認定することに賛

成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、 
 認定第１号中、平成２５年度身延町大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区

特別会計歳入歳出決算について 
 認定第１号中、平成２５年度身延町広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算

について 
 認定第１号中、平成２５年度身延町第一日影みそね沢恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算に

ついて 
 認定第１号中、平成２５年度身延町第二日影みそね沢及び石原外二山恩賜林保護財産区特別

会計歳入歳出決算について 
 認定第１号中、平成２５年度身延町大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算に

ついて 
 認定第１号中、平成２５年度身延町仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算につ

いて 
 認定第１号中、平成２５年度身延町姥草里外七山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算に

ついて 
 認定第１号中、平成２５年度身延町入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算に

ついて 
 認定第１号中、平成２５年度身延町西嶋財産区特別会計歳入歳出決算について 
 認定第１号中、平成２５年度身延町曙財産区特別会計歳入歳出決算について 
 認定第１号中、平成２５年度身延町大河内地区財産区特別会計歳入歳出決算について 
 認定第１号中、平成２５年度身延町下山地区財産区特別会計歳入歳出決算について 
 以上１２件については、原案のとおり認定することに決定しました。 
 これから日程に従い採決を行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 認定第１号 平成２５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてを

採決します。 
 認定第１号に対する各常任委員長の報告は認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
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 よって、認定第１号は委員長報告のとおり認定されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 議案第６３号 身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の制定についてを採決します。 
 議案第６３号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６３号は委員長報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 議案第６４号 身延町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の制定に

ついてを採決します。 
 議案第６４号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６４号は委員長報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第６ 議案第６５号 身延町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 議案第６５号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって、議案第６５号は委員長報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第７ 議案第６６号 身延町地域情報通信施設条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。 
 議案第６６号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６６号は委員長報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第８ 議案第６７号 平成２６年度身延町一般会計補正予算（第４号）についてを採決しま

す。 
 議案第６７号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６７号は委員長報告のとおり可決されました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第９ 議案第６８号 平成２６年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

てを採決します。 
 議案第６８号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６８号は委員長報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１０ 議案第６９号 平成２６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

を採決します。 
 議案第６９号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６９号は委員長報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１１ 議案第７０号 平成２６年度身延町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。 
 議案第７０号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７０号は委員長報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１２ 議案第７１号 平成２６年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。 
 議案第７１号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７１号は委員長報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１３ 議案第７２号 平成２６年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。 
 議案第７２号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７２号は委員長報告のとおり可決されました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１４ 議案第７３号 平成２６年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

てを採決します。 
 議案第７３号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７３号は委員長報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１５ 請願第４号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願

書については委員会に付託され、本案件に対する委員長報告は採択です。 
 委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって請願第４号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書

については委員長報告のとおり採択することに決定しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１６ 請願第５号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める請願書については委員会に付

託され、本案件に対する委員長報告は採択です。 
 委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって請願第５号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める請願書については委員長報告の

とおり採択することに決定しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１７ 請願第６号 消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願については委員会

に付託され、本案件に対する委員長報告は不採択です。 
 委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって請願第６号 消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願については委員長

報告のとおり不採択することに決定しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１８ 総務産業建設常任委員会の継続審査であります請願第２号 憲法解釈の変更による

集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願について、本案件に対する委員長報

告は不採択です。 
 委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって請願第２号 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を
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求める請願については委員長報告のとおり不採択することに決定しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１９ 総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 
   日程第２０ 教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 
   日程第２１ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 
   日程第２２ 議会広報編集委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 以上、委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。 
 総務産業建設常任委員長、教育厚生常任委員長、議会運営委員長、議会広報編集委員長から

会議規則第７５条の規定により、お手元に配布のとおり閉会中の継続調査の申し出がありまし

た。 
 お諮りします。 
 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 
 議事の途中ですが、ここで暫時休憩とします。 
 再開は１０時２０分といたします。 

休憩  午前１０時０８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時２０分 
〇議長（河井淳君） 

 休憩前に引き続き、議事を再開いたします。 
 お諮りします。 
 本日、人事案件１件および意見書案１件が提出されました。 
 この案件を本日の日程に追加し、審議することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、追加提案されました案件は本日の日程に追加することに決定しました。 
 議事日程中、追加日程第２ 発議第１号の件名について提出者から修正の申し出がありまし

たので身延町立中学校新校舎建設推進検討委員会設置に関する意見書に修正をお願いします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第１ 同意第２号 身延町教育委員会委員の任命について 

 町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 同意第２号 身延町教育委員会委員の任命についてでございます。 
 身延町教育委員会委員に下記の者を任命することについて、議会の同意を求めるものでござ

います。 
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記 
 住  所 山梨県南巨摩郡身延町三澤１５５１番地 
 氏  名 今村文子 
 生年月日 昭和２１年８月１７日 
 平成２６年９月１２日 提出 

身延町長 望月仁司 
 提案理由を申し上げます。 
 平成２６年１１月１８日に委員の任期が満了するので、その後任委員を任命する必要が生じ

た。ついては委員の任命にあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の

規定により議会の同意が必要であります。 
 これがこの議案を提出する理由であります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（河井淳君） 
 以上で提案理由の説明が終わりました。 
 なお、本案については詳細説明を省略します。 
 お諮りします。 
 この案件は人事案件でありますので、質疑・討論を省略して直ちに採決したいと思います。 
 ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって質疑・討論を省略して、同意第２号の採決をします。 
 追加日程第１ 同意第２号 身延町教育委員会委員の任命についてを採決します。 
 原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって同意第２号 身延町教育委員会委員に身延町三澤１５５１番地、今村文子氏に同意す

ることに決定しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第２ 発議第１号 身延町立中学校新校舎建設推進検討委員会設置に関する意見書につ

いてを議題とします。 
 発議第１号の提出者の説明を求めます。 
 赤池朗君。 

〇２番議員（赤池朗君） 
 発議第１号 
 平成２６年９月１２日 
 身延町議会議長 河井淳殿 

提出者 赤池 朗 
賛成者 伊藤文雄 
 〃  深澤 勝 

 身延町立中学校新校舎建設推進検討委員会設置に関する意見書 
 上記の議案を別紙のとおり身延町議会会議規則第１４条第１項および第２項の規定により
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提出します。 
 提案理由 
 平成２３年９月身延町議会定例会で議決された１中３小の学校統合は、統合後に使用する中

学校が当面、身延町の南端に位置する身延中学校と位置付けがなされているため、保護者会に

おいては通学距離、通学時間等の不安を不同意の最大の理由としている。 
 これを同意していただくために町の中央に新しい中学校建設に向け、身延中学校建設推進検

討委員会を早い時期に立ち上げ、早期建設の推進に努めるよう強く求める。 
 これがこの議案を提出する理由である。 
 身延町立中学校新校舎建設推進に関する意見書 
 今、学校教育では子どもたちの現状をふまえ「生きる力」を育むという理念のもと、知識や

技能の習得とともに思考力・判断力・表現力などの育成を重視している。 
 特に中学校においては、各教科の専門性が求められることから教諭等の配置数が大きな課題

であり重要視される。このため中学校統合により教諭等の配置が大幅に改善され、教育の質の

向上が期待でき、小規模化、過小規模化の歯止めとなり、教育環境の改善と教育の質の向上に

より特色ある学校づくりが可能となる。 
 平成２３年９月身延町議会定例会での１中３小の議決を重く受け止め、学校統合は推進すべ

きである。 
 しかしながら統合後に使用する中学校が当面、身延町の南端に位置する身延中学校と位置付

けがなされているため、保護者会においては通学距離、通学時間等の不安を不同意の最大の理

由としている。 
 身延中学校は昭和４６年に建設されており、施設設備の劣化はますます顕在化していくが、

最小限の手当に留め全面改修あるいは長寿命化改修には着手することなく、町の中央に新しい

中学校建設に向け身延中学校建設推進検討委員会を早い時期に立ち上げ、早期建設の推進に努

めるよう強く求める。 
 なお、身延中学校建設推進検討委員会の会議の内容は必要に応じ身延町議会に報告されたい。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 
 提出先 
 身 延 町 長 望月仁司殿 
 身延町教育委員長 望月忠男殿 
 以上の意見書を提出いたしたく、よろしくご理解の上ご審議ください。 

〇議長（河井淳君） 
 以上で提出者の提案理由の説明が終わりました。 
 これから、発議第１号に対して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 この意見書ですけども、統廃合については議会の中で大体の方向性を教育厚生常任委員会で

出して、そして全協で話し合いをするということになっていたと思うんですけども、今なぜ追

加議案ということで最終日に突然これが出てきたのか。その理由を教えていただきたいと思い

ます。 
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〇議長（河井淳君） 
 赤池君。 

〇２番議員（赤池朗君） 
 同意・不同意の理由を見ると、この内容にもありますように学校が遠いということで不同意

が多いと感じました。そういうことがありますので、これは私たちがするべきではないかと

思ってそういう意見書を出しました。 
〇議長（河井淳君） 

 渡辺君。 
〇１１番議員（渡辺文子君） 

 もちろんその同意・不同意の中にそういうものがあるということは、みんな承知しているん

ですね。だけども議会でそういうふうに決めたことをなぜ守らないで、いきなりここに出てく

るのか、その理由が私には理解できないんですけれども。それについて的確にお答えいただき

たいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 深澤君。 
〇１番議員（深澤勝君） 

 すみません、私から説明をさせていただきます。 
 実は過日の一般質問の中で、私は建設推進を、一日も早く検討委員会を立ち上げていただき

たい、この思いを訴えたわけですけども、その思いが届かず、その影も形も見えない状況でご

ざいました。したがいまして、今回のこの意見書で議会としての対応をぜひお願いしたいとい

うことで、なお一層その推進検討委員会を強力に推進していただくための意見書として取り上

げていただきたい、こういう思いでございます。 
 したがいまして、今、渡辺議員さんがおっしゃった全員協議会なり教育厚生常任委員会で、

なぜもっと叩いてからやらないんだという部分も十分承知しておりますけども、一般質問の中

でこういうことを検討して今日に至ったと、こういうことでぜひご理解を賜りたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 松浦君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 私も一般質問させていただきました。私は教育厚生常任委員会に所管の調査要請をするつも

りでいますけども、基本的には先ほど渡辺議員が言っていましたように議会の中で、教育厚生

常任委員会で揉んで、全員協議会でそのことについて話し合いをして、議会としての流れを出

すということで決まっているわけです。それについて、深澤議員も一般質問をして自分の意見

を生かしていただきたい、非常に私も同じように思っていますからその気持ちは非常に重く受

け止めますし理解いたします。しかしながら、だからといって今この内容で発議第１号という

形で出すことはいかがなものかと。これはやはり教育厚生常任委員会に対して、常任委員会に

提出するのが筋であって、この議会の中に提出するものではない、そのように考えます。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 草間君。 
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〇９番議員（草間天君） 
 これでちょっと質問したいんですけども、検討委員会というものは議会ではなくて、町民と

いうか、あらゆる分野の人たちを含めての検討委員会なんでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 赤池君。 
〇２番議員（赤池朗君） 

 それはまた、例えばこの委員会が設置されることになったときに人選なりをすると思います。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 私も本当に、赤池議員が提出者で賛同者が伊藤議員と深澤議員となっていますが、この思い

はやはり私たちも同じ思いなんですよ。その思いに感銘する部分もあるんです。非常に分かり

ます。ただこのやり方、手法についてはちょっと違うんではないかと。それと同時に例えばこ

の部分を、今、皆さんの賛同を得て出したとします。意見書として。出したとすると、今、こ

れをちょっと見て私が思ったことは、その深澤議員が一般質問で学校を新設するために町にそ

ういう意見を出す、そのことはすごく分かりますし最終的にはそういう手段も講じなければい

けないと思います。しかしながら本当にこれが保護者、今この意見書の中では保護者の同意・

不同意に対する身延中学校まで通う不安うんぬんということがあって、そういうものに対して

やはり審議をしてというふうな形になっています。しかし、今のこの質問書を出すことが本当

にその保護者が心配、不安を持っている中でその同意・不同意を出した、それに答えるだけの

ものが形として出てくるかどうか。この文書の内容を見ますと、どうもその点が不明確である

と。またこれでいくと別の方向に進むような感じがします。 
 ですからこれは今回のこの議会での発議ではなくて、教育厚生常任委員会に申請をして、そ

の中で揉んでいただいて、全員協議会なり何なりで皆さんの意見をすべてまとめて、それで最

終的にこういう形、これにおそらくプラスアルファの文面が出るでしょう。そういう形だった

ら理解できますが、今のこの状態では到底これは理解できない。そんなふうに感じます。 
 そこで１つ伺いたいんですが、この文書の内容でこれは保護者会の同意をいただくためと

なっていますね。提案理由で通学時間との不安を不同意の最大の理由としている。これを同意

していただくために町の中央に新しい中学校建設に向けと出ています。このことについて、保

護者が本当にそれを望んでいるのかどうか。そういう保護者の声を理解して、こういうふうに

書いたのかが１つ。 
 それともう１つ。この文面を見る限り、私もそうですが保護者の方々やまた町民の方々の同

意を得るために、ソフトランディングさせるための手法ではないかというふうに誤解される可

能性があると思うんです。その点をどういうふうに考えて提出されたのか、お伺いしたい。 
〇議長（河井淳君） 

 赤池朗君。 
〇２番議員（赤池朗君） 

 まずこの現在の身延中学校へ通うということ、そしてそれをほぼ中央にということだけがす

べてではないと思います。そういう中で１中３小を実現するためには、その不同意要因という

のを一つひとつ取り除いていくことが大事だと思います。そういう中でこの同意・不同意書を
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見せていただいた中で一番最大の要因である、この場所というのを解決していけばと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 ですから同意していただくためにというふうになっていますけども、これはもう基本的にソ

フトランディングを求めているということですか。保護者に同意をいただくためにこの文面を

提出する。そのことがソフトランディングを求めているように思えるんですが、そういう形で

しょうか。 
〇２番議員（赤池朗君） 

 ソフトランディングかどうかは分かりませんけども、いずれこれは議会で１中３小は議決し

たことですから、それにできるだけ同意していただくためにこういう形になりました。 
〇議長（河井淳君） 

 松浦君。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 今、大変な答弁が出ましたけども、いずれ、このことが採決するときのためにという話です

よね。今そういうふうにお答えしましたよね。採決するためにこれ、なんですか。採決をする

ときのためにこれが何なんですか。 
〇２番議員（赤池朗君） 

 参考資料。 
〇７番議員（松浦隆君） 

 参考資料だったら何も発議で出す必要はないんではないですか。それだったら議会の中で、

教育厚生常任委員会にこの問題を投げかけているわけですから、その中の教育厚生常任委員会

の中でもいいですし、またそのあとの全員協議会の中でも、そういう話を参考にするぐらい

だったらこの話をすればいいだけの話ではないんですか。それがなぜ発議なんでしょうか。お

答えいただきたい。 
〇議長（河井淳君） 

 赤池君。 
〇２番議員（赤池朗君） 

 私の中ではこれがいいと思ってやりました。それをまた、今日の場で皆さんに決めていただ

きたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 川口君。 
〇１０番議員（川口福三君） 

 この趣旨は非常に賛成できるんですが、この学校統合問題は私が平成２３年の一般質問が皮

切りで７人の議員が２３回の一般質問をしていたわけですね。過日も議会において深澤議員か

ら今言うこういった内容の質問があって、それをもとにしてこうした提案が出てきたと思うん

ですが、議会にはやはり組織、その上のルールがあるわけですね。先ほども常任委員会という

話が出ましたが、私もこの問題については芦澤教育厚生常任委員長にとにかく会期中でもいい

から、本会議のあと全協を開いたらどうだということを申し出てきました。こうした経緯のも

とにただ、どうしてこの３人の名が連名で出たのか。そしてもう１点はいわゆる下部、久那土
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地区において、かなり統廃合については反対的な動きをしている集会が何回かありました。た

しか他の議員にも呼びかけ案内等もあったと思います。しかしながらその会には姿を見せず、

結局こういった提案をされるということは私はちょっと理解できないと。非常に私とすれば趣

旨は分かるんですが、やはり議会である以上、１つのルール、決まりを守って組織に則ってや

ることが議会運営であろうと思います。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 松浦君。 

〇７番議員（松浦隆君） 
 １つだけすごく気になることがあるんですが、最後の意見書の中の身延中学校は昭和４６年

に建設されておりうんぬんとずっとありますね。最小限の手当に留め、全面改修あるいは長寿

命化改修には着手することなく、町の中央に新しい中学校建設に向け身延中学校建設推進検討

委員会を早い時期に立ち上げ、早期建設の推進に努めるよう強く求めるとなっております。こ

の趣旨はすごく分かるんです。しかしこれを通しますと推進委員会が立ち上がれば、例えば身

延中学校までの、推進委員会を立ち上げて新しい学校が建設されるまで非常に時間がかかりま

す。その間、皆さんが一番最初に掲げた、賛成者の方も含めて３名の方の掲げた身延中学校に

通うことに対して不安を感じている保護者は、身延中学校に通うことに対して不安を感じてい

るではないですか。そのことに対する解決策は何も見えてきていないし、これを出すことに

よって、では暫定的に身延まで行ってくださいと言われたら、教育委員会がそういうふうに決

定されたら、私たちこの意見書があるから何も言えませんよ。ということは保護者のことを一

番に考えて、この意見書を出したということであれば、本当に保護者の思いを、身延中学校ま

で通う不安というものに対しての対策がこの意見に対しては何も出ていない。そういうふうに

感じますけれどもどうでしょうか。 
〇議長（河井淳君） 

 赤池君。 
〇２番議員（赤池朗君） 

 当然、新しい学校を造るには時間がかかります。それをできるだけ早くということで、今、

学校に行っている子どもたちの人数を考えても、これはできるだけ早く統合すべきだと思って

います。その中ですぐできない事情がありますから、建てるといっても何年かは当然かかりま

す。その中でしばらくの間は申し訳ないけど現在の身延中学校へ行っていただいて、そしてそ

の中でいろんな不安に対する諸問題につきましては、教育委員会でしっかり対策を取っていた

だければという考えです。 
〇議長（河井淳君） 

 福與君。 
〇８番議員（福與三郎君） 

 議会運営委員長というふうな立場で、本件の提案の協議を今朝ほどいたしました。その中で

もただいまのようなご意見がございましたけども振り返ってみていただきたい。というのは平

成２３年、議会では１中３小を議決しております。しかし今日に至るまで延々と、この議論を

本来議員は議会の決定に従わなければならない。そういう責務があるにもかかわらず、ここ

３年４年、ずっとこの問題について、なんと言うのか、町の教育行政を停滞させるような、反

 １４８



対の白紙に戻せとかとんでもないようなご意見を私は３年半、我慢して聞いてきました。これ

でありますと自分たちの議決に従わない、これは議会の崩壊なんですよ。議会が崩壊をここ

３年、続けてきたと同じだというふうに私は捉えているんです。一刻も早くこの問題について

前進をさせたい。全然、前へ進まない。この意見書は新しい一歩を進み出す意見書だというふ

うに私は考えておりまして、本会議にぜひ提出、提案をしてくれとこういうふうに思って議運

におきましてもこの提案を許可したところであります。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 他に質疑はありませんか。 
 芦澤君。 

〇６番議員（芦澤健拓君） 
 先ほどから名前が出ております教育厚生常任委員会の委員長をさせていただいております。 
 この提案者と賛成者の方ですけども、この２名の方も教育厚生常任委員会の委員でございま

す。先ほど松浦議員のほうからありましたように、本来この問題は教育厚生常任委員会で討論

し議論し、その結果を全協に持っていって、そこで全体の意見を統一するというか、そこでも

当然、議論があるという、そういうことで私のほうでは理解しておりました。しかし、ここに

あるような形で、まったくわれわれ教育厚生常任委員会を無視したような形でこういう意見書

を出されると私としては非常に心外でありますし、しかも今日これを出すのに、これを今日わ

れわれは渡された。そしてこの中身としても非常になんか、はっきりしない部分がたくさんあ

る。先ほどの不同意を最大の理由としてということとか、議決された１中３小の学校統合は統

合後に使用する中学校がうんぬんというふうにありますけども、この１中３小の意見書が出さ

れたときもやはりわれわれは非常に長い間、議論をしてきました。その結果、どうして１中３小

になったのかというのはいろいろ理由はありますけども、１中３小の意見書が出されたことに

よって、これをもとに教育委員会が後期統合計画・・・なんですか、意見を言っているときに

いろんなことを言わないでください。なんと言ったんですか。ひとり言を言わないでください。

その１中３小の意見書のときにもそういうことで、非常にはっきりしない中で議長から突然提

案があって、その１中３小の意見書というものがまとめられた経緯があります。そのことを新

人の皆さんはご存じないし、先ほど福與議員からも話があって、それを守らないのはわれわれ

の非常にまずいところだというようなことを言われましたけども、１中３小自体は教育委員会

の後期統合計画なんですよね。そのもとになったのがもし議会の議決であるとすれば、今回こ

ういう意見書を出すことによって、先ほどの松浦議員の心配のようにまたそういうことになら

ないとも限りません。 
 それからこの身延中学校建設推進検討委員会の設置について、町長と教育委員長に求めてい

るわけですが、これはどういう形のものになるのか。これを出すと町長が建設に関しては、当

然、最終的な責任があるわけですから、また諮問というふうなことになると思いますけども、

そのときにまた諮問、そういう審議会をつくって、検討委員会をつくってくれるかどうかとい

うことが分からないので、出したというのが深澤議員の先ほどの意見でしたけれども、果たし

て身延中学校建設推進検討委員会がどんなふうな形になるのかということもきちんと考えた

上でこういう意見書を出さないと非常に私は不安です。 
 １中３小だって、そんなことを言うとすぐに教育委員会はそれをもとにしていろんなことを
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言ってくるよという、そういう不安を述べておりましたけども、まさにそれが的中して、いま

や１中３小以外は認めないと、議会ではもう絶対駄目だという形になっております。 
 その中で出されたものなんですが、この提案者が赤池議員であるということもちょっと私、

おかしいなと思うんです。というのは、先ほど議運の中で話をしましたら深澤議員が私が一般

質問をした中でこういう提案をしたけども、のれんに腕押しというかなんの反応もなかったの

で、それをなんとかしてもらいたくてこういう意見書を出したんだということをおっしゃって

おりましたけども、それはそれで評価いたしますけども、ただそのためにだけここで意見書を

発議として出されるというのは非常に私としては不満があります。というのは教育厚生常任委

員会で論議することもなく、全協で論議することもなく、こういうふうな意見書でぽんと出さ

れると、本当に今までと同じように行政の側でこれを利用して、またおかしな方向に進んでし

まうという、私はそういう恐れがありますので、この意見書についてもう一度、提出者の赤池

議員に質問いたしますけれども、赤池議員がこの不同意の最大の理由とか、通学時間の不安と

いうことを実際にどこでどういうふうな声を聞いてこんなふうに思ったのか。その点について

だけお聞きします。 
〇議長（河井淳君） 

 赤池君。 
〇２番議員（赤池朗君） 

 まず一番根拠になった不同意というのは、各学校に対して教育委員会が行った同意・不同意

の文書をいただきました。その中でいろいろ中身を読んでみますと、そういう理由での不同意

が多かった。そして私も地域の人間ですから、地域の中学生とかそういう方々、すべてではあ

りません。数は少ないですが、そういう方々と話をする中でやっぱり中学校が統合するのはい

いんだけどもあそこではないという、そういう意見を聞いてそういう判断をしました。 
〇議長（河井淳君） 

 芦澤君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 先ほど川口議員からも指摘がありましたように、いろんな集会に赤池議員、伊藤議員はあま

り出席されていなかったので、本当に町民の声、あるいは保護者の声を聞いたのかということ

に大変、不安というか不信がありますけども、これは同意・不同意の書類を見てそういうふう

に判断したということであればそれはそれで結構なんですが、保護者が本当に不安を感じたり、

あるいはこの計画に不同意をしているということの本当の理由は、教育委員会の対応があまり

にも不誠実であると。これは教育厚生常任委員会のほうでも指摘させていただきましたけども、

あまりにも不誠実、誠意のない対応をしているということで、しかもそういうことの意見を出

しても文書による回答だけで、一向に顔を見せないということが非常に保護者の皆さんの不安

を駆り立てているわけです。 
 そういうことから私はこの意見書を身延町長、ならびに身延町教育委員長ということで提出

しても非常にそのへんの不誠実な対応が今後も続くのであれば、先ほど言ったような不安が現

実化するということでありますので、その点について赤池議員がどのようにお考えなのか、そ

の点をお伺いします。 
〇議長（河井淳君） 

 赤池君。 
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〇２番議員（赤池朗君） 
 教育委員会が説明不足だというのは私も感じているところでありますが、それはまた議会の

責任もあると思います。例えば昨年の５月に１中３小の中の中学校の場所、小学校の場所を説

明して、その当時、私たち新人議員はいませんでしたけども、そのときの文書を見ますとちゃ

んと説明しています。それ以後はやっていなかった。それは議会として、ちゃんと教育委員会

にそういう検討をしなさい、こういう説明責任を果たさなかったというところが欠けていたと

思いますので、これからもしこれが採択された場合には今度は教育委員会なりに意見を言う立

場になって、そういう方向にもっていくべきだと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 芦澤君。 
〇６番議員（芦澤健拓君） 

 教育委員会が今まで私たち、あるいは住民、保護者に対してやってきたことは説明なんです

ね。説明をして、いろんな疑問、質問、不安、不満を教育委員会にぶつけても一切それに応じ

ることなく、しかも先ほども言ったように文書で回答するだけ。これはなぜ文書ということに

なったかというと教育委員会のほうでもおっしゃっているように、いろんなところでいろんな

ことを言って、もし違うことを言っては申し訳ないとか、あるいは違うことを言って、そこを

突つかれてはいけないという、そういう不安でそういう形でやってきたと思うんですが、それ

は本当に私たちはこの統合自体を推し進めていくのに、町民や保護者の理解を得るという努力

をしなければどこまでいっても不同意ですよ。どこまでいってもこの計画は、われわれにとっ

ては不同意なんですよ。そのへんをおそらく教育委員会では、この７月にもこのまま議会へ提

出しますというふうなことで一切同意・不同意に関する対応はしなかった。そういう不誠実な

ことをしている教育委員会だから、われわれはこれを町長ならびに教育委員長に出すことはど

うかなと思います。むしろ、この検討委員会を議会で設置して議会の中でそういうことをまと

めて出すべきではないかと思いますけども、赤池議員いかがですか。 
〇議長（河井淳君） 

 赤池君。 
〇２番議員（赤池朗君） 

 この意見書を出すにあたりましては、私たちもどういう形で出せばいいかというのははっき

り言って分からなくて、とりあえず皆さん今朝早くから来られて運営委員会で審議していただ

いた結果、出してもよろしいということになったというふうに理解しています。もしそこで駄

目でしたら出せませんでした。 
〇議長（河井淳君） 

 川口君。 
〇１０番議員（川口福三君） 

 先ほど申し上げましたが、とにかく趣旨は賛同できるんですが、ここで議論してもおそらく

話がつかないと思います。暫時休憩をとって本会議を３時ごろまでずらしていただいて、その

間、全員協議会でも開いて教育厚生常任委員会へ一任した中で論議するかなんかしないとこの

問題は、おそらくここでもって論議しても解決しないと思います。やはり議会には先ほども申

し上げましたように組織ルールがあるわけです。そうした組織ルールをこぴっととにかく議員

個々が守り進めることが議会だと思います。よろしくお願いします。 
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〇議長（河井淳君） 
 伊藤君。 

〇１２番議員（伊藤文雄君） 
 先ほどからしっかりと皆さまのご意見を伺っておりました。私、先ほど芦澤委員長のほうか

ら伊藤議員は出席していないというようなことを伺いましたけども、私も下部の件については

二度、久那土の件についても二度、出席をさせていただいております。ほかに２回、久那土の

件につきましても、ほか２回、３回あったようですが、都合がつかなくて行けなかったことに

対しては大変申し訳ないなと思っておりますけれども、１回、２回行った中で意見はすべて同

じであったことだけは事実であります。その件につきましても、皆さんが言っていることは常

に学校への通学距離が遠すぎる、時間がかかりすぎる、これが最重要視されているように私は

思いました。そういう中で今回、深澤勝議員からも一般質問の中で行政のほうに盛んに検討委

員会をというご意見もございました。その中で私たちはいろいろ検討した結果、こういうもの

を出したらどうだろうかという中で、町を二分するようなことがあってはいけないと。それに

ついてはどういうことを考えたらいいだろうかと。いかに町をまとめていくかということに対

しては、やっぱり中央に検討委員会を設置しなければならないということの意見に達したわけ

でありまして、ぜひ先ほど議運の委員長からもいろいろ説明がございましたけれども、私もこ

の１中３小を決めるときには、たまたま副議長をさせていただいた経緯もございます。そのと

きにもやっぱり３年半の検討を重ねた結果、この１中３小になって結論を出したわけですけれ

ども、その中にもやはり３名の委員長の中で議長に対して、その意見書を出して、それを議長

が教育委員会に１中３小で後期計画を出してくださいと。議会としてはこれが１中３小が一番

望ましいというような格好で、教育委員会に後期計画を立ててくださいと議会のほうからの要

望もあって、今回、教育委員会で検討をした結果だと私は認識をしております。 
 その結果についてやっぱり通学距離が遠いということの中で、また再度、私たちは検討して

中央に不同意もあるし賛成もあるし、これをいかにまとめていくか、身延町をまとめていくか、

身延教育をいかにまとめていくかということの中で検討した結果がこの新庁舎建設推進検討

委員会の意見書を出す結果であります。ぜひ皆さま方のご理解をいただき、通していただくこ

とをお願い申し上げまして私の意見とさせていただきます。 
〇議長（河井淳君） 

 草間君。 
〇９番議員（草間天君） 

 先ほど芦澤議員のほうから質問があったときに、赤池議員は自分が議員でないときに議会の

責任があるんではないかという話を聞きましたけども、自分はちょっとそのことが分からない

ので、議会に対して議会がどのように責任があるか、もう少し詳しくお伺いしたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 赤池君。 
〇２番議員（赤池朗君） 

 要するに、例えば去年の３月に説明があった、それ以後、それに関していろんな議会で検討

していなかった、そういうことです。 
〇議長（河井淳君） 

 広島君。 
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〇４番議員（広島法明君） 
 この問題につきましては、本当にそれぞれの立場で主義主張の捉え方の相違で、部分的には

本当に堂々巡りをしているような感があります。こうやって具体的な第一歩を示す、この発議

については自分は賛成をしますけど、今まではどうしても議会が前面で教育委員会にとってあ

れですけども、今度はこれによりまして町執行部、教育委員会とよく協議の上、どういった形

での身延中学校のことを考えるか。新身延町全体のことを考えて、しっかりと考える時期では

ないかということで話しますと、またここで委員会、全協ということも分かりますが、それに

してもまた堂々巡りといってはあれですけども、具体的な一歩が進められないではないかと自

分は感じます。 
〇議長（河井淳君） 

 柿島君。 
〇５番議員（柿島良行君） 

 先ほど福與議員からもありましたけども、非常に大変長い間、学校統合問題については議論

がされてきておりますし、私が議員になって２年でございますけども、その間にも相当数多く

の一般質問がなされ答弁がされております。それを聞いていまして、ほとんど質問の内容、そ

れに対する答弁も新鮮味がないですね。非常に同じような内容の質問、答弁が延々と続いてい

たような感じを受けております。 
 そういう中で、前回の深澤議員の一般質問に対することに、このような内容の中に的確な回

答が得られなかったということで、こういう意見書をぜひ出したいという強い思いから、今出

てきていると思われますけれども、この教育委員会から示されました同意を取ったときの不同

意の理由、あるいは保護者の意見の中にも大方、ほとんどの意見が中学校が身延では駄目だよ

という意見の中には通学距離、通学時間、それから車酔いで通えないではないかという部分、

この内容がほとんどを占めておることを私も承知をしております。そのような中でやはり今、

この停滞をしている議論の進展を図るために、新たに具体的な方法としてこういうものをつ

くって議論を深めていったらどうかという提案に対しては、私は大賛成をするものであります。

学校統合問題を先に進めるためにも必要な提案ではないかなと、こういうふうに思っておりま

す。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 川口君。 

〇１０番議員（川口福三君） 
 今、柿島議員もこの提案の内容については非常に賛成だという意見も出ました。けれども議

会としてこのままこの意見書を受理するということは、いわゆる委員会不要論につながるわけ

です。ですから先ほども申し上げましたように、時間もありますから暫時休憩をとって教育厚

生常任委員会を早急に開いていただいて、そして本会議を再開されることを提案します。 
〇議長（河井淳君） 

 福與君。 
〇８番議員（福與三郎君） 

 川口議員の意見に反対をいたします。 
 再三申し上げますけども、この問題についてはもう熟議に熟議を重ねて、もう交わす議論も
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いつも同じ。ここでもって、突然これが出されてびっくりしたとか、ルールを守らないではな

いかとかというふうなお話でございますけども、突然出て、今日たまたま突然、この紙が出て

きましたけども、中身はもうずっとこれは議論してきている。中身は議論してきて、今、反対

をされている方たちも真ん中へ中学校を置いたらいいねというふうなご意見がいっぱいあり

ました。だから熟議に熟議を重ねてきている。この上、また決してルールを違反しているとい

うことはないと思いますよ。すべてのルールに基づいて、今回提出しているわけですけれども、

そのへんを突然とか同意がそれだけではないとか、というのではなくて提出者は同意の主なも

のはこれなんだというふうな信念の下に提出しているわけです。これについて私どもが同意、

そればかりではないよということはいいかもしれませんけども、その同意をあたかも否定する

ようなご意見はいかがなものかなと思いますし、この発議につきましては、どうぞ議事の進行

を議長していただきたいと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 他に質疑はありませんでしょうか。 
 渡辺君。 

〇１１番議員（渡辺文子君） 
 今まで統廃合のことについては、町民の方から町民と議員との語る会の中で議員として、議

会として統廃合についてどうなんだということから始まって、議会としての考え方を示そうと

いうことで長年議論してきたのは事実です。ただ、なぜそういうふうに長くかかったかという

と、いろんな住民の皆さんの思いがあって、それがなかなか一本化できなかったということが、

いまだにこの議論が続いている原因だと思うんですね。そのときに先ほど同僚議員も言ったよ

うに１中３小を決めた経緯の中でもいろんな意見がありました。私もどう考えているというこ

とは、数を決めることではなくて、議会としてはこう考えるということなので、数を決めるこ

とはよくないという意見も出させてもらったんですけども、結局いろんな意見がありながらも

どうしても一本化して、まとめて意見書にしたいということで、そこで多数決で決まったとい

う経緯があって、そういう意見が、議決が重いんだから、そのあと議決に従わなければいけな

いということで、そのほかの、１中３小以外のことは言ってはいけないみたいな、そういうこ

とになっていて苦しい思いをしました。 
 今回も、こういうふうにきちっとやっぱり手順をとって教育厚生で話をしたり、全協で話を

したり、そういう手順を経てきちんと議決をするんだったら分かるんですけれども、今まで話

をしてきてまとまらなかったということは、いろんな集会にも出させていただいて、議会で

１中３小と議決はしているけども、それは住民が望んでいることではないという思いがあるし、

それからその中には教育委員会のやり方に対して不満とか不安とかというものがあって、それ

をきちんと解決をしないといけないという思いがあると思うんですね。そういう意味では今回、

これが中途半端なまま、例えば議決をした場合にこれが議決の総意だから、議員の総意だから

ということで、またこれ以外の意見を言うことはまかりならないということになったら私は

ちょっとおかしい問題で、町民が何を望んでどうしたいと思っているのかというのが一番で、

それをくみ上げるのが議決ではないかなと思いますけれども、そこのところがちょっと正しく、

それができていないんではないかなと思うので、ここで早急にこれを議決をすることについて

は、またさっきおっしゃったように教育委員会に利用される恐れもあるし、それ以上、言って

はいけないみたいなことになるということはおかしいと思いますので、これはやっぱりルール
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どおり教育厚生常任委員会、それから全協できちっと話をして論議を尽くして議決に付すべき

だと思います。 
〇議長（河井淳君） 

 広島君。 
〇４番議員（広島法明君） 

 先ほども言いましたけども、本当に町民はいろんな意見を持っています。本当に身延町全体

のことをしっかりと協議した上での、どうしても地域地域の考えがありますから、これは

ちょっと、こっちで言えばちょっと違う、こっちで言えばこうということにはなろうかと思い

ます。そしてそれがどうしても今までの議会を中心に教育委員会とのやりとりでの、先ほども

言いました堂々巡り的な感が否めませんけども、先ほど常任委員会、全協を軽視するんではな

いかと言われましたけども、ここでしっかり専門的な町民等の関係者も入って、当然これには

議会代表も入ると思いますけども、そこで練ってもらった提案について、そこではじめて常任

委員会、全協でしっかり協議すべきではないかと思います。今の段階でずっと常任委員会、全

協で協議していても具体的な第一歩というのがなかなか進んでこなかった感がします。だから

ここへ来て苦渋の選択というか、こういった形で一歩踏み出す形を示したことについては、本

当にいいことだと自分は感じます。 
 以上です。 

〇議長（河井淳君） 
 他に質疑はありませんか。 
 柿島君。 

〇５番議員（柿島良行君） 
 今いろいろ意見が出ていますけども、やはり先ほど同僚議員からも町民の意見がいろいろあ

るから話がまとまってきていないんだという話もありましたけれども、先ほども私、言いまし

たけども不同意の部分の保護者の意見というのは、ほとんどが通学時間と通学距離に集約され

てきている、これは事実だと認識をしております。ということで今回の本会議の中でも教育長

は不退転の決意で小中学校の統合問題を進めていくという決意を述べられております。 
 深澤議員の提案につきましても、ほとんど時間的に非常に緊急を要する問題ではないかなと。

そういうことで今回、教育厚生常任委員会へ諮ることなく提出されたものであるというふうな

理解をしております。 
 そういう中で今、広島議員からも出ましたけども、一歩議論を進めるためにここで、今回の

本会議の中でこの問題について決着をつけ、新しい議論の幅を持たした中で、また議会で議論

をしていく、全協なり教育厚生の中で議論をしていくというような形で私としてはせっかく緊

急的に出された議案でございますので、本会議の中で決着することを望みます。 
〇議長（河井淳君） 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 追加日程第２ 発議第１号 身延町立中学校新校舎建設推進検討委員会設置に関する意見

書についてを採決します。 
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数であります。 
 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 
 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件はすべて議了しました。 
 ここで、町長からあいさつをいただきます。 
 望月町長。 

〇町長（望月仁司君） 
 お疲れさまでございました。 
 平成２６年身延町議会第３回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げたい

と思います。 
 本定例会におきましては去る９月４日に開会をされ、今日までの９日間、河井議長のもと本

日、私どもが提案いたしました１件も含む１５件の議案につきまして真摯にご審議をいただき

認定、承認、可決、ご同意をいただく中で閉会を迎えることができました。議員の皆さんのご

協力に敬意と感謝を申し上げたいと思います。 
 本議会でご議決をいただきました平成２６年度補正予算等の執行につきましては、職員とも

ども知恵を出し合って最善を尽くしてまいります。 
 なお、本議会の中で私の指導不足から議員の皆さんにご心配をおかけしたことにつきまして

は今後このようなことのないよう指導の徹底を図ってまいりますので、議員の皆さんにも今後

さらに厳しいご指導をいただけますようお願いを申し上げたいと思います。 
 今まさに季節の変わり目であります。健康には十分ご留意をいただき、町民福祉のためにま

すますのご活躍をいただけますことをお願い申し上げまして、甚だ簡単ですけども閉会のあい

さつと代えさせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（河井淳君） 

 町長のあいさつが終わりました。 
 会議規則第７条の規定によって閉会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会はこれで閉会することに決定しました。 
 会期９日間、議員各位には慎重審議をいただき、無事閉会を迎えることができましたことに

深く感謝申し上げます。 
 また町長をはじめ執行部の皆さまには、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 
 町の活性化、住民福祉の向上に町と議会が一丸となって取り組み、常に輝いている身延町を

築いていきたいと思います。 
 より一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平成２６年第３回身延町議会定例会を閉

会とします。 
 大変ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（中村京子君） 
 相互にあいさつを交わし終わります。 
 ご起立を願います。 
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 相互に礼。 
 お疲れさまでした。 

閉会 午前１１時３０分 
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